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決算審査特別委員会会議録 

 

○招集場所  三川町役場議場 

○開会月日  平成２９年９月 ８ 日 

○閉会月日  平成２９年９月１１日 

 

○決算審査特別委員会委員長   町 野 昌 弘 

○決算審査特別委員会副委員長  芳 賀 修 一 

 

 

第 １ 日   ９ 月 ８ 日（金） 

 

 

○出席委員（９名） 

  １番 鈴 木 重 行委員  ２番 志 田 德 久委員  ３番 佐 藤 栄 市委員 

  ４番 佐久間 千 佳委員  ５番 町 野 昌 弘委員  ６番 芳 賀 修 一委員 

  ７番 田 中  晃 委員  ８番 成 田 光 雄委員  ９番 梅 津  博 委員 

 

 

○欠席委員（０名） 

  な し 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

阿 部  誠 町 長   石 川  稔 副 町 長 

鈴 木 孝 純
 
教 育 長

   
五 十 嵐  泉

 会 計 管 理 者 兼 

会 計 課 長 

本 間  明 総 務 課 長   宮 野 淳 一 企 画 調 整 課 長 

五 十 嵐 礼 子
 
町 民 課 長

   
菅 原 和 子

 健康福祉課長兼 

地域包括支援センター長 

齋 藤 仁 志
 産業振興課長併   

黒 田  浩
 
建 設 環 境 課 長

 

農業委員会事務局長 
 

教育課長兼公民館長併 
遠 藤 淳 士 環 境 整 備 主 幹   髙 橋 誠 一 農村環境改善センター所長併 

健康福祉課保育園主幹 
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木 村  功
 
危 機 管 理 係 長

   
中 條 一 之

 総 務 課 長 補 佐 

           （ 財 政 担 当 ） 

佐 藤  亮
 
企画調整課長補佐

   
菅 原  勲

 企画調整主査兼 

企 画 調 整 係 長 

本 多 由 紀 住民主査兼住民係長   鈴 木  亨 税務主査兼税務係長 

佐 藤  豊 納 税 係 長   阿 部 正 和 国 保 係 長 

五十嵐まなみ 福 祉 係 長   佐 藤  潮 健康主査兼健康係長 

齋 藤 一 哉
 
農 政 係 長

   
今 野  徹

 商工観光主査兼 

商 工 観 光 係 長 

加 藤 直 吉
 建設環境課長補佐   

丸 山 誠 司
 建設環境課長補佐 

（ 建 設 担 当 ）           （環境整備担当） 

齋 藤 い つ
 出 納 主 査 兼   

加 藤 善 幸
 教 育 課 長 補 佐 

出 納 係 長           （学校教育担当） 

渋 谷  譲 
教 育 課 長 補 佐   

渋 谷  淳
 保 育 園 係 長 併 

（教育指導担当）           学 校 教 育 係 長 

鈴 木 武 仁
 社会教育主査兼   

菅 原 洋 輔
 

農業委員会事務局長補佐 
社 会 教 育 係 長 
 
 
 

和 田  勉 監 査 委 員   庄 司 正 廣 農業委員会会長 

 

 

５．本会議に職務のため出席した者は次のとおりである。 

成田  弘 議会事務局長   佐 藤 真 子 書記   吉 田 直 樹 書記 
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○議長（小林茂吉議員） ただいまから委員会条例第８条の規定により、この場所で「決算審査

特別委員会」を招集します。 

（午前１０時０８分） 

○議長（小林茂吉議員） 委員長がまだ定まっておりませんので、委員長を互選するまでの間、

委員会条例第８条第２項の規定により、年長委員が互選に関する職務を行うことになってお

ります。 

出席委員中、芳賀修一委員が年長委員でありますので、ご紹介いたします。 

芳賀修一委員、登壇願います。 

○臨時委員長（芳賀修一委員） ただいま紹介されました芳賀修一であります。 

委員会条例第８条第２項の規定により、委員長が決まるまでの間、臨時に委員長の職務を

行いますので、よろしくお願い申し上げます。 

○臨時委員長（芳賀修一委員） これより委員長の互選を行います。 

お諮りいたします。選挙の方法については、時間の関係もありますので、地方自治法第 118

条第２項の規定に準拠し、指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○臨時委員長（芳賀修一委員） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法については、指

名推選によることに決定しました。 

○臨時委員長（芳賀修一委員） 指名の方法については、臨時委員長において指名することにし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○臨時委員長（芳賀修一委員） 異議なしと認めます。したがって、臨時委員長において指名す

ることに決定しました。 

○臨時委員長（芳賀修一委員） 決算審査特別委員会委員長に、５番 町野昌弘委員を指名いた

します。 

お諮りいたします。ただいま指名いたしました町野昌弘委員を決算審査特別委員会委員長

の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○臨時委員長（芳賀修一委員） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました

町野昌弘委員が決算審査特別委員会委員長に当選されました。 

○臨時委員長（芳賀修一委員） ただいま決算審査特別委員会委員長に当選されました町野昌弘

委員が本議場におりますので、本席より告知します。 

○臨時委員長（芳賀修一委員） ただいま委員長が決まりましたので、臨時委員長の職務を退か

せていただきます。ご協力ありがとうございました。 

○委員長（町野昌弘委員） ただいま決算審査特別委員会委員長に就任いたしました町野昌弘で

あります。 

本委員会に与えられた時間の都合もありますので、委員各位のご協力によりまして、この

職務を定められた時間まで審査を終わるよう努力したいと思いますので、よろしくお願いし
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ます。 

○委員長（町野昌弘委員） これから副委員長の互選を行います。 

お諮りいたします。選挙の方法については、時間の関係もありますので、地方自治法第 118

条第２項の規定に準拠し、指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○委員長（町野昌弘委員） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法については、指名推

選によることに決定しました。 

○委員長（町野昌弘委員） 指名の方法については、委員長において指名することにいたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○委員長（町野昌弘委員） 異議なしと認めます。したがって、委員長において指名することに

決定いたしました。 

○委員長（町野昌弘委員） 決算審査特別委員会副委員長に、６番 芳賀修一委員を指名いたし

ます。 

お諮りいたします。ただいま指名いたしました芳賀修一委員を決算審査特別委員会副委員

長の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○委員長（町野昌弘委員） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました芳賀

修一委員が決算審査特別委員会副委員長に当選されました。 

○委員長（町野昌弘委員） ただいま決算審査特別委員会副委員長に当選されました芳賀修一委

員が本議場におりますので、本席より告知いたします。 

○委員長（町野昌弘委員） 決算審査の方法は、委員全員で本議場において審査することにしま

す。 

○委員長（町野昌弘委員） 出席要求として、町長、監査委員、教育委員会教育長及び農業委員

会会長より出席の上、説明をお願いします。 

なお、出席説明者の要求については、急を要するものであることから、委員会条例第１８

条の規定により、この際、議長の了承をお願いします。 

○委員長（町野昌弘委員） 審査の期限は９月１１日までであります。 

期限までに審査を終えるようご協力お願いします。 

なお、書記には、佐藤真子書記、五十嵐章浩書記、吉田直樹書記よりお願いします。 

○委員長（町野昌弘委員） 暫時休憩します。             （午前１０時１５分） 

○委員長（町野昌弘委員） 再開します。               （午前１０時３５分） 

○委員長（町野昌弘委員） 直ちに、審査に入ります。 

付託された本件の審査は、能率的に、かつ、実効の上がるように進めたいと思いますので、

委員各位に配布している審査日程により審査を行います。 

なお、審査の状況によっては、若干の時間的な伸び縮みはあると思いますが、ご了承をお

願いします。 
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審査にあたっては、質疑者も説明者も要点を要領よく行っていただきます。 

また、質疑者はページ数をはっきり言っていただき、１回の質疑にあまりにも多くの項目

にわたりますと、説明にも時間をとる結果になりますので、ご留意願います。 

なお、偏らないように一審査区分ごとに１人３回以内としますが、各委員に対して、数多

くの質疑の機会を与えるということから、２回にとどめ、状況を見て、残り１回の質疑をす

るという方法で、委員会の運営を致しますので、ご協力の上、十分審査して頂くようよろし

くお願いします。 

○委員長（町野昌弘委員） それでは、ただいまから第１審査区分として、一般会計歳入全般、

１款議会費、２款総務費、３款民生費、４款衛生費について審査を行います。 

質疑を許します。 

○委員長（町野昌弘委員） ７番 田中 晃委員。 

○７ 番（田中 晃委員） それでは、私の方から５点ほど質問したいと思います。 

決算書の１８ページから１９ページにわたっていますが、臨時福祉給付金がそれぞれいろ

んな形で出されています。その中での経済的な効果と言いますか、そういう面はどうだった

のでしょうか。 

それから、４７ページになります。町ＰＲビデオ編集委託料ということで、当初は６万

4,800 円だったのが減額となって委託されて実行されたわけですが、この減額された理由は

どうしてか。あと、実際に行われて、山形ふるさとＣＭ大賞優秀賞を取ったということで、

その影響についてお伺いしたいと思います。 

それから、同じく４７ページの財政管理費です。その中で新規の新公会計制度導入支援業

務委託料ということで 421万円ほど盛られています。これの内容とその効果のほどについて

お伺いしたいと思います。 

それから、４９ページです。地域公共交通推進事業ということで、デマンド型交通システ

ム運行業務委託料ということで 215万円ほど盛られています。その中で、運行日数と便数が

増えているのにもかかわらず利用者が減少になっている。１日平均の乗車数も減ってきてい

るという要因は何なのかお伺いしたいと思います。 

それから、同じページです。婚活推進事業ということで毎年いろいろ行われていますが、

幸せで愛応援事業委託料ということで進められていて、今回もこの催しの中で実際にカップ

ルになったり、結婚に繋がった方はいらっしゃるのかどうか。それと、その下にありますや

まがた出会いサポートセンター負担金ということで、負担金が１万 5,000円ほどあるのです

が、これの効果と言いますか、現状はどうかということをお聞きしたいと思います。 

以上、５点お聞きしたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） ご答弁申し上げます。 

決算書１８ページから１９ページに記載しております臨時福祉給付金の経済的効果とい

うことでのご質問でございました。臨時福祉給付金につきましては、事業報告書にも書いて

ございますが、四つの種類で給付金を給付しているところでございます。 
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一つ目が、年金生活者の生活を支援するというもの。 

二つ目が、障害年金・遺族基礎年金を受給している方に向けたもの。そして、低所得世帯

の方への臨時福祉給付金。そして、昨年度の１２月に補正していただきました経済対策分と

いうことで臨時福祉給付金を手続きした上で交付しているところであります。それぞれ生活

に「生活費」というところで給付したところでありますので、有効に活用していただけたも

のかと思っております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 宮野企画調整課長。 

○説明員（宮野淳一企画調整課長） ３点ほどご質問がありました。 

最初に町ＰＲビデオ編集委託料の関係です。当初見た予算から減額なっている部分。細部

につきましては、菅原企画調整主査よりご答弁申し上げます。 

次にデマンド型交通システム運行業務委託料の利用者の減少ということの質問でござい

ました。委託料等については、ほぼ変わっておりません。利用者の減少につきましては、登

録等はされておりますが、年間の運行日数が決まっておりますので、利用者の増減にかかわ

らず１日７便という形で運行しております。そういった関係上、年間の登録者数の部分はあっ

て利用者が少なかったとしても、年間通して日数に応じて契約しておりますので、今後とも

利用者増加に繋がるような運行時間の見直し等はしております。引き続き運行体制の整備に

努めてまいりたいと考えているところでございます。 

それから、婚活推進事業の関係でございますけれども、こちらの方については、委託料と

してなの花ホールで婚活事業をやりました。みかわ振興公社の方に委託して実施した婚活推

進事業につきましては、本町の参加者も１名がカップルとして成立しておりますし、６組の

方がカップル誕生ということでなっております。 

やまがた出会いサポートセンターの部分につきましては、本町の利用者の数までは、詳し

い部分がはっきり分からないところではございますけれども、そちらの方にも登録しながら

広域での婚活事業にも参加しているということで聞いておりますので、引き続きこのやまが

た出会いサポートセンターと連携を取りながら、婚活事業についても推進してまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原企画調整主査。 

○説明員（菅原 勲企画調整主査） ふるさとＣＭ大賞の件でご答弁申し上げます。 

昨年度は、町民の協力を得て、事前にドローンで撮影した映像を業者の方に編集のみを

行っていただいたということで、安価でＰＲビデオを作成することができたということに

なっております。 

それから、ＣＭの影響ということでございますが、美しい豊かな田園を上手く映像に盛り

込まれていて、三川町をＰＲできる非常に良いビデオだったというようなお声を多くの方々

から寄せられているので、非常に効果があったと思っているところであります。 

○委員長（町野昌弘委員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 決算書４７ページ、財政管理費の新公会計制度導入支援業務委

託料についてのご質問でございました。これにつきましては、事業報告書１０ページをご覧
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いただきたいと思います。こちらに財政管理に関する業務委託ということで、税理士法人あ

さひ会計の方にこれを委託したものでございます。基本的に新たな公会計制度を本町におい

ても導入するための業務委託でございますが、詳細につきましては、中條総務課長補佐より

ご説明申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 中條総務課長補佐。 

○説明員（中條一之総務課長補佐） それでは、私の方から新公会計制度導入支援業務委託の詳

細についてお答え申し上げたいと思います。 

公会計につきましては、地方公共団体の財務書類を国が示しました一定の基準のもとに、

すべての地方公共団体で複式簿記の導入でありますとか、固定資産台帳の整備を図りまして、

そういった統一の基準のもとに、財務諸表を平成２９年度までに作成を終えるというふうに

なっております。 

今回三川町といたしまして、税理士法人あさひ会計の方に、その作成についての業務委託

をしておるわけでございますけれども、固定資産台帳のマスターデータの作成でありますと

か様々な入力作業、そういったものを業務委託したものでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ７番 田中 晃委員。 

○７ 番（田中 晃委員） 臨時福祉給付金のことですが、生活費ということで、皆さんそれぞ

れ受け取って活用していると思うのですが、年金障害、低所得者、それから経済対策という

狙いの中で行われたのですが、受給されている方々がなかなか分かりづらいと。特に高齢者

の人たちが、何で隣の人が貰えて私が貰えないのかという、そういうところの所得であると

か、そういうところがなかなか分かりづらくて私の方にも何度か問い合わせがあったみたい

な形です。実際にもって、その四つの種類の対象となるすべての方に通知はされていたのか

どうか。そしてまた、周知方法ということで、対象となるすべての人たちが受け取って、実

際に満たされているのか。その点についてお聞きしたいと思います。 

それからデマンドの方は、やはり利用者が減っているということだと思うのですが、結局

便数が増えて、年間日数も増えているにもかかわらず利用者が減っているということは、一

番デマンドで、特に高齢者の人たちが期待しているのは、町外の方の医療機関にかかりたい

という声があると私は思います。その思いが、本当にデマンドの方に乗車という意欲に繋がっ

ていくのではないかと私は強く思います。デマンドに関しては、南部自立圏のもとで交通と

か様々な組織があり、その中で進めているのですが、その進捗状況と言いますか、その点に

ついてお伺いしたいと思います。 

それから婚活推進において、めでたく本町の１名の方がカップルになられたということで、

すごくいいと思います。それでやっているのですが、北部定住自立圏の中で、酒田市と遊佐

町と庄内町が仲人的な組織を立ち上げていこうと。その中でもっと婚活を勧めるというよう

なところが始まっています。そういう中にも、北部の方で三川町として婚活推進の関わりで

進められないか。その点についてお聞きしたいと思います。 

それから、決算書６３ページにあります三川町灯油購入費助成事業９１万円ですが、これ

は３年連続で、県の方の１/２の助成があって連続して続けてきたのだと思います。これにつ
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いての効果はどのようなものか。それから、３年連続実施してきたということで、特に低所

得者や様々な方に関しては、本当に恩恵を受けている状態になっていますが、これの実績を

鑑みて制度化できないかという点についてお聞きしたいと思います。 

それから６５ページになります。生活支援事業の中で、訪問理美容サービスが３年続けて

利用されていないということです。ここには実際８番の生活支援事業ということで書かれて

いないのですが、実際予算書の中には盛られた項目で、この事業の訪問理美容サービスが３

年続けて申込みがない。これに対してどう捉えられているのかお聞きしたいと思います。 

それから７０ページです。学童保育支援事業ということで、582 万 6,000 円が出ているの

ですが、前のときよりも減額になっている状況。81万 2,000円ほど下がった要因はなぜかと

いうことです。それと合わせて、県の方、処遇改善ということで出ているのですが、これか

ら進めるにあたって、国の施策もとることができないかということをお聞きしたいと思いま

す。 

それから最後になります。７１ページです。保育園費の保育委託料ということで、いのこ

保育園のことだと思いますが、8,622万円から１億 592万円になって、1,970万円ほどの増額

になった要因はどこにあるのかお聞きしたいと思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 健康福祉課につきましては、３点ご質問があったかと存じ

ます。 

まず１点目の臨時福祉給付金でございます。対象となる方については、予めこちらの方で

把握をいたしまして、通知をし、申請書を出していただき、給付をしたというところでござ

います。その時期と詳細につきましては、福祉係長から答弁をいたします。 

続きまして、２点目の灯油券のことですけれども、県の方から１／２の補助があるという

ことで、三川町でもその補助を受けて行い始めたという事業であります。田中委員からは、

制度化できないのかというようなお話でしたが、以前から社会福祉協議会では、歳末たすけ

あいの募金を活用して、あったか暖房費ということで、ひとり暮らし世帯の方、高齢者夫婦

世帯の方、母子・父子世帯の方、障害をお持ちの世帯の方ということで、民生委員から申請

いただいた方については、灯油券ということで交付しております。結構重なるという対象者

の方もいらっしゃいますので、恒久的な制度というようなところでは現在考えていないとい

うところであります。 

３点目の訪問理美容の事業につきまして、確かにここ３年利用なさる方がゼロであります。

それでは、皆さん床屋に行くことができる人ばかりかというような疑問はあるわけですが、

今は結構介護サービスを利用しているという方も多く、その介護サービスを利用していると

きに、ボランティアで理美容の組合の方が来てくださるということもありますし、そちらの

事業所の方に行ったときにカットしてもらうという方もいらっしゃると聞いております。３

年ゼロであっても、これからも必要な事業だと私たちは考えております。実績は実績ですけ

れども、この事業につきましては引き続き残して、周知に引き続き努めていきたいと思って

おります。以上です。 
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○委員長（町野昌弘委員） 五十嵐福祉係長。 

○説明員（五十嵐まなみ福祉係長） 私の方から決算書１８ページ・１９ページの臨時福祉給付

金のお知らせの状況などを説明いたします。 

臨時福祉給付金は低所得者ということで対象とはなっておりますけれども、まずは平成 28

年度の住民税が課税されていない方が対象となっておりますので、こちらでその対象の方全

員を抽出してお知らせしております。なお、広報やホームページに掲載をして申請するよう

にということで周知しておりました。 

申請期間ですが、３ヶ月から５ヶ月、６ヶ月と期間を幅広く設定しておりまして、できる

だけ多くの方が申請できるように設定しております。 

申請の状況ですけれども、それぞれ率が違いますが、対象者に対しまして申請の状況は、

高齢者に関しましては 94.5％。一般の臨時福祉給付金に関しましては、対象者が多かったこ

ともありますけれども 83.2％。年金者の給付金に関しましては 93.2％。経済対策の臨時福祉

給付金に関しましては 91.8％の方々が申請して支給決定をしております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 宮野企画調整課長。 

○説明員（宮野淳一企画調整課長） ２点ほどご質問ございました。 

最初にデマンドの町外利用ということで庄内南部定住自立圏、そういった形の中で推進で

きないかというお話でございました。この部分につきましては、庄内南部のみならず、庄内

北部の定住自立圏の協定項目等でも課題になっているところでございます。北部の方でも、

地域公共交通のバスの方が廃止になったというようなこともございまして、庄内のみならず

県内での課題になっているところであります。 

こういったことを受けまして、昨年度さらには今年度も庄内総合支庁も含めて庄内の管内

の市町が同じ課題について、今後どういうような課題解決を図っていくか、そんな話し合い

を持って現在も動いているところであります。そういった中で、引き続きこのデマンドバス

を含めた本町にとっての地域公共交通については、どういった形で利用者の利便性を図って

いくかということで引き続きその会議の中に入りながら、より利用しやすいような形態を模

索していきたいと考えているところでございます。 

次に、婚活推進事業の関係で庄内北部の事例を出されましたが、庄内北部のみならず南部

の方でもそうでありますけれども、庄内北部の定住自立圏の婚活事業につきましては、本町

出身の農業委員の女性の方が中心となって活躍されているところでございます。そういった

北部の定住自立圏の一つとして婚活事業。そういった部分についても町としてできる部分で

全面的にバックアップしていきたいと考えているところであります。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋保育園主幹。 

○説明員（髙橋誠一保育園主幹） ２点ご質問いただきました。 

１点目の学童保育についてであります。この補助金の支出につきましては、当該年度に見

込まれる補助金と、それに基づいて当初予算を計上しておるわけですけれども、それぞれ運

営でありますとか、指導員の給与等も含めまして補助を交付しているところであります。 

減額になった要因といたしましては、当初見込んでおりました協議会での指導員の確保が
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計画よりも少なかったということで、それに合わせるような形で交付しておりますので、減

額ということになったところであります。合わせまして、国の施策の活用につきましては、

やはり交付を受けるための条件というものがございます。残念ながら現時点では、その条件

を満たしていないということでありましたので、こちらとしても合致するような形になれば、

そういった国の施策も有効に活用しながら支援していきたいと考えております。 

二つ目の保育委託料についてであります。この保育委託料の詳細につきましては、事業報

告書の５６ページ・５７ページに記載しております。いのこ保育園のみならず、鶴岡市・酒

田市等の保育園等にも委託料として支出しておるわけですが、当然入園されています園児の

増加もあるのですけれども、その委託料を算定する際、国でも保育士等の確保ということで

人件費、いわゆる補助金等の交付となりますが、委託料の積算にあたっての人件費の単価が

上がりましたので、それに合わせるような形で、委託料についても増額ということでの交付

となったところであります。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） １番 鈴木重行委員。 

○１ 番（鈴木重行委員） 私の方から４点ほど伺いたいと思います。事業報告書の方が分かり

やすいようですので、事業報告書から質問いたします。 

初めに９ページであります。下段の３番の町広報・町ホームページ有料広告掲載です。前

年度に比べましても大きく伸びているということであります。この広告の掲載にあたりまし

て、何か基準といったものがあるのかないのか。望んだものであればどんなものでも載せて

いただけるのか。確認のため質問したいと思います。 

続きまして１４ページ。電子情報化推進事業の中の町公式ホームページの保守業務の下段

に、平成２８年３月７日よりＣＭＳ方式による管理及び Facebook活用開始とあるわけですが、

このＣＭＳ方式について少し詳しく説明いただければと思います。 

三つ目に、２７ページ、入湯税の件でありますけれども、田田の利用者が増えているとい

うことであります。以前、近隣に同様施設ができたために、なかなか利用者を増やすのが難

しいという説明があったわけですが、平成２８年度においては、利用者も増えているようで

あります。この要因についてどのように捉えているのか教えていただきたいと思います。 

最後に７４ページであります。ごみ処理の委託料ということでありますけれども、排出量

は概ね減量しているように思いますけれども、この委託料に限っては１７％上がっています。

この算出根拠と言いますか、鶴岡市からの請求になるのかと思いますけれども、この数字の

出し方をもし分かればお聞きしたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 宮野企画調整課長。 

○説明員（宮野淳一企画調整課長） ２点ほどございました。広報を含めた町ホームページ等の

有料広告の基準と、電子情報化推進事業のＣＭＳの中身ということでございました。 

町ホームページ等有料広告の細部につきましては、ＣＭＳ含めてあとで菅原企画調整主査

の方から答弁させます。どんな広告でも良いというものではなくて、企業のＰＲは大丈夫な

わけですが、例えば、政治的、それから公序良俗に反するもの。それ以外の細部につきまし

て、菅原企画調整主査の方より答弁させます。 
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○委員長（町野昌弘委員） 菅原企画調整主査。 

○説明員（菅原 勲企画調整主査） 私の方から２点について、広報の広告料について、それか

ら、ＣＭＳ方式の件についてご答弁申し上げます。 

最初の広報三川の広告料についてでございます。こちらの方は規格として３種類用意をし

ております。第１種広告ということで、町広報の紙面の１／８ページサイズのもの。それを

町内企業に対しては 5,000円。町外企業に対しては１万円。それから２種、３種ということ

で、町の広報の１／４サイズ。縦バージョンと横バージョンがございますが、そちらについ

て町内事業所に対しましては 8,000円。町外事業所については１万 6,000円ということで広

告料の方を頂戴しているところでございます。なお、回数によって割引という条項も付けて

おりまして、６回から１０回掲載する場合は１０％、１２回から１７回掲載する場合は１５％、

１８回から２３回掲載する場合は２０％の割引をさせていただいているところでございます。 

続きまして、町ホームページの関係でＣＭＳ方式ということでお話がございました。こち

らの方につきましては、今までホームページの掲載につきましては、企画調整課の職員が各

課の担当職員から情報を収集したものを、専用ソフトを使ってアップしている形をとってお

りました。それをＣＭＳ方式ということで、各担当課が直接町のホームページの方にアップ

することができるようにシステムを改修したものでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 五十嵐町民課長。 

○説明員（五十嵐礼子町民課長）  入湯税の増要因に関するご質問でありました。 

委員おっしゃられますとおり、平成２８年度の入湯税におきましては、前年度と比べまし

て日帰り・宿泊とも増となり、合計で 6,630人の増となってございます。この要因でありま

すけれども、田田はみかわ振興公社の方が運営しているところで、そちらの経営努力の賜物

というふうに捉えております。 

○委員長（町野昌弘委員） 遠藤環境整備主幹。 

○説明員（遠藤淳士環境整備主幹） 事業報告書７４ページのごみ処理に関します、鶴岡市への

委託料の算出方法でございます。区分といたしまして、ごみの焼却、それから不燃ごみの中

間処理、さらにはし尿処理、そして最終処分場ということで、４区分に分けまして、それぞ

れに要する毎年度の必要経費を算出します。その総額をもとにして、三川町への委託料の請

求という経緯を辿るものでございます。 

それぞれの４項目の中に盛り込まれます経費といたしましては、それぞれの実質的な処分

料の他に、施設に関わります減価償却費、またその施設を解体処分する場合の解体経費。そ

して、特にごみ焼却場につきましては、起債事業として整備されたものでございますので、

毎年度の償還費等、いわゆるすべての品目にわたる経費をもとにした請求額ということにな

ります。したがいまして、その年度その年度で盛り込まれます数字につきましては、変動が

生じるというようなことから、単純にごみの増減ということに留まらないという算出状況に

なっているところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） １番 鈴木重行委員。 

○１ 番（鈴木重行委員） 詳しい説明をいただきましてありがとうございました。 
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ホームページについてでありますけれども、ふるさと応援寄附金等で全国の方々から寄附

をいただいているということで、最初に目につくのがホームページなので、これから整備も

していただいて、益々アクセスが増えるような内容にしていただければいいのかなと思うと

ころであります。 

先程の広告の件であります。町内事業者と町外事業者は倍くらいの差があるわけでござい

ますけれども、少し差を詰めると、ひょっとしたらそれを見た全国各地の方々からの広告の

依頼等もあるのかなということも考えられますので、少し検討していただければと思います。 

ごみ処理の件でありましたけれども、経費負担でごみの減量化ということで、町民一体と

なって携わるということだったわけですけれども、なかなか数字的にごみが減量になっても

負担が増えてしまうという事実はどうなのか。なかなか説得力が起きないわけでありますし、

その辺の工夫が必要と思うところであります。 

重ねてもう２点ほど質問させていただきたいと思います。 

同じく事業報告書の６ページであります。ストレスチェック受検というものがあるようで

ございますが、この検査の中身・目的。また、その結果についてどのようになっておったか

お聞きしたいと思います。 

もう１点、２１ページであります。中段に防犯灯整備工事請負費とありますけれども、中

には要望を出しているが、なかなか設置していただけないという町民の声もあるようでござ

います。１回ですべての要望は叶えられないものと思いますけれども、現在どのぐらいの要

望があって、どのぐらい対応をできているのかお聞きしたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） ２点の質問がございました。 

２点目の防犯灯につきましては、木村危機管理係長よりご説明申し上げます。 

１点目のストレスチェックでございます。これにつきましては、平成２６年に労働安全衛

生法が改正されまして、平成２７年１１月から５０人以上の事業所に対し義務付けられたも

のでございます。この措置を受けまして、本町においては平成２８年度１０月にこれを実施

しております。事業報告書の６ページの方に、そのストレスチェックの受検状況がございま

すけれども、対象者に対して受検をして、未受診者もおりますが、育児休業とか特別休暇を

取っている方がこれを実施していないわけでございますが、非常勤・臨時職員に対してもこ

れを実施しております。 

このストレスチェックにつきましては、基本的には労働者自らがメンタルヘルスの不調に

ならないように、気づきをしていただくためのチェックでございます。ですので、それぞれ

チェックリストがございまして、自分の今の状態がどの程度にあるのか、その項目を記載す

ることによって、ある程度の気づき、あるいはメンタルヘルスの不調への移行についての状

態が分かるものになっております。ただし、このストレスチェックの内容については、町が

委嘱しております産業医がそれをチェックいたしまして、その内容について、私どもについ

ては、担当の１名だけがそれを把握するのみでございます。いわゆる雇用者に対して、その

労働者が今どのような状況になっているかの通知はされないものでございます。先程気づき
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というふうにお話をいたしましたので、気づいた本人が産業医への相談、あるいは医療機関

への受診、そういったものに繋げていくためのチェックでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 木村危機管理係長。 

○説明員（木村 功危機管理係長） それでは、私の方から防犯灯の要望状況について回答させ

ていただきます。 

先日８月ですけれども、各町内会長宛てに対しまして要望がないか確認をしておるところ

でございます。その結果につきましては、８月下旬に回答をいただきまして、４灯の要望を

頂戴しておるところでございます。その他に、以前の段階で５灯の要望も受けておるところ

でして、今後東北電力の方から１０灯の寄附もいただけるということで、整備していきたい

と考えております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ４番 佐久間千佳委員。 

○４ 番（佐久間千佳委員） 私からはまず初めに、決算書５ページの町民税に関してでありま

す。 

個人町民税の収入未済額 220万円ほど計上されておりますが、この中身について、新たに

発生しているものであるのか、それとも継続しているものであるのか、現年課税分というこ

とですけれども、その中身についてお伺いしたいと思います。 

また、不納欠損額ということで２２万円ほど計上されておりますが、この理由です。死亡

であったのか、それとも督促をして５年以上経過してしまったのかなどの中身についてお伺

いしたいと思います。 

それに関しまして、１５ページの使用料及び手数料の中で、督促手数料ということで１７

万 5,000円ほど記載されております。この事案の中身について、件数または継続年数、どれ

だけの督促に関わっているのかというところをお聞きしたいということです。 

また、２０ページの商工費国庫補助金であります。東北観光復興対策交付金ということで

136 万円が記載されております。これについて少し中身の方、今後の見通し等、また使用制

限があるのかどうかというところも含めて説明いただきたいと思います。 

もう１点でございます。歳入の雑入の方で３９ページです。過年度多面的機能支払交付金

返還金ということで１５万 5,000円ほど記載されております。返還に至った理由などを含め

て説明をいただければと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 五十嵐町民課長。 

○説明員（五十嵐礼子町民課長） ２点のご質問がございました。 

まず、町民税の未済額、現年度分 226 万円の内容等でございます。これにつきましては、

これまで滞納があった方について、現年度分についても滞納が発生している状況。これまで

は滞納等なかったところですけれども、新たに生活等の逼迫等によりまして、滞納が発生し

ている事案等、様々ございます。多くは過年度分からの滞納者が多いというふうに捉えてい

るところでございます。 

次に不納欠損額、町民税２２万 2,372円でございます。これにつきましては、町県民税で

ありますけれども、時効消滅によりますところが一番多い部分となってございます。その中
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でも単に時効を迎えたということではなくて、様々な取り組みを行いながら、それでも生活

状況、資産状況等々を踏まえまして執行停止に入っているものがほとんどでございます。そ

ういった部分でありますけれども、内容を細かくはもってございませんが、まずは時効消滅。

その中でも執行停止中のものがほとんどというふうになっているところであります。 

１５ページの督促手数料でございます。督促手数料につきましては、納期限を２０日経過

しますと督促状が発せられます。それによりまして、100 円の督促料が発生するものでござ

いますけれども、各納税者が納付した際に、その 100円の督促料を付けて納付するという形

になってございます。ですので、現年度分の納付が遅れても入ってきますし、過年度分の納

付が入ってきた時点においても、督促料というものは入ってくるという形になってございま

す。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） 過年度分の多面的機能支払交付金返還金についてのご質問

ですが、これについては、全体計画の中で東郷地区一部計画が除外になった面積がございま

す。その分にかかる交付金が減額になっているものでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 宮野企画調整課長。 

○説明員（宮野淳一企画調整課長） ２０ページの東北観光復興対策交付金の関係でございます。

こちらの方につきましては、風評被害ということで、これは東日本大震災、そういった部分

を払拭して、訪日の外国人旅行者の増加をさせるというようなことで、東北地方にその影響

を、好影響を与えるということで、国の方で国庫補助金というような形で交付するものでご

ざいます。 

平成２８年度につきましては、三川町のいろり火の里の Wi-Fi 環境の整備ということで、

なの花ホール、田田の宿、それから温泉の方を中心として、Wi-Fi 環境の整備を図って、国

の方から８／１０ということで、補助をいただいて整備を行っているところでございます。

今年度の部分については、予算を計上しておりませんし、今後こういった部分について引き

続き県の方で一括して国の方に申請しておりますけれども、次にまた同じような形でなるの

かは現時点でははっきりしないところでございます。平成２８年度については、観光客の誘

客ということで、Wi-Fi環境を整備したところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ４番 佐久間千佳委員。 

○４ 番（佐久間千佳委員） まず初めに、先程の不納欠損のご説明の中で、時効消滅というと

ころで計上しているという話でした。確認なんですが、５年に１回の督促状にて、この滞納

分を収納するように促しているのか、それをしないで時効消滅になっているのか。その辺の

手続きの中身を少し説明いただきたいです。この収入未済の件ですが、やはり十分な検討が

必要だと思われますが、内部ではどういった検討をされているのか、今後の見通し等を含め

て説明いただきたいと思います。 

続きまして、５０ページの総務費の中で、山形県自治体ＩＣＴ推進協議会負担金というふ

うに計上されております。この協議会の中身と、回数等含めて、その効果、またいつまで続

くのかというところまで含めて説明いただきたいと思います。 
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続きまして、５１ページの電子計算費の中の電算処理業務委託料ということで、予算より

800 万円ほどアップしておるという状況だと思われます。この大幅に増額になっている理由

と、全体的には 500万円ほど不用額が計上されているということで、この中身について説明

をお願いしたいと思います。 

先程、同僚委員の質問にもありましたが、６３ページの民生費の中の三川町灯油購入費助

成事業について私なりに少しお聞きしたいことがあります。県の１／２の助成がある、補助

があるというお話でした。それを受けて三川町でも計上するということで、すべて県に一任

するような状況で、県がやらなくなれば三川町でもやらなくなるのかどうかという今後の見

通しを説明いただきたいと思います。 

７７ページの環境保全費の中で地球温暖化防止推進事業ということで計上されておりま

す。この効果は検証されているのかどうか。今後の見通し等を含めて説明をお願いしたいと

思います。 

この地球温暖化防止推進事業に関しましては、中身を見ますと、ゴーヤ等のグリーンカー

テンをしているという話でしたが、やはり真のエコと言いますか、それに繋がるのはグリー

ンカーテンとして環境保全をアピールするというのも一つの手だと思いますが、実際にこの

建物の中の温度をいかに冷やすかということが大事だと思います。例えば、遮光ネットを使

用するであるとか、防虫ネットの使用などして、風通しや光の当たらないようにするという

ところが一番重要ではないかと思います。ゴーヤのカーテンは大事ですが、一番暑いときを

過ぎてから大きくなってくるような感覚もありますので、その辺をどう捉えているのかとい

うところを、説明いただきたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 五十嵐町民課長。 

○説明員（五十嵐礼子町民課長）  未収金に関するご質問でありますけれども、まず督促状を発

送した後には、納税係におきまして、電話もしくは訪問をさせていただくということになっ

てございます。場合によっては、本人と折衝の上、１期毎の納入が難しいということであれ

ば、分納というような相談等も行っているところです。それでも様々な事情によりまして納

入ができない場合ですけれども、年に２回催告状を発することとしております。年２回の催

告状ということで、本人の方に送付をさせていただいているところです。 

また、時効についてですけれども、単にそのまま時効という形ではございません。差し押

さえ等、また分納制約をすることによって、その時効の中断がされることから、そういった

手法によりまして、出来る限り単に５年を迎えるといったようなことのないように、納税係

の方では対応をしているということでございます。 

次に、内部の検討ということでございました。この滞納者の対応につきましては、町にお

きまして、滞納者滞納整理検討会というものを組織しまして検討をしているところです。実

際は年２回になりますが、滞納者について１件、１件どのような対応をしたらいいか、どの

ような状況にあるか、財産の状況と、生活の状況を事細かく情報を、その検討委員会の中で

開示しまして対応方法について検討しているものであります。そういった部分で検討した結

果をさらに滞納者への対応というふうに結びつけているところであります。 
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また、県との滞納事案検討会というものもございまして、こちら庄内総合支庁の課税課と

の連携事業でございます。大変困難な事案について、こちらも内容等を示しまして、対応方

法について１件、１件このようにした方がいい、このケースについてはもう少し違った対応

でといったようなアドバイス等もいただきながら、それをまた実際の収納業務に生かしてい

るといった状況にございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 宮野企画調整課長。 

○説明員（宮野淳一企画調整課長） ２点ほどご質問がありました。山形県自治体ＩＣＴ推進協

議会負担金の内容等。それともう一つ、電子情報化推進事業でございました。電子情報化推

進事業につきましては、菅原企画調整主査の方よりご答弁いたさせます。 

最初に、山形県自治体ＩＣＴ推進協議会の部分でございますけれども、この協議会につき

ましては、県下の全市町村が入って、県と各市町村が加入して電子申請導入等、そういった

部分の利便性の向上と効率的な運営、ＩＴ産業の振興・復興を図るというようなことで設立

になったところでございます。 

県、それから県内の全市町村が加入いたしまして、現在は情報セキュリティーということ

で、この１０月から本格運用されます国、それから県内各市町村、それと県との連携が始ま

ります。そういった部分で、平成２８年度以上に情報セキュリティーの部分も入ってきます

ので、連携が引き続きこれ以上に必要になるものということで考えているところでございま

す。 

新たな情報セキュリティーのシステムの本格運用に向けたシステムの運用の厳格化に向

けて、県内で調整を図るということで、会議が年数回開かれているところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原企画調整主査。 

○説明員（菅原 勲企画調整主査） それでは、私の方から２点についてご答弁申し上げます。 

初めに電子計算費の事業費が増加しているという理由でございますが、大きな要因として

二つ挙げられるかと思います。 

一つは、情報セキュリティーの強化に伴うものでございます。 

二つ目としては、マイナンバー制度のシステム改修に伴うものでございます。 

まず一つ目の、情報セキュリティーにつきましては、今年度５月２８日から情報セキュリ

ティーの関係で、県のセキュリティークラウドに接続する関係で、インターネットとＬＧＷ

ＡＮ回線が分離をすることになりました。その関係に伴いまして、庁舎内の Wi-Fi環境の整

備や、パソコン・プリンターの整備、それから各システムを起動させる際のパスワード、指

紋認証等の整備を進めたことに伴いまして、費用が増額したことになります。 

マイナンバー制度につきましては、今年の１０月から本格稼働になるということで、それ

に向けてシステム改修を行っている関係上、事業費が増額となっております。 

また、委託料について約 500万円不要額が発生しているということでございます。こちら

については、当初国・県の方で、平成２８年度中に改修を行うということで、補助金の方を

交付するので、事業費を計上してくださいというふうにいったものが、事業の進捗の遅れで、

事業自体が今年度の方にずれ込むというような通知文があったことに伴いまして、不用額が
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発生したものでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 灯油購入費の助成事業について、県の事業と関わらず町で

考える必要性についてのご質問でございました。先程も申し上げましたように、社会福祉協

議会では毎年歳末たすけあい募金を活用して、生活が少し苦しいとか、灯油代があれば助か

るというような方々を対象に、冬を暖かく過ごしていただくという名目で灯油代をお渡しし

ているところであります。 

町の方で灯油購入費助成につきまして、今までは県の動向を見まして、当初予算には盛ら

ず、１２月の議会で補正を組んで事業を実施してきたところでございますけれども、県に関

わらず町の方でするというところにつきましては、例えば、社会福祉協議会で歳末たすけあ

いの募金をどのようなものに使わせていただくかというところとの調整も必要かと思ってい

るところであります。ですので、これからの検討課題かなと思っております。 

○委員長（町野昌弘委員） 遠藤環境整備主幹。 

○説明員（遠藤淳士環境整備主幹） 決算書７７ページ。説明にあたりましては事業報告書の７

１ページを参考にいたしまして、説明させていただきたいと存じます。 

ご質問がありました、地球温暖化防止推進事業につきましては、文字通り地球規模の事業

ということでございます。三川町といたしまして些かなりとも、この防止推進に寄与したい

というような考え方から、種々の事業を展開しているというところでございます。 

ご指摘頂きましたゴーヤの栽培等につきましては、結実いたしましたゴーヤについては、

来庁いたしました町民の方々に無償で配布するというようなことで、この地球温暖化に関し

ます啓蒙啓発事業の一助をしているというところでございます。いくらかでも実の結ぶ事業

というようなことから、ゴーヤの栽培を展開しているところでございます。今後も継続して

まいりたいというふうに考えておるところでございます。 

また、ご提案いただきました遮光ネットにつきましては、近年役場庁舎について、いくら

か配置していただいているというような状況もございまして、今後のさらなる展開に期待し

ているところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ６番 芳賀修一委員。 

○６ 番（芳賀修一委員） 私から３点ほど質問したいと思います。 

第１点目ですが、決算書１４ページの農村環境改善センター使用料 131万 1,660円の収入

ということで、利用料金ですが、予算から見ますと、予算は７８万円ということでだいぶ利

用率が高くなっているというふうに思います。今後の多目的ホールの使用の件も若干絡みま

して、使用者の主目的はどのような格好になっているのか。増えた要因というのはどのよう

になっているのかをお願いいたします。 

それから第２点目ですが、４６ページの上の方で備考にありますが、山形県市町村職員研

修協議会負担金２３万円とありますが、事業報告書の中に、これたぶん研修との関係がある

のだと思いましたが、各種職員の研修内容が書いてありまして、その中にファシリテーター

養成講座というのがあって１名研修を受けておられるようですけれども、この研修を受けた
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所属といいましょうか、どのような所属の方で、その後の活動はどのように生かされている

のかをお伺いしたいと思います。 

それから、３点目ですが、決算書６６ページの一番下段になりますが、心身障害者福祉タ

クシー利用扶助費２４万 6,960円とありますが、予算５２万円ということで、確か事業報告

書の中の４８ページの一番下段の方に、心身障害者福祉タクシー扶助費支給事業ということ

で、交付枚数が 1,604枚、利用枚数が 392枚、利用率 24.4％とあります。非常に利用率が低

いのですが、その要因についてどのように検討なされているのかをお伺いしたいと思います。

以上３点です。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋農村環境改善センター所長。 

○説明員（髙橋誠一農村環境改善センター所長） 農村環境改善センター使用料の内容について

のご質問でありました。それぞれ多目的ホールに限らず、使用料の徴収については、研修室

であったり、他の会議室等についても、条例に基づいて徴収・納付いただいているところで

あります。 

当初に対して、それ以上の使用料の納付をいただいたわけでありますけれども、実は昨年

度もやはり今年度と同じような金額 130万円ほど納付になっております。ただ、この前の年

とかになりますと、100 万円を切る年も続いたりしております。と言いますのは、基本的に

その使用にあたりましては、農村環境改善センター、施設の名称の通り農業者・農業団体と、

または公民館ということでの社会教育、社会関係団体等については無料でありますが、それ

以外の団体と、特に使用料に影響を与えますのは、営業等ということで、基本料金の３倍の

使用料をいただくことになっております。 

そういった営業目的の使用料、特にホールを使用いただきますと、また冷暖房も加算され

るということもございますので、そういった営利を目的とした団体が、その当該年に使用の

あった年度は、またそれが複数回にわたってご利用いただきますと、農村環境改善センター

の使用料が、その年度だけ突出して上がるという年度もございます。２８年度におきまして

は、昨年度同様、加工食品販売とか、電化製品の紹介といったようなものも中にはあったか

と思いますけれども、そういったものがありますと、２８年度決算のように収入として多く

の使用料が歳入として見られたという状況にございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 事業報告書５ページの職員の研修に関するファシリテーター養

成講座の受講に関する質問でございました。申し訳ございません。手元に受講者名等の詳細

な資料がございませんので、後程ご答弁申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 身体障害者手帳をお持ちの方で、下肢、足の障害だったり、

目の障害だったり、そういうなかなか外に出るということが困難な障害をお持ちの方。その

１級から４級までの手帳をお持ちの方に、この心身障害者福祉タクシーの利用券を交付して

おります。１ヶ月４枚までということで、年間を通せば４８枚が届くわけでございますけれ

ども、この申請につきましては、随時民生委員を通してだったり、新しく手帳を交付になっ
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た方で、その対象になる方につきましては、お話をさせていただきながら、申請をいただく

という場合もございます。 

毎年度この利用券は交付しているわけですけれども、年度が始まる前、通常２月頃の２月

の定例民生児童委員協議会で、民生委員に申請書をお渡ししまして、必要な方について取り

まとめをしていただいて、健康福祉課に寄せていただき、４月からすぐ利用できるように、

３月の時点で民生委員を通じて配布をしているという事業でございます。 

このタクシーの利用実績というのが、交付枚数に対して低いというのは前からご指摘いた

だいているところであります。町としての目的というところが、障害をお持ちで外出が困難

であっても積極的に外に出ていただきたい、また、生活圏の拡大というようなところも目指

しているところであります。ですので、必要な人には使っていただきたい。ただ、この実績

が低いというようなところにつきましては、もしかしたら使うかもしれないというようなと

ころで、申請を出されるという方もいらっしゃると思うのですけれども、ただ、この１年間

必ず使いませんというわけではないものですから、まず申請があれば、利用券を交付してい

るという状況であります。 

これからも手帳交付時だとか、この周知については、例えば年度の初めだけでなく、必要

なときにいつでも申請していただいていいですというような周知の仕方については、これか

らも努めていきたいと考えております。 

○委員長（町野昌弘委員） ６番 芳賀修一委員。 

○６ 番（芳賀修一委員） 農村環境改善センターの利用について、ただいまは利用料金を徴収

するということでは、営業用の使用が多いというふうに伺いました。それ以外ももちろん、

町民が研修等で使う場合には無料だということになりますが、使用の傾向といいましょうか、

三川町が、なの花ホールの使用もそうですけれども、鶴岡市・酒田市の中間だという意味で

の、いろんな営業的な展示会等が三川町で開催される傾向があるようなので、そういう意味

では町民の使用よりは、むしろ外部の使用の多い傾向になっているのかなという感じも受け

るのですけれども、町内・町外のデータがあれば一番いいのですが、そういう意味の傾向に

ついてお伺いしたいと思います。 

それから、先程のファシリテーター養成講座の件は、データが今ないということですが、

これ年１人というふうに決めておられるのかどうか。もしもですが、毎年１人ずつ受けてい

るとすれば、今まで受講なされた職員がどれくらいいるのか。それを、どのように生かされ

ているのか、もし分かればお願いしたいと思います。 

それから、タクシーの利用券の話でありますが、実は利用して利用券を持っている方から

非常に使いづらいというふうな話がありました。月４枚の制限というのも一つの課題である

と思います。あと、これ基本料金をタクシー利用券で補助するということで、これオーバー

した分は自己負担になるわけですよね。 

例えば、鶴岡市の病院に行きたいといったときには、どういうふうにするかと言いますと、

最初にデマンドタクシーを頼みます。300円で三川町の境までは行けます。それ以降タクシー

券で、初動の 610円で鶴岡市に入りましたと。結果的には自己負担が片道で 2,000円くらい
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発生すると言っておりました。鶴岡市の協立病院と言っておりましたけれども、そのような

自己負担なしでいいということにはなりませんけれども、そういう格好の、要するにタクシー

券の実態であると把握しました。月４回の制限もそうですし、何かもう少し使い勝手のいい

工面はないのかなと。その辺、利用する方の意見を聞きまして、何とか検討するべきではな

いかと思います。その方向性についてお伺いいたします。 

○委員長（町野昌弘委員） 暫時休憩します。             （午前１１時５２分） 

○委員長（町野昌弘委員） 本日午後から委員長に欠席の通告がありましたのは、８番 成田光

雄委員であります。 

○委員長（町野昌弘委員） 再開します。               （午後 １時００分） 

○委員長（町野昌弘委員） 引き続き審査を続行します。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋農村環境改善センター所長。 

○説明員（髙橋誠一農村環境改善センター所長） ご質問にありました農村環境改善センター、

その町内外の広域的な集会等の割合というようなご質問であったかと思います。その内容に

つきましては、事業報告書の９１ページになりますけれども、先程質問でお答えしましたと

おり、農村環境改善センターの使用にあたって、町内の農業、また社会教育関係団体等につ

いては無料というお答えをさせていただきました。 

そういった点も踏まえますと、事業報告書のページに記載なっております使用料について

は、概ね町外の団体ということになろうかと思います。必ずしも数字がイコールになるわけ

ではございませんが、概ねこの 295件に近いような、全体の件数からしますと２割ぐらいは

町外からの利用というふうに認識しております。委員のご質問にありましたとおり、本町の

地の利と言いますか、中心的な位置にある関係上、その使用料を納めていただいている団体

の名称につきましては、その最初の文字に、例えば山形県とか庄内とかという、名称が入っ

た団体が多くありますので、やはり広域的にその地理的な条件のもと、農村環境改善センター

に集まって集会・研修会等を開催していただいているものと思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 事業報告書５ページのファシリテーター養成講座の質問でござ

いました。この講座につきましては、職員研修の中で、県職員と市町村職員を対象としてお

りまして、市町村職員の枠が１０名という形になっております。過去２２年度からこの講座

が設定されておりますが、昨年度２８年度につきましては、企画調整課の職員が１名、２５

年度については、総務課の職員１名が受講しております。養成研修、能力開発型の専門研修

については、その時々に応じて、研修内容を見直しながら実施されているものでございます。 

特にこのファシリテーターは舵取り役というふうに和訳されるようですけれども、この研

修については、中堅職員以上でファシリテーション能力の向上を求める職員ということで、

希望がある場合について、町からこの申し込みをし、定員が１０名でございますので、多い

場合については、町村会の研修所の事務局の方で、他の受講状況を見ながら調整をして、受

講をしております。なお、この４ページの方にある、係長職員（Ⅱ）部研修を３名受講して

おりますけれども、この講座の中でも、これも２２年度からでございますけれども、講義の
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一コマとして、ファシリテーション能力の検証のための講義を行っておりますので、この講

座を受講した係長以上の職員については、同じような形での実務体験、経験をしておるとこ

ろでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 心身障害者福祉タクシー扶助費の金額の増額というご質問

でございましたけれども、三川町では初乗り料金 630円の利用券を月４枚まで交付している

わけでございます。多く把握しているわけではないのですけれども、500 円のタクシー券を

36枚交付しているというところもあると聞いております。ですので、三川町は決して助成額

が低いというところで受け止めてないところであります。 

また、この事業の目的というところでありますけれども、経済的な支援というところより

も、外出支援と生活圏の拡大というところであります。このタクシー券を利用して初乗り料

金をどのように受け止めているかというのは、その方が出かける距離にもよるところが大き

いとは思いますけれども、このタクシー券を利用することで、出かけるきっかけ作りをして

いただきたいという目的でありますので、町としてはそのように考えております。 

また、協定を結んでいるタクシー会社も今は７社になっております。そういう面で使いや

すさというところについては、今までもやってきたというところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ２番 志田德久委員。 

○２ 番（志田德久委員） 私から事業報告書の方から質問させていただきます。 

初めに１１ページの物品売払収入でありますが、車等を売った場合、収入として入ってお

りますけれども、町からこういう車が出た場合、この額ですので入札かどうか分かりません

けれども、どういう方法を取っているのか。もし、ゼロ円の場合はどうなるのか伺いたいと

思います。 

続きまして、２１ページの防犯灯の件であります。防犯灯は原則的に、町としては集落と

集落等を結ぶところを町で持って、集落の中は各町内会負担ということで理解しております。

この（１）の１９灯の修繕、そして（２）の、これ町の基本から言えば、町内会の名前は書

いてありますけれども、おそらく区間だと思います。例えば、土橋・横山間とか、横川・三

本木間とか、こういうことがありますので、区間なのか、それとも町内会の中に新たに設け

たのか。とすると、町の基本は違うのではないかと思われます。 

そして、（３）の防犯灯のこれはすべてＬＥＤなのか伺いたいと思います。 

続きまして７１ページのアメシロのことであります。アメシロの第１化期には１５町内会

で実施して、第２化期は５町内会に留まっております。その要因ですけれども、１回目は薬

剤が無料で、２回目は薬剤が各町内会で備えているというようなことはないのか。すべて２

回目も無料で薬剤を配布しているのにこの実績なのか伺います。 

続きまして７２ページの斎場の件ですけれども、本人負担が１万 5,000円で、その分各斎

場の料金の分、差額を町で補助しているということですけれども、今まで酒田市が最低とい

うことで、今回同じ料金の遊佐町は出てきましたが、最近はセレモニーの関係で、近くの斎

場を使うという例が増えてきております。この遊佐町の場合、そういう斎場の関係なのか。
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あるいは、斎場が空いてなくて遊佐町にお世話になったのか伺いたいと思います。 

続きまして、７４ページの収集運搬業務でありますが、これ町の分は２台の収集車がある

わけでございますけれども、これ２台分すべて、例えばすべて入札でこの方が請け負ってい

るのか。そして、運搬の際はこの請け負った業者が１人でも良いのか、２人でも良いのか。

それは業者次第なのか、あるいは町で指導しているのか伺います。 

そして７５ページには２８年度で 600万円近くで収集車を購入しているわけですけれども、

年度末３月２７日、この日は月曜日であります。年度末３１日までの火曜日から金曜日まで、

この新車で収集したのか、あるいは従来の車で収集したのか。もしこの時点で、年度末で時

期がずれるかもしれませんが、先程私１１ページで質問した、もう１台新車売れていますの

で、前の車は本来なら物品売払収入に入るべきではなかったのかと思いますが、その点伺い

ます。 

○委員長（町野昌弘委員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） ２点の質問ございました。最初に事業報告書１１ページの物品

売払の件でございます。基本的には、その売り払いをする場合について、過去には下取りで

出した時期もあったようでございますけれども、基本的に今は金属価格が高くなっているこ

ともございまして、まずはスクラップ、あるいは車として売れるかどうかの判定をいたしま

す。車としてまだ使えるものであれば、いわゆる中古車業者の方に依頼をいたしまして見積

合せを実施して、売り払いをしているところでございます。ゼロ円の場合はどうなるのかと

いう質問は、今一つ理解できなかったのですが、売り払いになりませんので、その場合はこ

こに記載されないという形もあろうかと思います。 

２点目の２１ページの防犯灯に関してでございますけれども、先程委員が質問ありました

とおり、基本的には電気代、あるは修繕費については、集落内については町内会、集落間に

ついては町が負担をするという原則で実施をしております。そういった関係で、先程他の委

員からも質問ありましたけれども、防犯灯の要望の際に町内会の中に建てる場合は、それを

新設は町がいたします。その後、電気料、維持経費については町内会で負担することになる

ものですから、それを良しとして工事を行うという形になります。ですので、ここに記載さ

れている整備工事につきましては、町が新たに設置をしたものでございます。 

修繕につきましては、当然のように（１）の方は町が負担している分でございますので、

集落間のものになります。 

３点目の防犯灯の灯具更新費の補助金につきましては、すべてＬＥＤでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 遠藤環境整備主幹。 

○説明員（遠藤淳士環境整備主幹） まず１点目のアメシロ防除実施につきましての、各町内会

での経費負担というご質問でございましたが、基本的にアメシロ防除に関わります経費負担

については、すべて公費で実施しているというところでございます。おそらくは、質問の主

旨としまして、もう一つのヒトスジシマカの共同防除の粉剤の購入につきましては、一部町

内会の負担をお願いしているところでございます。なお、１化期・２化期につきましては、

一般的にはアメシロにつきましては、年２回の孵化の時期が想定されているということから、
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多くの町内会は１化期の前期の段階で殺虫剤を防除実施していただくということから、例年

２化期につきましては少ないというような状況がございます。 

続いて、二つ目のごみ収集車の運営状況、事業展開状況につきましては、後程担当の丸山

課長補佐より答弁させていただきたいと思います。 

３点目の、昨年度末に購入いたしましたごみ収集車に関します、その払下げ等々について

のご質問でございました。この契約金額につきましては、以前に使用しておりましたごみ収

集車の下取り価格を差し引いた後の契約ということで、俗に言いますと、下取り車込みでの

売買契約という形になっておりました。この結果の数字ということでご理解いただきたいと

思います。なお、納入日以降、年度末ではございますが、新しい収集車でのごみ収集活動を

行っている状況であります。 

○委員長（町野昌弘委員） 丸山建設環境課長補佐。 

○説明員（丸山誠司建設環境課長補佐） ごみ収集パッカー車の業務委託における、パッカー車

の運営につきましては、４名体制で２台を運営しているという形になっております。以上で

す。 

○委員長（町野昌弘委員） 五十嵐町民課長。 

○説明員（五十嵐礼子町民課長）  事業報告書７２ページの埋火葬費、斎場等使用料補助金にか

かる遊佐町斎場の使用につきましては、本多住民主査より説明申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 本多住民主査。 

○説明員（本多由紀住民主査） それでは私の方から、７２ページの斎場等使用料補助金につい

てご説明申し上げます。 

遊佐町の斎場を利用した方につきましては、葬祭場を利用した、セレモニー等を利用した

というよりも、元々が遊佐町の出身だったということで、遊佐町の方で葬儀を行いたいとい

うことでしたので、そちらの方の斎場を使った方になります。 

町の方と委託契約を結んでいない関係から、一旦使用料につきましては、全額お支払いた

だきまして、その後、領収書を持って補助金の支出を行ったところであります。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ２番 志田德久委員。 

○２ 番（志田德久委員） パッカー車の委託でありますが、これは入札で行っているのか。だ

とすれば、何年契約で行っているのか伺いたいと思います。 

先程のパッカー車の購入ですけれども、下取り価格があったから 600万円近くで済んだよ

うな答弁ですけれども、この場合の解釈が私分からないのですが、下取りは収入に入らない

ということでよろしいのでしょうか。売り払いにも出ておりませんので、下取りを引いた額

で購入した場合は、それで載せる。下取りは収入にならないのか伺います。 

○委員長（町野昌弘委員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 契約の要件といたしまして、購入の際に、その下取り価格を含

めて契約をする形が今回のパッカー車の購入でございます。 

この下取りにつきましては、過去の例を見ますと、お金を払って有償で下取りをしてもら

う場合と、逆にその分を購入価格から差し引いてその差額分を払うというような形態二つあ
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るように見ております。その際に、この売り払い収支として出さないのかと言われれば、町

の総計予算主義になっておりますので、総計予算主義の原則からいけば、お金が原資的に入

れば、それを会計の中に入れるというふうにしておりますが、実質的に先程説明ありました

とおり、契約の中でそれを行っていますので、現実にはお金が入ってきておりませんので、

そういった収入として見ていないということであります。 

○委員長（町野昌弘委員） 遠藤環境整備主幹。 

○説明員（遠藤淳士環境整備主幹） 先程の答弁漏れというようなことになろうかと思いますが、

ごみ収集の運搬契約につきましては、一度幅広く公募をいたしまして、この収集にあたる業

務を担っていただく方を募集かけているところでございますけれども、実質的には１名の申

し出のみというようなことから、随意契約によりまして、３年間の長期契約というような形

で、現在委託契約を結んでおるというところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ３番 佐藤栄市委員。 

○３ 番（佐藤栄市委員） 事業報告書で質問させていただきます。 

最初に１２ページ、定住自立圏構想、庄内南部・北部があります。その報告の中で、改定

というのがどちらも出てきますので、その内容を最初に教えていただきたいと思います。 

それから１５ページ、空き家対策事業の空き家バンク制度について伺います。空き家バン

クに関しては、私たちも研修をして、町に提言もしたりしてきたことで、町がスムーズに対

応してくれたという印象があるのですけれども、この報告を見ますと、私たちはもう少し反

応があって、優良空き家の解消に繋がるのではないかというような見方をしておりました。

これで止まっているということをどのように捉えているのか、伺いたいというふうに思いま

す。 

それから２２ページ、固定資産の現況調査。平成２８年度書いてあるとおり、小尺から成

田新田町内会まで行われたはずです。それで、更正処理件数も出ております。その結果につ

いて平たく言うと、町に現況をはっきりさせたということで、町への町税が増えたのかどう

か。どういう状況だったのかお知らせ願います。 

それから２７ページ、最初にたばこ税をお伺いいたします。 

たばこ税は前年より 200万円ほど落ちているようです。毎年上がっていたたばこ税ですけ

れども、２７年から２８年に関しては落ちてきていると。電子たばこなるものが出てきて、

それによって税金が国の方にも入らなくなるという心配がされているようです。新しい税金

も考えられているという話がありますが、これについての情報と、町のこれからの見通し等

をお伺いしたい。 

それから同じページで、町税の収納状況が出ています。収納率は金額とも、町・職員が頑

張ってくれたのが数字として出ているなというふうに捉えております。特に、滞納繰越分の

収納率としましては、以前になく上がっているなという印象を受けました。それに関して、

どのようなやり方をしたのかというのを一つお伺いしたいというふうに思います。 

それから４６ページ、生活支援事業について伺います。先程も質問がありましたけれども、

寝具等はそれなりに毎年使われておりますけれども、訪問理美容サービス、この事業に関し
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てはずっと必要だという思いで、毎回気にして見ている項目ですけれども、近年ないので、

それの考え方は先程伺いましたが、愛の福祉電話事業もゼロになっております。以前は１０

件近くあったと思っているのですけれども、これもやはり必要な制度だという捉え方をして

おりますが、どのような状況でなくなったのかお伺いします。その後の緊急通報システム事

業は増えております。これへの移行なのかどうか、その辺の見解をお伺いしたいと思います。 

次に７０ページ、体組成測定ということで、健さんのからだつうしんぼ週間１２回で 643

人が出ております。簡単に言うと１回に５０人少しの計算になるようです。２７年度の９月

から始まった事業ですけれども、１回の割合というのが増えているようです。こういう形の

中で、健康について意識するためのきっかけになるいい事業だと思っておりますので、643

人というのをどう捉えているのか。 

それからマイチャレポイント達成者も出ております。今後の推移というのはどんどん増え

ているのかどうか、ここも伺いたいと思います。 

それから国保人間ドック結果相談会１６回で 235人出ております。これは、国保を受けた

人の全員なのか。どのくらいの割合なのか、お知らせ願いたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 宮野企画調整課長。 

○説明員（宮野淳一企画調整課長） ２点ご質問ございました。 

最初に１２ページの定住自立圏の改定の内容等でございました。庄内南部定住自立圏の改

定の部分につきましては、今年の３月議会の方で承認いただきましたけれども、鶴岡市の方

で所有しております特別介護施設、そちらの方を新たに鶴岡市の方で場所等を含めて、新た

な施設として運用していくということで、その部分を追加。 

北部の方につきましては、庄内町におけます病児・病後児保育施設を新たに庄内町の施設

で運用するということで、その部分を新たな認定ということで、北部の方でも実施すること

になったものでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 五十嵐町民課長。 

○説明員（五十嵐礼子町民課長）  ３点のご質問がございました。 

１点目の固定資産税の現況調査の結果につきましては、鈴木税務主査よりご説明申し上げ

ます。 

２点目のたばこ税の減でございますが、近年たばこ税につきましては、減少の傾向にござ

います。本数も出ておりますけれども、２８年度にありましては本数が 2.5％の減。また、

２７年度は２６年度と比べて-2.3％というふうになってございます。そして、調定額でござ

いますけれども、平成２８年度が２７年度と比べまして-2.8％。また、２７年度が２６年度

と比べまして-2.2％というふうに、だんだん減少傾向というふうに見ております。 

質問にありました新たな課税というふうなお話でありましたが、そういった情報は現在

入っていないところでございます。 

続きまして、町税の収納率。特に滞納繰越分にかかる増というところでございますけれど

も、まず昨年度は納税係、これまでも同様ですけれども、精力的に滞納整理に取り組んでい

ただいたところでございます。 
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まず１点でございますが、昨年度も大きく不納欠損が出ております。そういったところか

ら、滞納繰越分にかかる調定額そのものが下がったというのが実際でございます。また、現

年度滞納繰越分とも鋭意徴収に取り組んでいるところから、全体の調定額も低く抑えられた

というところがございます。それに加えまして、納税係が精力的に取り組んだ。また、町の

滞納整理検討会。先程も説明しましたが、県、庄内総合支庁との事案検討会。そういった部

分での検討結果による取り組み。そういったものを、調査を行いまして、その調査の裏付け

によります滞納者との折衝を粘り強く行ったことによりまして、滞納者本人への促しもそう

ですけれども、本人からの理解も得られたということで、大口の納付が数件ございました。

そういった部分で、昨年度の滞納繰越分の収納率が大幅に増というふうになったところでご

ざいます。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木税務主査。 

○説明員（鈴木 亨税務主査） それでは私から、平成２８年度の固定資産の現況調査の結果に

ついてご報告をさせていただきます。まず、家屋についてでございます。家屋については登

記手続きが正規になされていない、もしくは当方への連絡がないといった形で、新増築の部

分で３８万 1,000円ほど免税額として課税対象の漏れが分かりました。 

一方で、滅失していたにも関わらず、その旨が正規に課税台帳に反映されていないという

ものが税額にして４万 9,000円ほど見つかりまして、トータルといたしまして、３３万 2,000

円ほどの全税額の増は見込まれたところです。 

また、土地についても同じように、現況と使われ方が合っていないところがありまして、

一部で畑として登録されていたものが、実際は宅地として利用されていたというところがあ

りました。そういうところについて、ご本人さまにも説明していただいて、今年度から新た

に正しい形で課税をさせていただいているところございます。こちらにつきましては、年税

額で１８万 2,000円ほどの税収増を見込んでいるところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） ４点のご質問がございました。 

一つが、生活支援事業における訪問理美容サービスの事業について。そして、体組成測定

の健さんのからだつうしんぼ週間の利用の状況について。健康マイチャレのポイント達成者

が増えていることについての今後の見通しについて。国保人間ドック結果相談会の受けてい

る割合についてのご質問でありました。 

からだつうしんぼの状況におきましてと、健康マイチャレのポイントが増えているという

ところにつきましてと、国保人間ドックの相談会を受けている方の割合につきましては、佐

藤健康主査から答弁いたさせます。 

それでは、第１点の訪問理美容サービスのことにつきましてご答弁申し上げます。ここ３

年ほど実際利用するという方がいらっしゃらないわけですけれども、今後利用したいという

方が出てきたときに、速やかに利用できるように、この事業については残していきたいと思っ

ているところであります。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤健康主査。 
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○説明員（佐藤 潮健康主査） それでは、私の方から体組成測定についてご説明申し上げます。 

体組成測定につきましては、昨年度年間通じて１２回、第１周目に役場の方に設置しまし

て、約６０名前後の利用があり、大変好評を得ているところであります。個人指導もセット

で行っているということでは、モチベーションを持って、各々の方々が健康管理に役立てて

いただいているところであります。また、マイチャレのポイントということで来庁者の方に

は１０ポイントということでお付けしております。そんなこともマイチャレの事業と並行し

て展開しているところです。 

マイチャレにつきましては、達成者の方も増えております。昨年度のところからしますと、

サロンのポイント、また介護予防の分野でのポイントなども充実させてきましたし、少しず

つ認知もされているところで、達成者もこれから増加していくという見込みをもっておりま

す。 

３点目の国保人間ドックにつきましては、国保の人間ドックを受診してくださっている

方々が 630名ほど昨年おりました。その方々の健康管理センターで行われている方々の結果

の方について、健康相談ということで相談会を１６回実施したところです。また、昨年は医

療機関の方の直接結果が郵送されている方々にも、健康相談も差し上げたいということで、

昨年に通知もご案内を差し上げたところ、約６名の方々が一緒に相談会に来ていただいてお

ります。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 大変失礼いたしました。先程の愛の福祉電話と緊急通報シ

ステム事業のことについてのご質問がありましたので、ここで答弁をさせていただきます。 

以前は愛の福祉電話ということで、一人暮らし高齢者の方とかが急に具合が悪くなったと

きに、ボタンを押すことで消防の方に繋がるという愛の福祉電話という事業を行ってきたと

ころであります。それから、緊急通報システム事業の方に移し替えをしていきまして、愛の

福祉電話を利用しているという方はいなくなったというところであります。 

内容といたしましては、緊急時に備えての連絡をするとすぐに対応してもらえるというよ

うなシステムです。高齢者の方の安心・安全を守るというところの事業だということで変わ

りはないところであります。 

○委員長（町野昌弘委員） 宮野企画調整課長。 

○説明員（宮野淳一企画調整課長） 先程の答弁で、空き家バンクの関係が漏れましたので、ご

答弁させていただきます。 

空き家バンクにつきましては、平成２７年度に調査を行いまして、それに基づきまして 178

件の空き家の中で、Ａランクと言われる利活用可能なものについて、本人の方に意向確認を

行ったところでございます。その中で、登録になったのは事業報告書１５ページに書いてあ

るとおり、２件ですぐに売却というふうになったところでございます。このＡランクの４５

件の方の意向を見ますと、空き家というふうな形にこちらの方で捉えている中で、本人とし

ては、仕事を退職した後に、こちらの方に来るので空き家ということではない、近々使う予

定だということと、空き家バンクとして登録する考えはないというような方が多かったとい
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うことでございます。 

この部分につきましては、約３割近くの方がＡランクに所有しているということで、引き

続き本人の方に、そのまま持っていると固定資産と税等の部分の課税もありますので、空き

家バンクの方に登録されるように、意向の方を再度確認しながら、空き家バンクの登録を進

めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ３番 佐藤栄市委員。 

○３ 番（佐藤栄市委員） 最初に定住自立圏。この制度ができたときに、いろいろな要素で、

私なんかは境の橋は一気に整備なるのかなとか、いろんな期待をしていました。でも進歩が

ないというか、全然事業として進んでいる様子が見えないので、この南部・北部の両方とも

の進捗状況というか、進み方をどのように捉えているのか、一つお伺いしたいと思います。 

空き家バンクに関しては、本当に一生懸命やっているのですけれども、いろんな案内を

ずっと続けていくしかないのかなと私も見ておりますので、頑張っていただければという思

いでいます。 

それから生活支援事業に関しては、愛の福祉電話から緊急通報システムに切り替えていま

すよという答弁だったと思います。先程の緊急通報システムの状況も少し教えていただいた

のですけれども、もう少し詳しく教えていただけないかなと。それで、愛の福祉電話も入れ

たらという理解をしておりましたが、行政評価でもＢということで、概ね達成できていると。

ゼロなのに概ね達成でいいのかなという思いもありましたけれども、これを続けていくとい

う思いで現状維持というような形でなっているようです。愛の福祉電話事業というのは、も

う２９年度からないという捉え方でいいのかどうかも伺います。 

それから、人間ドックの相談会の数字を私聞き逃したので、630 人が受けて、235 人が結

果相談に対応していますよという捉え方でいいのかどうか。その辺もう１回お願いしたいで

す。 

マイチャレ、健さんのからだつうしんぼを使ってもポイントが貰えるということで、進め

られておりますが、健さんを使うということ自体がいいきっかけだと思っておりますが、ポ

イントを達成するというのも続けていくための一つの大きなきっかけになるのかなと捉えて

おります。その辺の捉え方をもう１回お願いしたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 宮野企画調整課長。 

○説明員（宮野淳一企画調整課長） 定住自立圏の進捗状況。それと、空き家バンクの部分でご

ざいました。 

庄内南部、それから北部の定住自立圏のそれぞれ協定項目に基づきまして、それぞれの事

業を行っているところでございます。この部分につきましては、それぞれの市町村が共通に

課題とする事業について、すでに着手して連携を行っている。先程も言わせていただきまし

たが、福祉的な部分、それから下水道等の災害時の連携、それから道路橋梁等の部分を含め

て連携を図るということで、すでに着手しながら進めている部分がございます。予算の関係

で一部当初の想定より遅れている部分が若干あろうかと思いますけれども、それぞれの定住

自立圏のビジョンに基づきまして、今後残された期間の中で、協定する部分について引き続
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き連携を図ってまいりたいというふうに思っているところでございます。 

それから空き家バンクにつきましては、先程もお話させていただきましたけれども、こち

らの方が目指します提供までいっておりません。この部分につきましては、やはり空き家バ

ンクを活用した移住定住、そういった部分もございます。これは空き家のみならず、空き地

の部分、いろいろな住環境の部分での適正な管理という部分もございますので、いろいろな

形で、チラシそれから本人と連絡を取りながら、空き家バンクの方に登録していただけるよ

うに進めてまいりたいというふうに考えているところであります。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 愛の福祉電話事業から緊急通報システムの方に移行になっ

ているかということについてのご質問であります。 

愛の福祉電話事業から、確かに緊急通報システムの機器の方に、順次交換をしていきまし

て、現在愛の福祉電話を利用している方はいなくなったというところでございます。 

事業の内容というところでございますが、愛の福祉電話につきましては、消防の本部の方

に直接連絡がいくというものでございました。この緊急通報システムにつきましては、受信

センターがございまして、そこに一旦繋がって、ご本人の状況とかお聞きしながら、また必

要な場合は消防の方に繋ぐというご協力をいただいているというところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ９番 梅津 博委員。 

○９ 番（梅津 博委員）それでは、私から何点かお伺いします。事業報告書を中心に伺いたい

と思います。 

最初に１３ページ、２款１項６目企画費の町内会自治振興交付金に関してであります。各

町内に世帯数それぞれの項目毎に算定して交付されているわけですけれども、各町内会での

活動内容というのは様々なわけですが、この自治交付金というものが、それぞれの町内会の

運営費の中で、どれぐらいの割合になるのか。足りない部分は、それぞれ各戸に町内会費と

いうことで割り当てて徴収しているわけですけれども、町からいっている交付金が、町内会

の運営費の中でどれぐらいの割合になっているのか、その辺は把握されているのか伺いたい

と思います。 

それから、同時に高齢者割ということで、１人千円ずつの交付金が近年交付されるように

なりました。要するに、高齢者に対しての慶祝行事を行ってくださいという意味での交付に

なっているわけですが、実際この各町内会において、慶祝行事が行われているのかどうか。

その辺の把握はなされているのか伺いたいと思います。 

次に２３ページ、歳入の方ですので２３ページから２８ページにわたる内容になるかと思

います。先程来、同僚委員からもいろんな意見が出ておりますけれども、私としてはこの歳

入についての中の町税ですけれども、非常に精力的に徴収・収納の業務を行っているという

ことで評価をしたいと思います。収納率にしてもそうですし、県内でも非常に高いレベルを

維持している。また、昨年よりも上がっているというようなことでもあります。また、不納

欠損額についても、近年の中では、昨年あるいは一昨年よりもだいぶ減っているというよう

なことであります。 
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そういった中で、町税の伸びというものが非常に大きくなって、ふるさと応援寄附金も含

めた形で、自主財源 40.2％という素晴らしい数字になっているわけでございます。この町税

の伸びの中で一つ気になるのは、法人町民税の部分であります。個人町民税、あるいは固定

資産税の伸びというのは順調に進んでいると認識しますが、法人町民税の特に法人税割額、

２４ページにありますけれども、これは調定額ですが、実際の金額にしても、２６年あたり

と比べますと、２６年度が１億 1,000万円ほどの調定額ですので、それから見ればだいぶ減っ

ていると。ここ２、３年同じような質問をしてきたわけですけれども、企業の業績というも

のの落ち込みが相変わらず続いているのかなという認識です。当局では、どのような認識を

されているのか。あるいは、来年度予算の方にも関わりが出てくるわけでございますが、今

後の見通しについてはどのように考えているのか、その辺も合わせて伺いたいと思います。 

次に４５ページ、これは３款１項２目の老人福祉費の中に入るわけでございます。４５

ページの一番上の部分、４４ページの下段からの繋がりになりますが、寿賀のつどいの開催

状況、参加状況についてであります。ここ近年といいますか、２８年度になって参加者の割

合が 28.1％ということで、非常に少なくなってきたと。３割を割るような状況になってきた

わけであります。過去を振り返りますと、２７年度が 30.3％、２６年度が 37％ということで、

急激に落ち込んできたなということであります。 

参加者への呼びかけ等いろいろやられていると思いますけれども、参加者を増やす工夫と

いうものをやはりやらないと、同じような内容では参加率は上がらないような気もしますし、

担当の方ではどのように、この参加者を上げる工夫と言いますか、その点についてどう考え

ているのか伺います。 

それから５４ページ３款２項１目児童福祉総務費の関係です。ここでは、子育て支援セン

ター事業の開催状況が出ております。この数字について、過去の実績と見比べてみますと、

果たして伸びているのかという疑問が出てきました。昨年に関して言えば、ただ、２８年度

からそれぞれの事業名の中で「わんぱく広場」というものが増えたわけであります。未入園

児を対象にしたあそびの広場ということで区分けされたようですけれども、そういった点の

違いはありますが、２７年としては、あそびの広場が４７回で１回あたり１２組が出ている

と。当然その未入園児からすると、わんぱく広場の部分がありますので、それを加えて未入

園児の活動ということで、例えば２８年度は６組、８組で１４組になるわけですが、２７年

度では、それを合わせた形での１回あたりの平均は１２組。それから、ぴよぴよ広場の２８

年は９組ですけれども、２７年は１５組。それから、そだちの広場が９組に対して、２７年

は１０組。にこにこ広場は１６組の１６組で同じですけれども、あるいは、２６年度の方が

数字的には１回あたりの平均参加親子の組は多いということからすると、あまり増えていな

いような実績に私は感じております。 

ここで問題になるのは、新しい子育て地域交流、子育て支援施設の建設に関して、その動

機付けとなった子育て支援センター事業の手狭感と言いますか、参加者が多くなって手狭に

なったという部分について、どこで説明できるのかと思ったところであります。 

新しい施設の計画段階での数字というものが、おそらく今の２６、２７、２８あたりの数
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字から出てくるのではないかと思いますけれども、現時点での子育て支援センターの手狭感

というものが実際あるのかどうか確認したいと思います。 

それから次の５６ページ、３款２項３目の保育園費。この保育園費に関して、みかわ保育

園、あるいは委託の保育園の合計という形で、入所児童の状況が記載されております。非常

に毎年急激に児童の数が増えているということでございます。それで心配されるのが、近い

将来、定員以上の児童が保育希望になると、要するに待機児童が発生するという心配がなさ

れてきたのではないかと私は思いますけれども、その辺の認識について伺いたいと思います。 

それから６７ページ、４款１項５目健康増進費。先程来、がん検診の話も出ておりますけ

れども、下の表のがん検診実施状況。いろいろながんの検診が行われており、多くの方が参

加していると思っております。がん検診の受診率についても、三川町では非常に高いという

認識はあるのですけれども、それぞれのがん検診の中で対象になった方の中の受診率という

ものはどれぐらいなのか、伺いたいと思います。 

合わせて、一次検診で要精検となった方の受診率も高いのですが、要精検者に関しては、

やはり 100％に近い数字を上げる必要があるのではないかと思います。その辺、毎年高くは

なっていますが、これをさらに上げるための対策について、どう考えているか伺いたいと思

います。 

それから、判定区分の中で胃がんと大腸がんについて、異常なし、それからがん、がん疑

い、その他疾患、この数字を合わせた数字が、要するに、精検受診者の人数に合わないとい

う部分があります。たぶん、がんとその他の疾患を複合されている方がいるのかと思います

けれども、その確認をお願いします。 

最後に７３ページ、４款２項１目清掃総務費。資源回収に関してです。大雑把な感覚です

けれども、平成２６年度、２７年度、２８年度の実績を比べますと、この資源回収の実績が

だんだん落ちているような認識ですが、これはなぜなのか。要するに、取り組み自体の意識

が弱くなってきたのかという感じはするのですけれども、どのように捉えていますか。以上、

１回目の質問をします。 

○委員長（町野昌弘委員） 暫時休憩します。            （午後 ２時０１分） 

○委員長（町野昌弘委員） 再開します。              （午後 ２時２０分） 

○委員長（町野昌弘委員） 先程、３番佐藤栄市委員に答弁漏れがございましたので、許可しま

す。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 先程は大変失礼いたしました。佐藤栄市委員よりご質問が

ありました、健康マイチャレンジポイントの達成者の推移という点と、人間ドックの結果相

談会に参加する人数について、佐藤健康主査よりご答弁申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤健康主査。 

○説明員（佐藤 潮健康主査） マイチャレポイントの達成継続のきっかけになるということで、

その捉え方ということでご質問を受けたと思いましたので、そちらについてお話させていた

だきたいと思います。 



- 32 - 

達成状況の中では、年間に２回達成するという方もおりまして、メニューも昨年度から、

さらに充実しているということで、対象メニューについては、当然検診を受けていただいた

ポイントですとか、講演会、イベント。また、先程申しましたように、介護予防ですとか、

サロン、そういう高齢者の教室。また、食生活改善推進活動など。また、サークル、自主グ

ループの健康づくりのグループにおけるもの。あとは、昨年非常に伸びたところですが、個

人の取り組みということで、自分の記録表というもの。自分の毎日継続できる目標を立て、

それに向けてポイントを付けていただくというものもありますし、禁煙のチャレンジ、アス

レのトレーニングルームの利用、そういうものにもポイントを付けております。健さんのか

らだつうしんぼ週間で付けていただいたり、そういういろんなメニューを用意して、貯めや

すくはなってきていると思います。そのことが、これからどんどんそういう方が増えてくれ

ばと考えております。 

また、アンケートを取りますと、毎回の体組成測定が生活習慣の見直しのきっかけになる、

実践しているという声もアンケートにより把握しておりますので、今後もメニューの充実、

貯めやすい、インセンティブの充実ということで、事業の方を展開していきたいと考えてお

ります。 

それから、国保の人間ドックの結果相談会のことですが、先程私の方で数の方をきちっと

お伝えしてなかったのですけれども、昨年に国保の人間ドックを受けた方というのが 630名

おります。こちらは委託機関、健康管理センターで受けてくださった方が 454人。協立病院

が 106人。斉藤胃腸クリニックが４１人。宮原病院が１７人。そして、庄内余目病院が１２

人という内訳になっております。 

医療機関ドックで受けた方については、結果の方は直接郵送になりますし、健康管理セン

ターに相談会で来ていただく方というのが、健康管理センターで受けた方の結果の方を一旦

町の方でお預かりし、相談会を開いているという状況です。参加率というところでは、この

454 人の方全員に通知を差し上げておりまして、その内の 253 人という参加者になります。

率としましては、５５％くらいの方が、平日の午後からになりますけれども、来ていただい

て、保健士の健康教育、また個人相談を受けているというような状況になっております。 

先程のお答えした話にもありましたけれども、医療機関のドックの方は直接郵送で結果が

いきますので、保健士の方には通らないのですけれども、昨年度からその方々にも相談会を

していますので、もし気になる方がおりましたら来ていただけるようにという案内も差し上

げたところ、６名来ていただいたというような状況になっております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 宮野企画調整課長。 

○説明員（宮野淳一企画調整課長） 町内会自治振興交付金のことでのご質問でありました。 

一つ目としては、町内会自治振興交付金がこの町内会の予算にどのぐらいの比率を占めて

いるのかという部分と、高齢者の、例えば敬老会の部分、高齢者割ということで交付してお

るわけですけれども、その部分は把握しているのかというご質問でありました。 

最初に、町内会の予算に対する比率の部分でございますけれども、それぞれの町内会すべ

ての負担がどのくらいあるかということでは、細かく確認しているところではございません。
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この部分について、数町内会の部分をある程度見たところ、町内会の予算の組み方も祭典費

とかそういった部分を組み入れている町内会に、外している町内会いろいろな予算の組み方

があるようでございます。祭典費とかそういった部分を入れてないような町内会ですと、十

数パーセントというような負担の状況になっているようです。また、大きい町内会で世帯数

もまた大きくなりますと、そういった比率の部分については、小さくなるのかなというふう

に把握をしているところでございます。 

それから、高齢者割ということで、１人 1,000 円の高齢者割の支援をしているわけです。

敬老会につきまして、これは毎回、毎年度の申請の際に確認しているわけではございません

が、この申請書の方を先程確認したところ、ほぼ数町内会を除いて敬老会が実施されている

というふうに確認したところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 五十嵐町民課長。 

○説明員（五十嵐礼子町民課長） 法人町民税にかかるご質問でありました。 

平成２７年度におきまして、平成２６年度比で 3,700万円ほどの減となっているところで

あります。その部分につきましては、製造業、また大手小売業の収益の減というふうに分析

しております。その中でも製造業につきましては、原材料価格、また人件費の増によるもの。

大手小売業につきましては、消費税引き上げによる駆け込み需要等の影響というふうに捉え

ておったところでありましたけれども、平成２８年度におきましては、ほぼ２７年度と同様

の決算となったところでございます。 

国の法人町民税の決算の方を見てみますと、若干ですけれども減というふうになってござ

います。ほぼ、平成２７年度並みというふうには言っておりますけれども、実績としては若

干の減というふうになってございます。 

原油価格と原材料費の底値が２８年２月と言われております。そういったところで、少し

ずつは企業の業績も伸びているというふうには思われますけれども、繰越欠損金等も抱えて

いる企業もございますし、そういったところでの法人税に与える影響というのは大きいとい

うふうに思っております。 

今後の見通しという部分でございますけれども、緩やかな景気回復の継続というふうに国

の方で見ておるところですけれども、やはり原価の変化、また設備投資。景気が良くなるこ

とによって、設備投資に向かうといったところもございます。そういった部分で、どのよう

に変化していくものかというのは、なかなか見えにくいというところがございます。まずは、

平成２９年度にありましても、平成２８年度同程度の収入を期待しているところでございま

す。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） １点目の寿賀のつどいの参加者を増やす工夫という点につ

いて、ご答弁申し上げます。 

歳祝いを迎え、寿賀のつどいの参加対象になるということで、楽しみにしている方もい

らっしゃるようですけれども、参加率となりますと、年々下がっているという状況でござい

ます。歳祝いの対象の方が一人暮らしの方だったり、高齢者のみの世帯の方だったりという
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方が増えっていっているのが一因と思っているところではありますけれども、参加しない方

の参加しない要因というところにつきましては、これから調べてみるというような工夫をし

ていきたいと思っております。 

また、２点目のがん検診の受診率、要精検の受診率の向上についての取り組みという点と、

もう１点、６７ページにあります、がん検診実施状況の表の数字につきましては、佐藤健康

主査よりご答弁いたします。 

○委員長（町野昌弘委員） 佐藤健康主査。 

○説明員（佐藤 潮健康主査） 私の方から、各種がん検診の実施状況ということでお話させて

いただきます。 

胃がん検診につきましては、全体で 38.2％の受診率になっています。それから大腸がん検

診 47.8％、肺がん検診 55.5％、子宮がん検診 38.8％、乳がん検診 48.2％ということで、一

昨年前と比較しますと、胃・大腸・肺がんにつきましては横ばい、それから、子宮がん・乳

がんにつきましては、最近の芸能人とかの報道もありましてか、少し上がっている状況にあ

ります。 

次に精密検査についてです。やはりがんが見つからない年はありませんので、相談会での

啓発、また、広報等での啓発と、100％を目標に、これまでもそうですが、未受診者につきま

しては、定期的な地道な電話かけ干渉ということでしているところであります。ただ、未受

診者の理由というのを聞いてみますと、割と２年間引っかかるという精密検査になるという

方も多数おりまして、昨年詳しく調べたので、今年度はそのときの異常なしというところも

あるので受けないということもあります。あとは忙しいという、その辺が主な理由となって

おります。経済的なことを理由としておっしゃる方はあまりいないのですが、それも理由の

一端にはなるのかなと思っております。 

そんなことで、毎年引っかかる方に関しましては、町の検診というよりは医療機関の管理、

また主治医のいる方であれば、ご相談するように進めております。 

受診者と判定区分が合わないというご質問もありました。これにつきましては、延べ件数

です。二つ以上の病気が見つかるというような数だと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋保育園主幹。 

○説明員（髙橋誠一保育園主幹） ２点ご質問いただきました。 

１点目の事業報告書５４ページにかかります子育て支援センター状況等におきまして、２

７年度と昨年度の違いにおきましては、わんぱく広場。従来公民館で行っておりました事業

を、その事業の内容の見直しと申しますか、状況。それから、今後の事業展開も踏まえまし

て、２８年度から支援センター事業を主体として展開するということで切り替えたものであ

ります。 

会場は町の社会福祉センターの子ども広場を会場にして行った事業を、昨年に行ったとこ

ろであり、昨年度の事業報告書の中に加えさせていただきました。そうした中で、他の事業、

あそびの広場等々につきましては、対象年齢、それから内容等についても、従来の内容のも

のでございます。やはり委員の質問にありましたとおり、入園される園児の増加等で、実績
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として、にこにこ広場を除いては減少にございます。入園もそうですが、場合によっては、

園児の年齢によって、年度毎で増減というのは生じるかもしれませんけれども、やはり１番

の要因は、入園ということになろうかと思います。 

そうした中で、新たな施設の支援センターの展開、いろんな場面で現有施設の手狭感とい

うことを申し上げてきました。やはり現在の支援センター、保育園幼稚園の施設の中にあり

ますスペースで事業展開をしているわけですけれども、場合によっては遊戯室等も使うわけ

です。年齢に応じて０歳、１歳、２歳と年齢が高くなりますと、活動が活発になりますし、

より自由にといいますか、広いスペースで遊ばせたいという保護者の方の希望もございます。

その点、新しい施設ではそういった入園前のお子さんが天候によらず自由に、活発に活動が

できるといいますか、当然０歳児の対応を目的としたスペースも確保いたしますが、より伸

び伸びと活動できるスペースの確保は必要であろうというふうに考えております。 

２点目でありますけれども、委託が増えまして待機児童の心配は懸念されるところではあ

ります。こちらにつきましても、やはり待機児童と直接関係しますのは、現場での保育士等々

の確保ということになろうかと思います。施設的には今後の増にも一定程度対応はできます

ので、待機児童がでないように、今後も保育士の確保等に努めながら対応してまいりたいと

考えております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 遠藤環境整備主幹。 

○説明員（遠藤淳士環境整備主幹） 事業報告書７３ページにあります、資源回収実績等々に関

します数値の変動状況についての説明でございます。 

先程質問にありましたとおり、２７年度と２８年度を比較しますと、全体的にすべての項

目が減少傾向にあるというところでございます。ただ、私どもで過去の経過等を若干確認し

たところ、町内会における集団資源回収につきましては、ご指摘のとおり、年々減少傾向に

なってございます。２６年度から２７年度を比較しますと、おおよそ１万 3,000kgの減。続

く２７年度、２８年度比較では１万 4,000kgの減という状況の一方で、公民館敷地内に設置

しております町直営のリサイクルステーションにおきましては、２６年度から２７年度の比

較では２万 2,000kgの増ということになっております。２７年度、２８年度比較では 5,000kg

減ところがございまして、町内会の集団資源回収の部分が、いくらかリサイクルステーショ

ンを活用されているという傾向が伺われるところであります。 

そうした中におきまして、特に２８年度、２７年度の要因を比較しますと、この資源回収

実績の右端の項目にございます「巡回資源回収」の日数が、以前ですと年間 180日行われて

いたものが、事業所の事情によりまして、昨年１０月から中止されたということで、日数が

120 日ほどに減少したということから、これも減少の要因になっているものというふうに分

析しているところでございます。 

しかしながら、全体量が減少の傾向にあるというところは否めないところでございまして、

いろいろと分析に苦労しているところでございますが、おそらくはということでの説明にな

りますが、近年有価物に関しての引き取り事業所が増えてきているという流れと合わせて

スーパー、またホームセンター等の入口付近に、回収ボックス等を設置しているという流れ
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も増えてきたところでございます。個人としての持ち込み先が多岐にわたっているというよ

うなことから、町内会の資源回収、また町のリサイクルステーションの持ち込み等々につき

ましては、減少傾向を招いているものと分析しているところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ９番 梅津 博委員。 

○９ 番（梅津 博委員） ２回目の質問に入りたいと思います。 

最初に町内会自治振興交付金に関してですけれども、なかなか実態は掴めないのかもしれ

ませんが、各町内会の会長との会合については、最低毎月１回ずつは開催されておりますの

で、その辺の要望等も含めて、少し実態を把握しておくべきかと私は思ったところです。 

また慶祝行事について、数町内会を除いてやられていると。逆に言えば、数町内会につい

ては、やられていないのか、別の形でやられているのか、その辺も含めて精査すべきかなと。

高齢者割ということで、慶祝行事の一部にあてるという目的によって交付されているわけで

すので、もし、これやられていないとすれば非常に問題だと思います。 

例えば、敬老会ではなく、会合という形ではなく、お祝いの品を配ってそれに代えている

といったものについては、それはそれでいいと思います。その辺の取り組みについては、や

はりもう少し細かいところまで確認した上で、この交付金というものの有効利用というもの

を確認すべきかと思います。その点、もう一度お願いします。 

それから、町税についてですけれども、国での全体の緩やかな景気の回復という謳い文句

と言いますか、判断はありながら、この地方においては、なかなか景気回復というものの実

態がないことからすれば、先程説明あったように、２８年度の中においては、ほぼ２７年度

と同程度の実績があったということで、まずは減額補正しながら当初予算並みの収入があっ

たということで、まずは良かったと思います。 

なお、今後の景気状況に大きく左右される部分もありますので、２９年度予算の中では、

町税プラス前年度対比で 500万円ちょっとくらいのプラスになっております。今後、町税全

体から見て、個人町民税の伸びというものが見込まれながら、全体では若干プラスといった

今年の流れが同じように続くのかどうか、その辺まで踏み込んでまたお願いします。 

それから、子育て支援センターについては、説明の内容である程度分かりました。そういっ

た新しい施設に利用される方々の声を反映するとともに、このセンターの運営に関して、一

つの課題というのが私はあると思います。その辺は、今回の決算審査とは若干質問にそぐわ

ない部分もありますが、もしお答えできれば。 

要するに、子育て支援センターの運営に関して、専門の方が担当で２９年度の場合は 1.5

人でしたか、２８年度は１人だったか 1.5人だったか忘れましたが、そういった方が専任の

指導員ということで担当されていると。しかし、実態は他の保育士の方々も手伝いながらと

いいますか、活動している部分があるわけです。今度新しく子育て支援センターというもの

が複合施設でできた場合、保育園と別の場所に移るということで、その支援体制ができなく

なるという部分があろうかと思います。こういった課題をどのように解決されるのか、若干

質問の内容がそぐわないかもしれませんけれども、もし答えが出せるとすればお願いしたい

と思います。 
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それから、保育園の人数については、先程の答弁で待機児童を出さないようにということ

でしたので、ぜひそういった形でお願いしたい。また、若干保育園に０歳児という形で希望

された方が入れなかったというような情報も少し聞いておりますので、その辺はぜひ、丁寧

な対応をお願いしたいと思います。 

最後の清掃総務費に関して、全体の流れというものがなかなか掴みにくいのは私も分かり

ます。要するに、資源という形で回収して、それを各町内会なり、あるいは小学校でも取り

組んでおりますし、そういった有効にお金というものに換えながら、若干ながらの収入とい

うことであるわけでございますし、あるいは今後ペットボトルについても同じような形で、

各町内会で取り組む、今年は５町内会のようですけれども、そういった資源というものを有

効に利用する・活用する、そういった姿勢を今後さらに強力に進める必要があるのではない

か。 

これは、先程ごみ処理の経費の部分にもふれましたが、単純に処理される量が減れば、経

費が減るのかというところには繋がらないとは言いながら、やはり資源という形で、これを

有効に使う手立てというものを、やはり今後進めながら、あるいは生ごみというものも今後

取り組むようですし、できるだけごみという形で出さない、そういった三川町というものを

目指すべきと私は思いますけれども、今後の取り組みについて、さらに伺いたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 宮野企画調整課長。 

○説明員（宮野淳一企画調整課長） 町内会自治振興交付金の関係でございました。交付金の町

内会の会費に占める割合の把握ということで、この部分につきましては、年度当初、５月１

日のそれぞれの基準日に応じて算定し、交付をするわけでございます。今後その町内会の予

算の内容、そういった部分について把握しながら精査してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

それから、高齢者の部分でございますが、町内会で敬老会が実施されていない部分があり

ましたけれども、それに代わるものとして、老人クラブ含めた高齢者の活動費という部分で、

敬老会という名称ではなくても、活動に支援している部分もございます。その内容について

は、申請時点でいろいろ精査しながら交付をしてまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（町野昌弘委員） 五十嵐町民課長。 

○説明員（五十嵐礼子町民課長） 平成２９年度の所得の状況を見ますと、昨年度よりまた少し

伸びている状況にございます。その中でも給与所得が国の施策ということで伸びている状況

が見られます。また固定資産につきましても、新築家屋等もございますが、企業の設備投資

によります償却資産。そういった部分の方も若干ですけれども、増というふうになってござ

います。 

そういった意味合いからしますと、企業・法人にとりましては、経費の部分での人件費、

また設備投資というふうな形で、企業の決算においてはなかなか厳しい状況にあるものと考

えております。ただ、先程も言いましたが、国の方では景気についてはということで言って

おりますが、そういった部分で期待しているところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋保育園主幹。 



- 38 - 

○説明員（髙橋誠一保育園主幹） 子育て支援センターにつきましては、委員がおっしゃられま

したとおり、現在保育園幼稚園の中に支援センターというスペース機能がございますので、

その点では、上手く連携しながら、そのセンター事業の運営をいたしているところでありま

す。やはり場所が離れますので、そこは必要な資格であったり、有する方等を含めて、人的

な配置について手立てをしていかなければならないというふうに考えておりますし、その内

容については現在検討しているところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 遠藤環境整備主幹。 

○説明員（遠藤淳士環境整備主幹） ごみ処理につきましては、先程来ご質問いただいていると

おりでございまして、廃棄物の処理経費につきましては、直接ごみの減量が委託料の減額に

は繋がらないというような説明に至った部分があったかと思います。これにつきましては、

毎年度の処理単価の計算に基づいて総重量をそれに乗じての委託料という算定方法でござい

ますので、各年度の処理単価によって、当然委託料が変動するということであります。 

基本的には、今ご質問いただきましたとおり、いかに量を減らすかということが目指すべ

き方向性でございます。地球温暖化の防止というような部分におきましても、一層なる再資

源化、リサイクル化ということは言うまでもないことでございます。 

また、合わせて生ごみにつきましても、水切りをいかに徹底するかによりまして、先程説

明いたしました、将来委託料の減額に繋がるというような内容でございますので、今後とも

燃えるごみのみならず、リサイクルに繋がる不燃ごみ等につきましても、減量を目指して取

り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ６番 芳賀修一委員。 

○６ 番（芳賀修一委員） ３度目になりますが、先程の福祉タクシーの件で回答をいただきま

したけれども、質問の意図と違った答えでしたので、特別にすみませんが、時間があるよう

なので、もう１回再度質問させていただきます。 

金額を増やせということではなくて、制度のあり方をもっと利用しやすいように変えたら

どうですかという私の提案した話であります。金額的には、確かに４８枚の 630円ですと３

万円ほどになりますし、先程他の町で、500 円の３６枚で１万 8,000 円にしかなりませんの

で、確かに金額的には高いわけです。ただ、実際の利用率は２４％。それで、交付枚数が 1,600

枚ですので、これ 630円かけますと 100万円ちょっとになります。でも、実際上は５０万円

ちょっとの予算ですので、利用率は５０％くらいに見ているという感じです。 

やはりこのままですと、準備しているお金はあるけれども、利用率が低いままでという話

になって、利用している人が非常に使い勝手が悪いという話があります。この話は同僚委員

が聞きますと、何年も前から話があって変わっていないという話を受けました。そういう意

味では利用者の方も、何年も変わっていないのというふうに不満を持っている可能性もあり

ますので、改善するべきと思います。 

一つの提案になりますけれども、制度としては、初乗りだけとしないで、むしろタクシー

券の方がいいのではないか。金額的に自由に 500 円なら 500 円。1,000 円なら 1,000 円とい

うタクシー券の年間枚数というふうにすればいいのではないか。予算は予算で当然必要です
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けれども、それをどのようにした方がいいのかというのは、実際上利用している人とか、そ

れと組織が、身体障害者の福祉協会がありますので、この協会も、身体障害者手帳をお持ち

の方は 100名以上おられるけども、会員が非常に少ないということで悩んでおられる傾向が

ありまして、結果的には、その協会に入ってもあまり変わらないみたいな形があると思いま

す。むしろそういう組織に、例えば今後のあり方の話し合いをするとか、また組織に加入し

ている人を優先的に申し込みのときに扱うとか、そういうインセンティブといいましょうか、

何らかの方法で改善すべきと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） この福祉タクシー券の利用につきまして、利用率が低いと

いう話は確かに前から聞いておりました。町の方でも、利用できるタクシー会社を増やして

きたというところで、使いやすいようにと考えてきたところはあります。芳賀委員がおっ

しゃるように、身体障害者福祉協会から意見を聞くなどしながら、せっかくある制度ですの

で、本当に必要な方が利用しやすいというところは考えていかなければならないかと思って

いるところであります。 

○委員長（町野昌弘委員） １番 鈴木重行委員。 

○１ 番（鈴木重行委員） 手短に２点ほどお願いしたいと思います。 

先程一緒に質問できれば良かったのですが、決算書の５０ページ、５１ページのあたりに

なると思います。企画費及び電子計算費ということで、インターネット環境、セキュリティー

を含めて、だいぶ整備が行われたということであります。説明の中では、なの花ホールあた

りの Wi-Fiの整備が行われるということでありました。本町にとっても、ホームページ、ま

た三川広報のスマートフォン用のアプリの整備ということで、積極的に情報発信が行われて

いるなというところでございますけれども、そんなことから、本庁の１階フロアとか、公民

館など、人が集まるところあたりはフリーWi-Fiといった整備を推進すべきだと思いますが、

今回計画になったのかお伺いしたいと思います。 

もう１点であります。７目の開発費、桜木地区住環境整備基本計画とありますけれども、

先日地域交流子育て支援施設の工事の前倒しというものが発表されました。冬期の工事とい

うことで、周辺農地への影響といったものも懸念されるかと思いますけれども、こちらの部

分の進捗状況並びに工事予定について伺いたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 宮野企画調整課長。 

○説明員（宮野淳一企画調整課長） 電子情報化推進事業、それから行政事務システム推進事業、

電子関係の情報機器の関係でございます。役場の１階フロア、それから公民館等の Wi-Fi環

境整備ということでございました。この部分につきましては、庁内の中でも話になったこと

がございます。この Wi-Fi環境の整備について、当然整備すればそこで無料の Wi-Fi、スマー

トフォン等いろいろな情報が取れるということもございますので、この部分につきましては、

今後情報セキュリティーの部分を含めて、環境整備についてどういったあり方がいいか。こ

の部分については、今後とも研究してまいりたいというふうに思っております。 

それから、地域開発状況の部分で、桜木地区の住環境整備ということで、今年度に基本設
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計を行っているところでございます。昨年度の基本計画策定を受けて、地域交流、子育て支

援施設の周辺の住宅環境整備ということで、現在基本設計の部分で道路の設計、それから周

辺の排水路等の計画、公園等整備、住宅地の区割り、そういった部分を含めて、現在調整を

しながら地域交流・子育て支援施設の整備に遅れることのないように、且つ民間事業者のそ

ういった部分の導入も見ながら整備を進めたいということで、現在測量設計をつめていると

ころでございます。関係機関、庄内総合支庁の開発行為の許可権者の方と、土地改良区と関

係機関の方とも調整しながら進めて、地域交流・子育て支援施設の整備完了年次と整合性を

取れるような形で、住環境を整備していきたいというふうに、現在基本設計を進めていると

ころでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ４番 佐久間千佳委員。 

○４ 番（佐久間千佳委員） すみません、私の方からも手短に１点だけ、先程の説明の中でも

う一度お聞きしたいことがありましたので、もう一度お聞きします。 

決算書の５１ページの中で、電算処理業務委託料ということで、説明の中でマイナンバー

制度の整備であるとか、情報セキュリティーの強化で 800万円ほどの増加要因になったと説

明がありました。その割合といいますか、マイナンバー制度にどのくらい使って、情報セキュ

リティー強化にどのぐらいの費用がかかったのか。情報セキュリティーというのは、毎年の

ようにイタチごっこで強化されていくようなものだと思いますので、突発的に上がっていく

のに何百万円もかかるのかという認識があります。その辺の中身の方、どのぐらいの割合な

のか説明いただければと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 宮野企画調整課長。 

○説明員（宮野淳一企画調整課長） システム整備電子情報化の部分でございます。この電子情

報化情報セキュリティーの部分につきましては、この１０月から本格的に国、自治体との連

携が始まるということで、セキュリティーの強化の部分については、国の方と動きながらと

いう形で現在も進めているものですから、なかなかまだこの部分について情報のセキュリ

ティーの部分、さらには県の方からも、自治体情報の関係で、山形県情報セキュリティーの

クラウド化ということで、県と一斉に連携を図るという部分も出ております。 

そういった部分でこの部分の比率、先程予算の部分、どのぐらい上がったかという部分、

細部の部分は手元にございませんけれども、今後とも引き続き、この電子情報化のセキュリ

ティークラウドを含めた、情報の厳格に管理していく部分については、今後とも経費的部分

はかかろうかというふうに把握しているところです。この 500万円の部分で、比率的な部分

がどういうマイナンバーと内訳になっているか、細かい部分の内訳の部分が現在手持ちにな

いところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ７番 田中 晃委員。 

○７ 番（田中 晃委員） 私も手短に２点ほど質問したいと思います。 

１点目は事業報告書の中の４ページです。昨年から人事評価による評価が導入されたと思

いますが、私自身は、公務労働者には人事評価はそぐわないと思っているのですが、その辺

のところの見解をお聞きしたいと思います。 
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それから、５ページの住民満足度（ＣＳ）向上研修の中身についてお聞きしたいと思いま

す。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 人事評価制度につきましては、国の地方公務員法において地方

公務員における人事評価の規定が加えられました。これに基づきまして、平成２８年度より

人事評価制度を導入したところであります。そういった意味では、公務業務については合わ

ないのではないかというような質問ではございましたが、国の法律の中でそれを行うという

ような規定がございますので、それに基づいて実施したわけでございます。 

なお、実際にやってみまして、これまで私ども行政評価なり、事務事業評価、そういった

ものを事業を通して行ってまいりました。それを担当している職員がどのような形で、それ

に取り組むのかという点では、実際にやってみますと、この人事評価制度の中で、目的を持っ

て１年間やろうということで設定いたしました。今年度自分が何を重点化してそれを行うの

か。それに対して、どのような形で実現できたのかというような評価を自分自身がするとと

もに、上司がそれを行うという形では、制度として、こういったものが必要だったのかなと。

そういったプラスの面、メリット・デメリットは当然ございますけれども、２９年度におい

ては、またその内容を少し見直ししながら実施しているところでございます。 

２点目の住民満足度向上研修でございます。ここに書いてあるのが、住民満足の向上に意

欲のある職員を対象とした研修としかございません。内容については、手持ちがないところ

でございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ２番 志田德久委員。 

○２ 番（志田德久委員） １点だけ、先程同僚委員の質問に対しての答弁で、２２ページの固

定資産の現況調査ということでの答弁の中にありましたけれども、これ税収に関わる部分で

すので、第１審査区分で質問したいと思います。 

その中で、畑地に住宅が建っていたということであります。農地であれば農地転用がされ

ているはずであります。その横の連絡はなかったのか。それとも今回、住宅が建っていると

いうことで、逆に転用を調査する方が把握していなかったのか、確認したいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 五十嵐町民課長。 

○説明員（五十嵐礼子町民課長）  委員ご指摘の農地転用等が適切に行われていなかったので

はないかというご質問でございますが、そういった部分ではございません。現況として、宅

地であったり、雑種地であったり、そういった適用の区分が違っていたというふうに捉えて

おります。 

○委員長（町野昌弘委員） 進行にご協力お願いします。 

○委員長（町野昌弘委員） 以上で、第一審査区分の審査を終了します。 

本日の決算審査特別委員会は、この程度にしたいと思います。 

なお、１１日、午前９時３０分から本議場において、決算審査特別委員会を再開いたしま

すので、ご参集下さるようお願いします。本日は、大変ご苦労様でした。 
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（午後 ３時１０分） 
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○委員長（町野昌弘委員） おはようございます。ただいまから、決算審査特別委員会を再開し

ます。 

（午前 ９時３０分） 

○委員長（町野昌弘委員） 第二審査区分の審査を行います。 

第二審査区分として、５款労働費、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費について

審査を行います。 

○委員長（町野昌弘委員） 質疑を許します。 

７番 田中 晃委員。 

○７ 番（田中 晃委員） それでは、私の方から事業報告書に基づいて、５点ほど質問します。 

７７ページにあります農業委員会費のところです。新しく農業改革ということで、農地利

用最適化推進委員が設けられて、農地パトロールも前年より４回増えているということです

が、この新しい制度のメリット・デメリットは何か。１点伺います。 

それから、７８ページです。庄内地区農業青年出会い交流事業ということで、毎年農業委

員の婦人の方が活躍されて、婚活の活動をしています。今回の婚活の成果はどのような状況

だったのかをお聞きしたいと思います。 

それから、同じく７８ページです。農業者年金事業についてとありまして、その中で農業

者年金の旧制度と新制度があるのですが、その内容の違いについて教えてください。 

それから、８０ページ。がんばる農家支援事業の 278万円ほどですが、この２１件の交付

内容について教えていただきたいと思います。 

最後になりますが、９４ページです。三川町宅配サービス支援事業費補助金の買い物弱者

対策共同宅配サービス事業ということで、今回のサービス事業の詳細な内容についてお聞き

したいと思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤農業委員会事務局長。 

○説明員（齋藤仁志農業委員会事務局長） 農業委員会関係では３点のご質問がございました。 

最初に、農地利用最適化推進委員が新しく３名の方が選任されました。その関わりと農地

パトロールの関係ということでございました。実際に３名の委員の方が新たに選任されて、

これは感覚的なことですが、農業委員会自体が明るくなったというようなところもございま

すし、モチベーションも高まっているのではないかと思われます。 

パトロールについても、そのチームを組んで実施しておりますが、これにも推進委員が入

りまして実施しておるところであります。これまでにない形で取り組みが行われていると感

じております。デメリット的なところについては感じていないところです。 

それから、二つ目の婚活事業。この成果について。３点目農業者年金の旧制度、それから

新制度の違いということでございました。この２点については、菅原農業委員会事務局長補

佐よりご答弁申し上げます。 

それから、４点目のがんばる農家支援事業。こちらの方は２１件ございました。その具体

的な内容については、齋藤農政係長よりご答弁申し上げます。 

５点目の宅配サービス支援事業の内容でございます。一般質問の際にも、この件が出てま
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いりました。具体的な内容でございますが、事業主体的には開発協同組合ということにはな

りますが、実際の店舗としてはラコスになります。ラコスの方に午前中に電話が入るそうで、

電話を受け取った内容を持って、それを午前中及び午後の早いうちに自宅に届けるというこ

とです。１件あたり 200円の手数料と、それから商品の販売手数料を運営費に充てて実施し

ているということでございました。年間をとおして１日当たりの金額も設定しながら実施し

ているようです。実際にコンスタントに増えるという状況ではないようですが、現在三川町

の全世帯をカバーできるというお話も伺っておりますので、そういった形で継続して実施し

ていきたいというようなことを聞いております。 

実際にこれが宅配サービスという形の中で、一般質問でも答弁申し上げましたが、車等で

移動できない方等が利用できるということで、町としても、そういった支援をする事業とし

て、位置づけながら取り組みについての継続を応援していきたいと思っています。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原農業委員会事務局長補佐。 

○説明員（菅原洋輔農業委員会事務局長補佐） お答えしたいと思います。 

最初に婚活事業の成果ということで、ご説明したいと思います。２８年度におきましては、

１１月５日に実施しております。募集人員としましては、男女とも各１５名の募集に対しま

して、男性１２名、女性９名の応募がございました。本町の関連で申し上げますと、男性に

つきましては、三川町から２名。女性につきましては、１名参加しております。結果といた

しまして、４組が誕生いたしまして、そのうち三川町の関係につきましては、男性４名のう

ちの２名が三川町の関連の方ということでなっております。 

続きまして、農業者年金の関係でございます。新制度と旧制度の違いということでござい

ますが、具体的に年度的には手持ちの資料がございませんが、旧制度につきましては、農業

者年金の破綻に関連しまして、新制度と旧制度に別れているところでございます。確か、平

成１７年度に一時金ということで、農業者年金をかけた分の７割くらいの払い戻しと言うか、

個人に対しまして、それを希望、継続するか否かということで、払い戻しをされていると認

識しているところであります。 

年金の種類としましては、この事業報告書の７８ページに旧制度は記載しております。こ

の表の中の諸手続き関係の中の一番上の方に経営移譲年金支給申請、またその下に旧制度老

齢年金支給申請というのがございます。これがいわゆる旧制度の申請になります。また、新

制度につきましては新制度老齢年金支給申請、その下に特例付加年金支給申請というのがご

ざいます。この特例付加年金支給申請につきましては、旧制度で言いますと、経営移譲年金

の制度というような形になっているところであります。以上でございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤農政係長。 

○説明員（齋藤一哉農政係長） お答えします。がんばる農家支援事業の実績として２１件あり

ましたけれども、その内訳ということでしたので、それについてお答えします。 

がんばる農家支援事業につきましては、農家の販路を拡大しようとするもの。また、農産

加工とか６次産業化を支援するもの。また、新規作物等の導入を支援するもの。農業後継者

と農家を支援するものなど、様々なメニューをがんばる農家支援で行っております。 
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２８年度につきましては、園芸作物ですとか、そのようなものを拡大する上での、主に機

械等への支援は７件。次に新規作物の導入支援としまして、彩り野菜になりますけれども、

こちらが１件。あと、農業者の販路ですとか販促ということで、販路を拡大しようとする事

業に対して３件。あとは、若手の農業者が中心になりますけれども、研修に対する支援が８

件。それと、都市と農村の交流を図ろうとする事業に対して１件。あとは、町内の堆肥散布

に対する支援が１件ということで、合わせて２１件となっております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ７番 田中 晃委員。 

○７ 番（田中 晃委員） 農業委員会の方は、まずデメリットがないということで、むしろ活

性化しているということでした。 

庄内地区農業青年出会い交流事業ということで、男性２名の方が結ばれたというこでござ

いました。先日でもお話したのですが、婚活について、北部定住圏との協力ということで、

酒田市・遊佐町・庄内町と仲人的な組織を立ち上げているというのはお聞きしました。そこ

に三川町も酒田市で毎年、農業委員の女性の方が頑張っているところと組み合わせて、そう

いう中に組み込んでいくことがいいと思うのですが、その辺のことについてお聞きしたいと

思います。そしてまた、回数的にも開けば確実に結びついてくということであれば、年１回

でなくて複数回開催できないのか。この点についてお聞きしたいと思います。 

それと、がんばる農家支援事業の２１件の内訳は分かったのですが、先日同僚委員も質問

していたところもあるのですが、このがんばる農家支援事業の補助資格と言いますか、対象、

その使い勝手です。特に、都市との交流のところです。今農村の関係では、８件あったとお

聞きしたのですが、今横浜とか、神奈川県との繋がりの中で様々なことをやられている実績

があるところにおいては、手続き上、そこのところを毎年補助対象としていくようなことの

抑え方ということができないものかということをお聞きしたいと思います。 

それから、今度は決算書の８１ページになります。農林水産業種の中で、三川地域有機農

業推進協議会補助金が１５万から１０万円になった要因はどこにあるのかということ。 

それから、決算書の８６ページにあります農村環境改善センター費で、修繕料が９２万

6,000 円ほどということで、当初予算の８０万円から少し超えているのですが、この９２万

6,000円の修繕料の内容をお聞きしたいと思います。 

それから、決算書の８９ページにあります若者定着奨学金返還支援事業の山形県若者定着

支援基金出捐金です。これも 514万 8,000円ということで事業報告書には載っているのです

が、地方創生枠とこの市町村連携枠の違い・役割と言いますか、これの内容についてお聞き

したいと思います。 

それから、同じく８９ページにあります“プロスパーポートさかた”ポートセールス協議会

負担金とありますが、この内容についてお聞きしたいと思います。 

それから、９４ページにあります除雪対策費の中の修繕料 1,037万円ほどの内容について

お聞きしたいと思います。 

それから、９８ページの住まいづくり支援事業において、三川町住宅取得支援事業補助金

で、町内業者の方の加算が１０あります。あと、住宅リフォーム、住宅用太陽光発電システ
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ム設置、移住定住促進事業で町内業者の加算があったのは何回くらいあったのかお聞きした

いと思います。 

最後になります。同じく９８ページですが、空き家対策支援事業の 100万円が追加されな

かった点についての理由を伺いたいと思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤農業委員会事務局長。 

○説明員（齋藤仁志農業委員会事務局長） まず１点目の婚活事業に関わる件ですが、農業委員

会の方で開催をしております。事業につきましては、農家のおせっかいおばさんの会という

女性の農業委員の方が会を作りまして、その方々が中心になって開催をしております。そう

いった状況もございまして、実際には各農業委員会の事務局も加わりながらやっておるので

すが、実際大変でございます。そうした中で、複数回ですとか、また新たな取り組みという

部分につきましては、実際におせっかいおばさんの会の声も聞きながらになりますが、事務

局としては、今の形がいいのではないかと思います。また、継続を望んではいるのですが、

実際にこのイベントであっても継続が難しい状況になっていますので、そういったことを踏

まえながら判断していく必要があると思います。 

それから、２点目のがんばる農家支援事業です。オーダーメイドと言いますか、実際に活

動している農業者の皆さんがそれぞれ描いたものについて、広くいろんな形で町として応援

していこうというような内容になってございます。その中で、都市農村交流事業というのも

何本か支援をしているわけですが、その継続についてどうかということでございました。継

続してもって交流というのが、いろんな意味での成果が出てくるということは認識をしてお

りますし、必要性は考えております。ただ、事業として支援することが４年、５年、６年と

本当にそれでよろしいかということになります。できれば難しさは百も承知ですが、積み重

ね、段階を踏みながら自立的な形で交流ができればと思います。 

また、交流ができる内容に変えていくという方法もあろうかと思います。そうした面につ

いては、一例ではございますが、旅費を請求支援申請ではなくて、申請あった際に、では今

までの交流をステップアップするような形で、何か次の段階にいきませんかというような提

案をさせていただきながら、安全と旅費のみを毎年というような形ではなくて、ステップアッ

プするような形で交流が進むのであれば、継続しての支援を現在も行っております。そういっ

た視点で捉えていきたいと考えています。 

それから、３番目の有機農業の協議会に対する補助金の減額の内容・理由でございますが、

これについては、齋藤農政係長よりご答弁を申し上げます。 

それから、若者定着奨学金返還事業の出捐金の関係でございます。ご質問のとおり、２項

目の支援に分かれております。一つが地域創生枠ということと、もう一つが市町村連携枠と

いうことで、この違いでございます。基本的に一番大きな違いは、創生枠については、国の

奨学金をもらうという部分があります。それから市町村枠については、町の奨学金を利用し

ている人ということで、大きく二つに分かれることになります。 

それから、最後のプロスパーポートさかた、この協議会の内容につきましては、今野商工

観光主査よりご答弁申し上げます。 
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○委員長（町野昌弘委員） 齋藤農政係長。 

○説明員（齋藤一哉農政係長） 有機農業推進協議会の補助金が予算１５万円に対して、決算額

が１０万円ということの要因についてお答えします。こちらは、有機農業推進協議会への活

動の補助金となっておりまして、かかった経費の１／２を補助する内容となっております。

有機農業推進協議会の事業費が結果少なかったために、こちらの支援の金額も少なくなった

というような内容になっております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 今野商工観光主査。 

○説明員（今野 徹商工観光主査） “プロスパーポートさかた”ポートセールス協議会について、

ご説明申し上げます。 

この協議会そのものは、元々山形県と酒田市で運営していた協議会ではあります。今年度

からクルーズ船が酒田港に入航されておりますけれども、そういった事業の展開を図るとい

うことで、平成２８年度に改めて庄内地域の自治体にお声掛けいただいたものでございます。 

元々の主な業務としましては、酒田港のコンテナに関する事業が主なものでございました

が、先程申し上げたとおり、クルーズ船の関係の事業展開を図るということで、規約改正等

を行った上で、庄内の自治体も加盟したという形になっております。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋農村環境改善センター所長。 

○説明員（髙橋誠一農村環境改善センター所長） 農村環境改善センターにつきましては、経年

等もございますので、施設の修繕等、当初予算で収まりきれない部分等がございます。そう

した中で、事業報告書９０ページの方に、昨年度の大きな修繕と言いますか、１階女子トイ

レの配管修繕というのを載せております。なお、その他の修繕等もございますので、その内

容につきましては、鈴木農村環境改善センター主査よりご答弁いたさせます。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木農村環境改善センター主査。 

○説明員（鈴木武仁農村環境改善センター主査） それでは、私の方から農村環境改善センター

の主な修繕に関して説明させていただきます。 

昨年度は１７件の修繕を行っておりまして、他には農村環境改善センターのステージの幕

修繕。それから調理室のオーブンの修繕、ホールの照明器具の修繕などを行っております。

以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 黒田建設環境課長。 

○説明員（黒田 浩建設環境課長） 決算書９４ページの除雪対策費における修繕料の内容とい

うご質問でありました。こちらの内容等につきましては、事業報告書 104ページの方の別表

２の方に記載させていただいておりますが、主に除雪車の修繕に関わるものでございます。

以上でございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 遠藤環境整備主幹。 

○説明員（遠藤淳士環境整備主幹） 決算書で９８ページにあります住まいづくり支援事業の各

事業内容についてのご質問でございました。その詳細につきましては、事業報告書の 110ペー

ジを用いて説明させていただきたいと存じます。 

事業報告書の 110 ページにそれぞれの住宅リフォーム支援事業、また住宅取得支援事業
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等々の内訳が記載されている中で、ご質問にありました町内業者への加算につきましては、

（２）の住宅取得支援事業の新築の場合、それから中古住宅を購入した場合の２種類あるわ

けです。２８年度の場合は、１０件の町内業者の加算があったという状況でございます。 

また、老朽危険空き家の解体支援事業につきましては、せっかくの予算が執行されなかっ

たということにつきましては、２８年度に留まらず、以前からそういう状態が続いていると

いうところで認識しておるところでございます。基本的には低所得者に対する補助事業とい

うようなことから、ご承知のとおり町内に空き家が点在するという状況の中で、なかなかこ

の補助事業の活用に至らないという状況にございます。 

○委員長（町野昌弘委員） １番 鈴木重行委員。 

○１ 番（鈴木重行委員） 私の方から４点ほど質問させていただきたいと思います。 

初めに決算書の７９ページであります。５款１目に内職情報サービス事業負担金とありま

すが、この事業の内容についてお知らせいただければと思います。 

続きまして８１ページです。６款２目の農業振興会議委員報酬１８人分で６万 4,800円と

計上になっておりますけれども、予算の方だと９万 8,000円ほどで見ておられましたが、こ

の減額の要因についてお聞きしたいと思います。 

続きまして８２ページです。６款の３目の産地パワーアップ事業ということで、４件ほど

交付になっているようでございますけれども、この交付内容についてお聞きしたいと思いま

す。 

最後に９７ページ、２目の２番です。かわまちづくり整備事業とあります。２８年度工事

として様々行われたということですけれども、そのあとの管理。浸水エリアについては、簡

単なロープを張ってあるぐらいで、立ち入っていいものかどうか分からないような状況にあ

ります。カヌー等発着所は完成しているものと思いますけれども、土砂等堆積して、また草

で覆われているという状況にあります。田田大橋の下流部分の総合グラウンドの用地と思わ

れますけれども、昨年度に整地は行われたようですが、これもまた草で覆われているという

ことで、この辺りの管理の考え方について伺いたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） 最初に内職情報サービス事業負担金の件でございました。

これにつきましては、鶴岡市で就業支援事業を展開しております。こちらの方で、いわゆる

内職の情報を斡旋するというような内容になっておりまして、三川町でもその事業に参画さ

せていただくという形で、負担金で利用させていただいているところです。実際の三川町分

としてのデータになりますが、相談件数は延べ数ですが６１件あったようでございます。前

年度とだいたい同じくらいの件数です。その内、内職の斡旋になった件数については、３件

ということでございました。これも例年と同じくらいの数値になってございます。 

それから、２点目の農業振興会議委員報酬が予算より減額になっているという内容でござ

います。これについては、出席委員報酬をお支払する委員の方が欠席になったときに、減額

になったものでございます。 

それから、産地パワーアップ事業の中身でございました。４件ございます。個人の申請が
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３件でコンバイン、トラクターという内容。もう一つ、庄内たがわ農協が東部ライスセンター

のプラント等を大規模な改修を行いました。こちらの方を加えて４件の事業になってござい

ます。 

○委員長（町野昌弘委員） 黒田建設環境課長。 

○説明員（黒田 浩建設環境課長） かわまちづくり整備事業における管理の考え方ということ

でございました。 

昨年度に国が直轄工事で整備いたしました浸水護岸、あるいは低水坂路等の部分につきま

しては、維持管理ができやすいような形で、土砂等が溜まりにくいと申しますか、溜まって

も自然に流下するような整備を、ある程度は考慮して整備したと聞いているところでありま

す。 

それから、町の方で実際に昨年度実施しました工事においては、休憩広場等の整備工事を

行ったところであります。ただ、昨年度は予算との関係で、排水設備等、どちらかと言えば、

下層路盤の整備等に終わったわけであります。こちらについては、本年度においても継続事

業ということで、また間もなく工事に入る予定となっております。本格的な維持管理につい

ては、本年度の工事が終了した後にそういった新たな施設の部分についても対応していく考

えであります。 

なお、国の施設等、そういった管理の状況等について、いろいろ国とも協議しております

ので、加藤建設環境課長補佐から、その部分についてお答え申します。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長補佐。 

○説明員（加藤直吉建設環境課長補佐） それでは私の方から、かわまちづくり整備事業の維持

管理関係にお答えしたいと思います。 

現在国で整備しました浸水護岸およびカヌー発着所につきましては、管理についても基本

的に国が行うということで、委員ご指摘のとおり現在危険な状態です。これは今年度に解消

したいという方向で協議を重ねてまいっているところでございます。 

今年度につきましては、国の方でまた新たに下流の部分にカヌー発着所の建設を１０月以

降、渇水期に行うということで、整備の協議の調整をしているところです。それに合わせま

して、本町の事業についても、維持経費の軽減を図るために渇水期の施工ということで、現

在まもなく発注する予定となっているところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） １番 鈴木重行委員。 

○１ 番（鈴木重行委員） 内職情報サービスもですが、先程同僚委員からもありました三川町

宅配サービスということで、これから高齢化、高齢者世帯が増加の中、需要が高まるという

ことが考えられますので、現状を把握しながら対応を努めていただきたいと思うところであ

ります。 

農業振興会議の欠席者がおるということでありますが、平成３０年度問題と農業問題、

様々な課題を抱えていると思われますけれども、そういった農業商業団体の活発な活動とい

うものが重要視されているということでありますので、多くの声、多方面からの角度からの

意見が一番大事なのではないかと思いますので、なるべく参加していただいて活発化を促し
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ていただければと思うところであります。 

かわまちづくりの件でありますけれども、工事は順調に進むものかと思っておりましたが、

やはり工事と工事の間が空いてしまうということで、工事が始まれば施工業者が管理・責任

になってくると思います。工事と工事の間の管理責任者といったものを明確にしないと、万

が一の事故への対応ということで、様々な問題が起きる可能性があるのかと思いまして、質

問させていただきました。 

継続して工事が進むものであればいいと思うのですけれども、今回秋以降の工事終了後の

管理責任というものの検討が少し必要なのかと思うところであります。 

もう１点だけお願いします。 

８１ページの食の都庄内ブランド戦略会議負担金とありますが、この会議の内容と、もし

分かれば今後の方向性等があればお知らせいただきたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） 食の都庄内ブランド戦略会議の活動の内容でございます。

これにつきましては、今野商工観光主査よりご答弁申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 今野商工観光主査。 

○説明員（今野 徹商工観光主査） 食の都庄内の会議につきましては、庄内地方の自治体と商

工関係者、あと食堂とかの関係者も構成員となっております。今食の都庄内ということで、

庄内空港の名前も“おいしい庄内空港”となっているとおり、庄内の食を全国にＰＲしていこ

うというところが主な狙いです。 

協議会としては年２回、あと担当者会議としては２ヶ月に１回くらい会議開催をして、食

の都庄内というものをいかにＰＲしていくかというところを協議しているところであります。 

○委員長（町野昌弘委員） ４番 佐久間千佳委員。 

○４ 番（佐久間千佳委員） 私からも何点か質問させていただきます。決算書の方を中心に話

をさせていただきます。 

初めに８０ページ、６款１項です。先程同僚委員の質問の中にもありました、農地利用最

適化推進委員報酬ということで計上されております。メリットの方が大きく、デメリットは

なかったという説明でありました。この推進委員は、今年新たに設立と言いますか、位置づ

けされたものだと思います。その委員の中でも、その会議に対する権限、そういった位置づ

けの中で、町としてはデメリットの方は感じなかったのか。委員自体の作用をどう捉えたか

というところを１点お聞きします。 

続きまして８２ページ、６款１項の中の流通対策事業ということで、県青果物価格安定対

策事業補給準備金負担金ということで計上されております。これの発動状況等の説明願いま

す。 

続きまして８５ページ、みどり環境推進事業であります。県内には山林は持っておりませ

んけれども、県とのこの事業の関わりの中で、事業報告書の方を見ますと、公共設備と言い

ますか、小学校などの事業に当てられているという認識ですが、これの捉え方。例えば、町

内会等からもお話があったかどうかなど、その中身について少しお伺いします。 
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また、木のぬくもり体験事業ですが、これも森の散策等をされているということです。町

有林なども含めてどう捉えていったのかというところも説明願います。 

また、８５ページの下ですが、人・農地プラン推進事業ということで、機構集積協力金 800

万円が計上されておりまして、経営転換協力金という内容で全額上がっているようでした。

町での集積の進捗状況、出し手と受け手のギャップ等を把握できているところを説明お願い

いたします。 

続きまして８９ページ、７款１項の３目です。赤川花火大会の負担金ということで、３０

万円が計上されております。他の自治体と言いますか、鶴岡市の負担金等はどういった状況

なのか。また、今後の負担をどう捉えているのかというところをお聞きします。 

もう１点です。９４ページの８款２項の４目。除雪対策費の中で修繕料。先程の説明の中

にありました。ドーザーと散布車の修繕にあたっているということでしたが、その中身を具

体的にと言いますか、大きく 100万円以上修繕しているところが２台。あと、散布車は今年

度に別のリースに切り替えるという説明でしたが、それにも四十何万円かの修繕がかかって

おります。その捉え方。まだ使うつもりで修繕したのかどうかというところも踏まえて説明

いただければと思います。 

続きまして９７ページ、８款５項１目の住宅管理費の修繕料８７万円ほど計上されており

ます。中身を見ますと、北田団地と横山団地の設備の修繕ということで上がっておりますが、

三川町は公共施設等の総合管理計画との整合性と言いますか、どのレベルまでの修繕を見込

んでいるのかというところをお聞きします。 

最後になりますが、９８ページの住まいづくり支援事業であります。三川町住宅リフォー

ム支援事業補助金ということで計上されておりまして、中身の方も事業報告書の方でありま

すが、住民からの要望という中で、こういった種別が出てきたのか。それとも、町がこうい

う種別しか対応できませんよということで上げているのかというところも含めて、中身の方

の説明をお願いします。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤農業委員会事務局長。 

○説明員（齋藤仁志農業委員会事務局長） １点目の農地利用最適化推進委員と農業委員とのい

わゆる業務上の差ですか、これは法に基づいたものでございまして、農業委員については、

許認可権を持っております。農地法に基づく許認可の権限です。ですが、最適化推進委員に

つきましては、そういったものを持ち得ておりません。ですので、明らかに業務上の差は生

じております。また、これは差がある・なしがどうのというものではなくて、それぞれの役

割という形で捉えております。 

それから、２点目の流通対策事業でございます。２８年度については決算にも出ておりま

すとおり、発動が少なかったといった形で支出額は少ない状況でございました。ただこれは、

セーフティーネットというような位置づけの事業と捉えておりまして。万が一、野菜等、対

象のものが急激に下がって、いわゆる生産を回転することも難しいというようなことを防ぐ

ためのものでございます。そういった視点で継続した事業として捉えております。 

それから、みどり環境推進事業のことでございます。確かに２８年度の実績を見ましても、
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最初に学校関係の要望を優先にしながら、県産材の利用啓発、役割の啓発等を行ってきてお

ります。そうした中で限定したものではございませんので、今現在は町内会等からの要望等

というのはいただいていないと承知しておりますが、そういった要望等についても、もしあ

れば受ける状況にはございます。 

それから、木のぬくもりの体験事業です。この点につきましては、齋藤農政係長よりご答

弁申し上げます。 

そして、４点目。人・農地プランの関係での機構集積の状況でございます。いわゆる機構

をとおしまして農地を集積するという流れを作るわけでございますが、現実のところでは、

農地を出したい、受けたいという人の集計した面積については、かなりのギャップの差がご

ざいます。制度上はそういった仕組みではございますが、現実的にはまだやれるという形の

方がおりますので、そういった方が皆出しますよという形で、どんどん増えるというふうに

はなっておりません。一方で、受け手については、人・農地プラン等に担い手として位置づ

けたところもございまして、将来的にはこういった面積を受け入れたいというような集計も

ございますので、その差が出ているところです。 

現実的に数値的に言えば、平成２８年度の途中数値ですが、担い手の集積率は６８％前後

がありました。現在は、直近では７０％を超えた集積率になってございます。 

もう１点、赤川花火大会の件でございました。町としては３０万円という形で負担金を出

しておりますが、鶴岡市の花火大会の記念大会というところでは４０万円出したところもご

ざいます。近年では３０万円という部分で通しております。 

鶴岡市はどうなのかということでございますが、鶴岡市は 1,500万円ほど出しております。

大きく支えているようです。今後についても、この金額の中で応援していきたいというふう

に考えております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤農政係長。 

○説明員（齋藤一哉農政係長） みどり環境推進事業の中の里山歩き交流会、木のぬくもり体験

事業についてのご質問でございました。この事業につきましては、みどり環境推進事業の中

の一つのメニューとして、その大枠の目的である町民に対する緑の意識の向上ですとか、そ

ういうものを目的として開催しているものであります。２８年度につきましては、公民館の

里山歩き事業とタイアップさせていただいて、行わせていただいた内容で、参加者に対する

緑・環境・林とかに対する意識の向上が主な目的となっております。 

質問の中に町有林との絡みもあったのですが、現在は町有林との絡みというのは全く考え

ていないのですが、今後必要であれば検討していかなければならないかなと思います。以上

です。 

○委員長（町野昌弘委員） 黒田建設環境課長。 

○説明員（黒田 浩建設環境課長） 事業報告書 104ページに記載の除雪車の修繕料に関わるご

質問でありましたけれども、こちらの修繕料につきましては、シーズン前に修繕をしている

内容がほとんどでございます。したがいまして、こちらの修繕料については、昨年の夏から

秋にかけての稼働前に稼働できる状態に修繕するという前提の修繕料ということになってお
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ります。 

ここの中の高額の修繕料の内容はというご質問がありましたけれども、現在手持ちに２台

分の修繕の内訳がございませんので、後程お答えさせていただきたいと思います。 

それから、修繕とそういった機械等のある意味機械の寿命ということだと思うのですが、

そういった部分については、先の補正予算の中でもお話しました。例えば、凍結防止の散布

車などについては、今年度事前見積の中で非常に高額な修繕の見込みがあるということで、

機械の導入時期とか今後の機械寿命、そういったことを考慮すると更新の方が今後の経費の

部分では有利であろうという判断であります。 

台数それぞれに除雪車台帳というものがありまして、過去にどういった修繕を行って、ど

ういった経費がかかってきたかをひと目で分かるような除雪車台帳が整備されております。

毎年高額な修繕がかかるものについては、やはりそういった更新の考慮をする時期なのでは

ないかということで毎年判断しているところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 遠藤環境整備主幹。 

○説明員（遠藤淳士環境整備主幹） 決算書の９７ページの住宅管理費。また、次のページ９８

ページにおきます住まいづくり支援事業についてのご質問につきましては、事業報告書の

109ページ及び 110ページを用いて説明させていただきたいと思います。 

最初に事業報告の 109ページにあります住宅管理費にそれぞれ修繕費、また工事費という

ことで、北田団地、横山団地それぞれにかかる経費、工事費等の詳細を載せさせていただい

ているところでございます。基本的に修繕を要するというものにつきましては、この住宅を

利用するにあたって緊急性の必要があるという修繕が必要というものにつきまして、対応を

しているというものでございます。 

また、工事費につきましても、同様の考え方になっているところでございます。その中に

は、公共施設の長寿命化という考え方もいくらか工事費の中では盛り込んでいるところもご

ざいますが、今のところは、この用途を確保するための極めて緊急性の高い対策というよう

なことで対応をしている状況でございます。 

続く事業報告書 110ページに、それぞれの住宅住まいづくり支援事業の詳細が載っている

ところでございまして、その中の７の住宅リフォーム支援事業に関しまして、「部分補強」

「省エネ化」「バリアフリー」に関する項目ということで、その内訳を書いているところで

す。基本的にこのリフォーム支援事業につきましては、県の事業も密接に関係しているとい

うものでございます。そういったことから、空き家対策というようなことも絡んでの現在住

まいになっている住宅をいかに長く利活用いただくかというようなことが根底にあるところ

でございます。合わせて省エネ、また高齢者対策のバリアフリーということでの対象項目が

列記されているというものでございます。 

その下の（２）の住宅取得支援事業につきましては、国の政策というようなものもござい

まして、先程ご説明させていただいたところでございます。 

また、その下の（３）の住宅用太陽光発電システム、更には（４）の移住定住促進事業は、

町といたしまして、ぜひ普及させていただきたいということから取り組んでいるものでござ
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います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ４番 佐久間千佳委員。 

○４ 番（佐久間千佳委員） ただいまの説明の中で、まず初めに農業委員会の農地利用最適化

推進委員に関しましては、法に基づいてという位置づけであるということでしたが、この委

員の意見もしっかり吸い上げられるような体制と言いますか、そういう姿勢を取っていただ

ければと思います。 

また、流通対策費でございますけれども、決算の場ですので少しそぐわないかもしれませ

んが、答えられる範囲で結構ですので、答えていただきたいです。今後法制化されると見ら

れる収入保険制度に絡めて、この事業自体をどうしていくのか。２８年度では、当然その事

業が見えなかったので計上されておりますけれども、今後この事業の継続のあり方について

どう捉えているかということを、もしお答えできれば答えていただきたいと思います。 

みどり環境税に関しましては、今後町内会の要望も捉えていくという説明でありましたが、

現在県の方と直接その事業をやり取りしている町内会があると認識しておりますが、その町

内会との今後の事業での継続性などをどう捉えているのか。そのまま町で事業継続できるの

かどうかというところも説明いただきたいと思います。 

また、人・農地プラン。集積協力金ということで、ギャップの方がやはりあるということ

でした。行政としてもますます強力に、この関わりをもって推し進めていかなければならな

い問題だと思いますので、さらに推し進めていただきたいと思います。 

赤川花火大会の件ですが、鶴岡市は 1,500 万円ということで、桁が違うという話でした。

例えばですけれども、少しお聞きしたいのが、負担金を出すと、一般の場合ですと枡席など

のサービスがあるかという認識です。行政に対してはそういうサービスがあるのかどうか。

もしあれば、それをどういう活用をしているのかというところをお聞きしたいと思います。 

最後の住宅の北田団地、横山団地の件ですけれども、お聞きしたかったのは修繕の中身も

そうですが、その修繕をどの先まで見込んで修繕したのか。期間をどのぐらいの設定にして

修繕したかというところをお聞きしたかったです。例えば、設備に関しましても１０年保つ

ものや、１５年保つものもあると思います。そのグレードをどう捉えて修繕していったのか

というところをお聞きします。 

最後になります。住宅リフォームの件でありますが、町内においては、新しい新興団地で

あるとか、そういうところにおいて、だんだん第二形態のリフォームが始まってきていると

いう声も聞きます。世帯の変化であったり、そういうところの声がこの２８年度に対しまし

ては上がってきたのかどうか。やはり子育て世代の子どもが多くなって手狭になってきたと

いう声も聞こえてきているわけですが、２８年度においては、そういう声が聞こえてきたの

かどうか。 

○委員長（町野昌弘委員） 暫時休憩します。            （午前１０時３１分） 

○委員長（町野昌弘委員） 再開します。              （午前１０時５０分） 

○委員長（町野昌弘委員） 引き続き審査を続行します。 
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○委員長（町野昌弘委員） 先程答弁漏れがございましたので、答弁を許します。 

○委員長（町野昌弘委員） 黒田建設環境課長。 

○説明員（黒田 浩建設環境課長） 先程ご質問がありました事業報告書 104ページに記載され

ております除雪車の修繕料のうち、100 万円以上を超える高額な修繕の内容等についてのご

質問がありました。こちらにつきましては、シーズン前の点検にかかる修繕と、それからシー

ズン中であっても不具合があった場合にかかる修繕等がございますけれども、具体的な内容

につきましては、加藤建設環境課長補佐よりお答え申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長補佐。 

○説明員（加藤直吉建設環境課長補佐） それでは、ただいまの質問について私の方からお答え

したいと思います。 

除雪作業者の修繕でございます。先程課長の方からもありましたが、シーズン前、またシー

ズン中における車両の修繕となっております。100 万円以上の高額なものということで、詳

細なものもございますので、掻い摘んでお話したいと思います。 

初めにロータリーＮＲ 208、車幅 2.2 ｍの大型の除雪機械でございます。これにつきまし

ては、当初点検時にエンジンのトランスミッションの方に不具合が生じました。このトラン

スミッションを直さないと走れないという状況になるものですから、こちらの方を修繕いた

したところです。この修繕に要した金額につきましては、125 万 8,794 円ということで、エ

ンジンをばらすということから、高額になったところでございます。また、ＮＲにつきまし

ては、それに付随してなのか分かりませんが、シーズン中にロータリーのソリの部分、下に

付いているものでございますが、この高さが微妙にずれたということで、片側に荷重がかかっ

たものと思われます。この部分で９万 9,000 円ほど。また、反対側についても１０万 1,000

円ほどと、シーズン中における詳細な部分が出てまいりました。 

また、もう１台の方ですが、ドーザーＦＬ 180につきましては、シーズン前の点検におき

まして、除雪機械の命とも言える排土板のスライドに不具合を生じました。こちらが動かな

いと除雪ができないということで、これも全面ばらして長さ及びピッチ等修繕をかけたとこ

ろでございます。この修繕につきましては、123 万 4,928 円ということの高額になったとこ

ろでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） 農地利用最適化推進の方々の意見等を取り入れるという状

況でございますが、実際には農業委員会総会に同席をいただいております。その場で、裁決

等に参加することはできませんが、会議終了後に委員の方々に意見等がないかという形でお

声掛けしております。また、全員協議会もございますので、そういった場でも推進委員の方

からご意見等をいただく機会はございます。 

それから、二つ目の流通対策と、これから動く収入保険制度との関わりでございます。確

かに県が制度化している流通対策事業につきましては、国と県の補助金が入ってございます

ので、その関わりがどうなるのかというのは不透明でございます。ただ、もう一方の町の制
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度については、町と生産者と農協の３者で運営しておりますので、こちらについては、継続

については問題がないのではないかと考えております。 

それから、みどり環境の関係でございました。委員が言われるのは、県の事業に公募の事

業がございまして、そちらの方の取り組むルートがあるようでございます。ただ、町として

は広報活動という形で事業を受けていまして、機転の良さの中で、木製ベンチですとか、そ

ういったものを学校等に配置してきた経過がございます。それについて、例えば町内会から

も「ベンチが欲しい」というようなことであれば、受け入れる余地はあるということでござ

います。今の公募の仕組みと町が受けている事業とは別と考えておりますので、できる範囲

での対応はできるかと思います。 

それから、人・農地の協力金の関係です。実際に対象となる方が、経営を転換する、もし

くは辞めるといった形の方の農地を、機構を通していった場合に協力金というお金が出し手

の方に入るわけです。仕組みとしては、農地の集積を推進するというような目的のための協

力金でございます。実際にそういった動きがあれば、十分活用するような方向で取り組みを

進めてまいりたいと考えます。 

それから、赤川花火大会でございます。町も協賛し、負担金という形で参加をしておりま

すし、現場に行かなくてもその花火を見るということで、恩恵を受けております。その際に、

枡席という形で何か提供がないかということですが、昨年度からなくなりました。ですので、

その対応はしておらないところであり、町長なり議長が来賓として招待されるという部分は

ございますが、一般の枡席は昨年度からなくなったということでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 遠藤環境整備主幹。 

○説明員（遠藤淳士環境整備主幹） 事業報告書 109ページの町営住宅に関わる修繕についての

考え方ということでございましたが、いわゆる長寿命化を図るという備品等、器具・機材で

あれば、全体的な修繕というメンテナンスというような手法もあるわけでございます。今の

ところ本町におけます北田団地、横山団地のそれぞれの修繕につきましては、まずは住居生

活が確保できるような修繕に留めるというところでありまして、その結果、長期にわたって

今後また活用ができるものという考え方でおるところでございます。 

続く事業報告書 110ページの住宅リフォーム支援事業に関するご質問では、三世代同居に

関わるリフォームの件数というようなことでございましたが、２８年度の場合は、７件の三

世代同居にかかる補助ということで執行しております。 

特に項目としまして、三世代同居ということに分けられるわけです。その中身といたしま

しては、まずは三世代世帯に該当させる工事となりますと、補助率も高いというようなこと

がありまして、いろいろと条件がついてございます。１０平米以上の床面積を増やす増築を

行う、もしくはトイレ・浴室・洗面所・台所等増設を行う。さらには、バリアフリー化を進

めるというようなことで、そもそもこの住宅リフォーム事業につきましては、先程も説明さ

せていただきましたとおり、県の事業と密接に関係する内容でございます。まずは、人口減

少対策という大きな目的のもとに、三世代の場合、それから移住される方、さらには子育て、

新婚の方々もこのリフォーム事業をもとにして、住宅を修繕した場合に補助の対象になると
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いうような内容になってございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ６番 芳賀修一委員。 

○６ 番（芳賀修一委員） 決算書の方から質問したいと思います。 

最初に８２ページ、農林水産費の学校給食における米粉利用促進事業費１０万 2,000円ほ

どとなっておりますが、予算より少ない実績です。米粉の原料の調達方法と、それからどこ

で加工されているか、その辺の状況をお願いいたします。 

それから、決算書８５ページの一番下の方ですが、青年就農給付金事業交付金 250 万円。

これ２人分ではないかと思いますが、予算 600万円ということで計上されております。これ

はたぶん、当初予定よりも申請が少なくなったということだと思うのですが、途中で申請を

諦めると言いますか、止めてしまう方もおられたのかと思います。せっかくの制度を利用で

きなくなっている状況もあるようなので、その辺の事情について分かればお願いします。 

それから、８８ページ。商工費の最初のところに、商工振興費の山形大学農学部地域産学

官連携協議会負担金１０万円とありますが、農学部なのに、なぜ商工費にあるのかが不思議

に思ったので、この点についてお伺いしたいと思います。若干、後々の処理と言いましょう

か、協力を仰ぐ意味での違いももしかしたら出るのかと思いまして、質問させていただきま

した。 

それから、次の８９ページです。６番の産業連携推進プロジェクト事業の６５万円の中で、

地域産業活性化支援事業補助金５０万円の予算に１５万円の実績。これはいろいろ監査等の

ご指摘もあったような気もしましたが、基本的なその利用率が低い要因について、どのよう

に把握しているのかお伺いしたいと思います。 

それから、９７ページの土木費です。かわまちづくり整備事業の謝礼３万 3,000円という

ことで、これ委員の謝礼だと思います。委員の方は１２名なので、たぶん出席が１１名なの

かというふうに判断いたしました。中身を見ますと、会議内容が計画の事業経過等というふ

うにありますけれども、その委員の話し合いの中では、経過説明が当然必要ですけれども、

今後の管理運営についての話し合いはあるのかどうか、その辺についてお伺いしたいと思い

ます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） １点目の学校給食の関係の中で米粉利用。その原料の調達

方法と、どこで加工しているのかというようなご質問でございました。これにつきましては、

今野商工観光主査よりご答弁申し上げます。 

２点目の青年就農給付金。これの状況・内容でございました。実は、その要件を満たす方

は３名おりました。その内の１名につきましては、所得要件が 150万円もしくは 200万円と

記憶していたのですが、それを超えると給付の対象から外れます。そういった状況の方が１

名おりました。残り２名の方については、うち１名については、満額の７５万円の２回で 150

万円の給付がなされました。もう１人については、実は所得が上がることに対して、給付額

を下げるというような仕組みが導入されておりまして、その結果として、端数がついた方、

150 万円に満たなかった方が１名ということで、結果として以上の状況の中で、給付額に変
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動があったということでございます。 

それから、３点目の山形大学農学部の関係でございます。農学部ということで、農政サイ

ドではないかと言われてみれば、そうかなというような思いも今しておりますが、だいぶ前

から商工サイドでさせていただいておりましたので、この辺については、後程内部で検討す

べき項目かと思います。 

それから、地域産業活性化支援事業の関係です。利用が少ないという状況については、課

題として捉えておりました。農業サイドであるがんばる農家支援事業については、発足、設

計当初からいろんな形で農業者の方に紹介しながら、多くの利用がある中で、定着していっ

た経緯がございます。一方、商業サイドの事業については、なかなかそういった状況では、

農業サイドでは違いがあったかなと思っています。商工会を通しながら、もしくは機会を経

て、広報とも使いながらＰＲをしておりますが、やはりそれに対してやってみようという方

が少ないということで、こちらの周知等についても、まだ課題があったかなと思っておりま

す。 

なお、この事業については、課題として捉えておりましたので、新年度いわゆる本年度で

すが、事業組換という形で、実効性の上がる事業に組み替えております。 

○委員長（町野昌弘委員） 今野商工観光主査。 

○説明員（今野 徹商工観光主査） 学校給食の米粉利用の部分です。商品の購入については、

押切小学校におります栄養士が発注かけている関係上、その詳細については把握しておりま

せん。米粉を利用した給食を提供した場合に補助をするというような形になっておりますの

で、その詳細については、こちらとしては把握していないところであります。ただ、学校給

食の関係でありますので、粉ものを扱う場合に、ちゃんと検菌をしているものでないとたぶ

ん扱えないと思いますので、そちらについては、後で調べてお伝えしたいと思います。以上

です。 

○委員長（町野昌弘委員） 黒田建設環境課長。 

○説明員（黒田 浩建設環境課長） かわまちづくり推進協議会における協議の中で、管理運営

の関係のどういった協議をなされたかといったご質問かと思います。 

この３月に開催しましたかわまちづくり推進協議会においては、前段で町の事業概要と、

初めて委員になる方もいらっしゃいましたので、そういったことで事業概要と事業経過の説

明。それから、２９年度以降の工事の予定も説明させていただいて、最後の方に意見交換と

いうことで、施設の利活用と維持管理についてということで、委員の皆さんから、それぞれ

ご意見を頂戴したところであります。 

その中の管理運営に関して、直接的なご意見というのは少なかったわけですけれども、ど

ちらかと言いますと、施設の整備についての確認でありますとか、そういった部分が多かっ

たです。維持管理経費については、例えば櫛引でありますとか、近隣のそういった例を参考

にしたらいいのではないかとか、そういったご意見も頂戴したところでありあます。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） 先程ご答弁申し上げました中の、山形大学農学部地域産学
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官連携協議会負担金に関わるもので、なぜ農学部であるにも関わらず商工のサイドの表記に

なっているのかということでございました。確認しまして、以前は農政サイドのところに位

置づけされておりましたが、内容的に見ても産業という形で、もっと大きく捉えようという

判断があったようでございます。現在は商工の方に載っているということでございました。 

○委員長（町野昌弘委員） ６番 芳賀修一委員。 

○６ 番（芳賀修一委員） 今お答えいただいた点について、再質問させていただきます。 

最初の米粉の利用については、栄養士の判断ということでした。いろんな衛生面の条件が

当然あるので迂闊なことは言えないかもしれませんが、できれば地元の米を使って、加工業

者については、地元でできるのかどうか疑問でもありますが、なるべく地産地消促進事業は

別個にあるので、組み合わせられるのかは別ですが、その辺の地元産に配慮するというよう

な検討も必要ではないかと。決してないわけではないので、その辺をもう一度伺いたいと思

います。 

それから、青年就農給付金事業費ですが、これもなかなか条件が合わなくて、所得が多く

て貰えないというような経過があるということでした。これは農業所得だけではなくて、例

えば、冬場に他のところに働きに行ったということも合算になります。これが問題です。純

粋に農業所得だけであれば、その要件をオーバーするということは、そうそうないはずです

けれども、働きに行って所得を確保しようと思うと、それでオーバーしてしまうというよう

な、これは非常に制度的に変な仕組みだと思います。これは国の制度なので、簡単には訂正

できないかと思いますが、ただ、対象となりうるような若い農業青年と言いましょうか、後

継者は結構おられます。ですから、それで貰えないという方も結構おりますので、この辺、

運用の仕方で知恵を出し合いながら、何とか国の制度を上手く使う方法はないかということ

を検討してみるべきではないかと思います。 

それから、山形大学の件は分かりました。せっかく連携協議会が負担していると、その会

議に出ているかはどうか分かりませんが、東北公益文科大学も隣にあるわけなので、東北公

益文科大学との関係もあるでしょうが、もっと大学との連携する方法も考えるべきではない

かと思います。学生が農業体験とかしている例もありますし、町づくりに参加しているとい

う例もありますので、その辺の連携の仕方も検討するべきかと思いますが、その辺いかがで

しょうか。 

あと、地域産業活性化支援事業の補助金の件です。私が議員をしていたときに、商業サイ

ドでもがんばる農家支援的なものがあればいいのではないかというような話をした経過があ

りまして、それだけでできたとは思いませんが、制度的には商工業者にとてもいい制度だと

思いました。 

組み直しという意味では、いろいろ検討なされるかと思いますけれども、単純に申し上げ

ますと、要件を見ると使いづらい感じはします。がんばる農家の方は、途中で要件を変更し

ているのです。小型の機械を入れるというふうなことをがんばる農家でやっていますが、そ

れも途中から加わったのです。商工業の方は、例えばお菓子屋をやっていて、小さい加工機

械を、小さい加工機械は高いのですが、そのような補助金等には該当しないのです。ですか
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ら、その辺も含めまして、もっと考えれば利用勝手のいい制度になるのではないかと思いま

す。でも、ここに販路拡大事業というものがありまして、補助対象経費の１／２以内、５万

円まで補助する。これ申請者ですので、個人事業者でも５万円まで、最大１０万円の負担が

１／２になりますけれども、これはなかなかがんばる農家にはない制度だと逆に思いました。

方法としては、がんばる農家と一緒にするという手もないかと。要するに、商工業と農業が

一緒に一つの事業をするということもありうるので、がんばる産業育成制度とか、名前はと

もかく、それも一つありなのかなと思いましたので、いかがでしょうか。 

それから、かわまちづくりの委員の報酬についてです。これも私も参加していたことがあ

りますが、最初委員は公募しました。最初に委員で集まったときは、実は委員の手当はなかっ

たのです。逆に、手当がないということは、委員の人は熱意で参加するし、熱意で意見を言

うわけですので、逆に良かったのではないかという思いもありました。そういう意味では、

報酬を貰って委員として発言するのではなくて、むしろ、かわまちを真剣に自分の立場でも

のを考えて発言する。その発言に対しては責任を追わざるをえないわけです。報酬も何もな

いし、自分の言ったことなので。ですから、方法としていろいろあると思いますが、今更報

酬をいらないだろうと言うと委員の人に怒られますので、そう大きくは言いませんが、町民

参加というようなことを考えた場合には、すべて報酬を払って委員として意見を求めるとい

う方法だけでなくても方法があるのではないか。むしろ参加意識は、例えば反省会をすると

かという格好でもいいですので、委員として１日報酬を払うというやり方がすべてではない

のではないかと思います。その辺いかがでしょうか。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） １点目の米粉利用でございます。学校の方で栄養士を中心

に使われておるので、詳細については掴んでいないというような１回目の答弁をさせていた

だきました。実際に地元の米を使っているのか、そういったものを少し確認したいと思いま

す。もし、そういう状況でない場合において、使うことができるのかどうかというのも、い

わゆる研究課題という形で捉えさせていただきます。 

それから、青年就農給付金です。委員が言われるとおり、給付されるハードルが高い。か

なりいろんな項目がございますが、その中の一つが所得の部分です。貰う方でなく、いわゆ

る制度を作った国なりの立場で見れば、所得がきちっとある方については、税金を使って応

援をするのはどうかというような部分での線引きだと思います。ですので、そういった部分

では、農業に新規で飛び込んで、本当に経営的にも最初は大変だという方を応援する仕組み

ですので、ある一定の所得が頑張って得られたということであれば、やはりそういった判断

はあるのかと思います。 

それから、町として運用できないかということでございましたけれども、これはそういっ

た視点から考えても難しいのかと思います。逆に、給付金が貰えない状況になったというこ

とを喜ぶべきだと思いますし、できれば農外所得が農業所得の方に移行できればと期待はし

たいところです。 

それから、山形大学農学部、商工うんぬんの場所についてはご理解いただけたということ
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でございました。連携をもっと強化したらどうかということについては、確かに農学部はい

ろんな形で地域産業等に関わりをいただいておりますので、そういった面では、今後やはり

連携強化という視点で、何かできないか探ってみたいと思います。 

それから、最後の地域産業活性化支援事業でございます。利用がなかったという部分につ

いては、裏を返せば使いづらいところもあったのではないかということでした。確かにそう

いった面があるということでの課題を私どもも思ったということで、先程ご答弁申し上げた

ところです。 

実は、事業ありますよというだけでなくて、掘り起こしをやっていました。具体的にどう

ですかと。やはり多くの人に紹介するのは当然ですが、実際に向かえる人というのは限られ

ています。商品化したりとか、そういった部分については、農業者と商業者に手を結んでや

りませんかというような形も含めて、掘り起こしを行って、なお、少なかったという状況も

ございます。ですので、現在組み直して新年度から取り組んでいますということについては、

ふるさと応援寄附金の返礼品、いわゆる商品化という部分に絡めて支援できる事業に変えて

いるところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 黒田建設環境課長。 

○説明員（黒田 浩建設環境課長） かわまちづくり推進協議会の開催時における報酬というご

指摘でありました。謝礼でございますが、あくまでも参加された方に、町からの謝礼の品を

差し上げるというようなものであります。ただ、この謝礼については、かわまちづくり推進

協議会のみならず、町の他の協議会、あるいは委員会等でも通例で日中や半日なり休んでお

ります。特にかわまちづくり推進協議会などは、委員の中に企業からの代表メンバーとかが

おります。そういったことでご負担をおかけするという意味で、謝礼の品を配付していると

ころでございます。そういった他の委員会等のバランスも考えて、今後検討すべき課題かと

思われます。 

○委員長（町野昌弘委員） ９番 梅津 博委員。 

○９ 番（梅津 博委員） それでは、事業報告書を中心に数点お願いします。 

最初に、事業報告８０ページ、６款１項３目の農業振興費の中にあります、そのページの

一番下、瑞穂の郷づくり事業について伺いたいと思います。 

２７年から２９年までの３ヵ年の事業と受け止めておりますし、２８年度の実績の中で、

直播システムということで７件、それから色彩選別機４件、先進特任機械５件。この項目の

中で、先進特任機械について新たに項目として幅が広がったのかと思いますが、その詳細の

内容の説明を求めます。 

それから、この中で直播システム７件が入っているのですが、後段の生産調整の細目、作

付け状況を見ますと、直播の面積は２７年度から２８年度にかけて 1.76ha増と。若干なりの

増加はありますけれども、あるいは２６年から比べれば、この事業によって４ ha、５ ha 増

えたということがありますが、この１台 100万円近くする直播きシステムのアタッチメント

の能力からすれば、作付けの増加は非常に微妙な数字かなと思われます。 

当然大規模を目指して、直播きというものを試験的に導入しながらという部分も考え方も
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あるわけですけれども、投資の効果ということからすれば、明らかにまだまだ効果としては

出ていないのではないかと私は考えます。その辺の捉え方をどう捉えているのか伺いたいと

思います。 

それから、８５ページ。７目の農政対策費の関係です。先程も若干触れましたが、生産調

整に関わる内容です。中段に生産目標（限度）数量換算面積と作付面積ということで、どれ

ぐらい生産調整の面積としてやられたのか。これは主食用の米の作付け面積。裏側から見た

数字ですけれども。２７年度から比べますと、主食用の作付け面積が 12.8減ったということ

で、それぞれ一般作物、特例作物、あるいは直播き、特に加工用米が増えたようですけれど

も、そういった内容はこの表で分かります。参考の数字として、614 戸が実施しましたと。

この戸数も毎年減っています。では、三川町の農業者の中で、この生産調整に協力しなかっ

た農家は何戸なのか。過去においても２、３戸いたわけですが、２８年度においてはどのよ

うになっているのか。 

それから、換算面積の差ということで、13.0ha出ていますが、これはいわゆる深掘りによ

る数字なのか。あるいは、個々の生産調整の誤差による多い・少ないがありますので、その

誤差によるものなのか。その辺の内容について説明を求めます。 

それから、商工費の方に入りますが、９４ページです。７款１項３目の観光費になります。

三川町観光協会の負担金ということで、725 万円が実績として歳出なった。予算の増額とい

うものがありまして、事業の内容が増加したということですが、当然町としてこれだけの負

担金をやるからには、観光協会の運営に関しては非常なる関心を持って、あるいは指導体制

をもって望まなければならない。あるいは事務局体制も含めてですけれども、私はそう思い

ます。その中で、事業の数も増えた、あるいは規模も大きくなったという中で、これを実施

する事業主体の形態というものは、実行員形式が主体だと思いますが、その内容はどうなっ

ているのか。また、同じように実行委員を支えるという意味では、本来観光協会の役員、あ

るいは会員の皆さんが、その活動の主体となるべきと私は思いますけれども、その活動の実

態をどう捉えているのか。その辺を伺いたいと思います。 

それから、９９ページ。８款の土木の関係で道路維持費の関係です。９９ページの一番上

の部分です。道路台帳システム整備業務委託ということで 189万円が歳出されました。これ

は、今後行われるであろう年度別の道路の予防的な管理というものに使われていくのかもし

れませんが、道路台帳の中で、道路の箇所が全長 124kｍちょうどあるとは言いますが、箇所

付けのみならず、ひび割れとか平坦性とか、そういった修復の程度についても、事細かに整

備された内容なのか。この台帳の内容について伺いたいと思います。 

それから、108 ページ。かわまちづくりの関係であります。先程来、かわまちづくりに関

してはいろいろ出ていますが、監査意見書に指摘されたとおり、国の交付金の執行率が５０％

程度で推移しているし、あるいは２９年度もそのような見込みだろうという状況を聞いてお

ります。当初５年間の整備計画が、このままでいけば１０年近く、あるいはそれ以上かかる

かと思いますが、監査意見書で指摘されている全体の工事が完成してからの人の呼び込みと

いうものではなくて、要するに人が集まれる状況をやれるところからやっていくと。監査意
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見書には指摘項目として、桜並木の整備を優先というような指摘がありましたけれども、私

もそういった考え方、工程の見直しというものが必要なのではないかと思います。現時点で

の考え方について見解を求めます。 

以上、５点よろしくお願いします。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） 瑞穂の郷づくり事業に関するご質問でございました。 

昨年度に色彩選別機、それから直播システム、それから先進の除草システムという形で、

初年度から支援するメニューを絞り込みまして、実施をしてきました。その導入した農業者

の皆さんにご案内しまして、意見交換会を昨年度に行いまして、その中で、実際の使用して

いる状況、今後の見込み、どうして行くべきかの課題、そういった意見がいろいろ出されま

した。そういったことを踏まえながら、新メニューを付け加えていったという経過がござい

ます。 

その内容についてということでございましたので、これについては、齋藤農政係長よりご

答弁を申し上げます。 

それから、直播システムが７件導入されている割には、面積には 1.某の haということで、

これはたぶんカウントの面積かと思います。実際に直播きが増えた、行われている面積につ

きましては、平成２６年の初年度については、101ha でございます。２８年度については、

143haになっておりますし、本年度の集計については、170haを超えております。かなりのス

ピードで直播きが入っているという捉え方をしております。 

支援事業がなくても、その規模の大型化で直播きが増えていくという傾向がございました

が、たがわ農協管内でも三川町が突出して増えているという状況でございますので、これに

ついては、効果があるものと判断をしております。 

それから米の生産調整ですが、いろんな状況がありながらも、現在も続けており、なお３

０年度を目途にしながらの新しい取り組みということで、対応を迫られているところでござ

います。それに大きく関わるところの、目的を持って生産調整に参加すると米価下落を抑え

るということでございますが、三川町の未実施者、非協力者は３名でございます。 

それから、４点目の同じ生産調整の関わりの中で、換算面積の差は深掘りによる数値か生

産調整の誤差かといった部分につきましては、齋藤農政係長よりご答弁を申し上げます。 

次に、観光協会の関係でございました。実際に町の観光業務をすべてこの協会が受けてい

るという形になってございます。ですが、体制的には他の市町村とは違って、三川町の条件

の中で専任職員１名。また、現在は町の方の商工観光係に席をおいていますので、商工観光

係の職員２名が兼務という形で、なんとかやりくりをしているという状況が正直なところで

す。 

求められるものが増えてきた。また観光協会としても、観光業務の拡大と言いますか、評

価していくという姿勢の中では、やはりその体制的なものも考える必要は当然出てくるのだ

ろうと捉えております。なお、観光協会の役員・理事がいらっしゃいますが、その方々が、

細かくはなりますが、四季折々のイベントに担当者としてすべて入っていただいて、観光協
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会としてもきちっとした立場で、イベントを開催しているという状況でございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤農政係長。 

○説明員（齋藤一哉農政係長） 私の方から、瑞穂の郷づくり事業における特任機械の内容とい

うことでしたので、お答えさせていただきます。 

特任機械に関しましては、農家の大規模化支援ということで、経営面積１０ ha 以上の農

家を対象にメニューを追加したものでございまして、２８年度の実績としましては、トラク

ターに付けるオフセットモア、またハンマーモアが３台。それと、農業用のドローンが１台。

スタブルカルチが１台で合計５台となっております。 

それともう１点の質問。８５ページにあります生産目標数量の目標の換算面積と食用米作

付け面積の差額１３ haの要因でありますが、１番は深掘りと深々堀というものがございます。

特に深々掘りによるものが大きいものかと思います。これが何かと言いますと、県の方で、

県全体の生産目標数量を達成しまして、特別に強化するキャラバンを行いました。そこに、

協力者農家もいらっしゃいましたので、そちらのものが大きな要因と思われます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 黒田建設環境課長。 

○説明員（黒田 浩建設環境課長） ２点ほどご質問がありました。 

まず１点目の道路台帳システムの整備業務委託料でございますけれども、こちらの業務に

つきましては、今まで従来道路台帳図等はアナログで管理していたものを、すべてデジタル

処理をするものといったシステムを導入したものでございます。よりさらに詳しい内容等に

つきましては、加藤建設環境課長補佐よりお答え申し上げます。 

それから、２点目のかわまちづくり整備事業に関しまして、国の予算等の状況により期間

延長、それからそういったことに伴う一部供用開始等についての全体の工程の見直しに関す

る現時点の考え方ということでありました。これにつきましては、町の整備事業と合わせま

して、国直轄による整備事業も合わせて実施されております。全体の施設整備にあたりまし

ては、桜並木の整備時期も含め、国と連携を図りながらより事業効果を発揮できるような事

業スケジュールを組んでまいりたいと考えているところであります。 

また、供用開始の際には、事前に河川管理者である国と十分協議を行うことを始め、当然

交通安全対策も含めた、そういった供用開始のための条件整備といったものも必要になって

くるかと思います。その辺についても十分に考慮して進めてまいりたいと考えているところ

でございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長補佐。 

○説明員（加藤直吉建設環境課長補佐） それでは、私の方からはご質問の道路台帳システム整

備業務委託の内容についてお答えいたしたいと思います。 

本業務につきましては、現在まで町の方の道路台帳は紙ベース、手書きのもので行ってお

りました。これをすべて図面化するということで、デジタル化にいたしたところです。 

また、これに伴いまして、ＧＩＳシステムという地理情報システム。地図上の上にいろん

な情報を載せていくことが可能となってまいります。また、今まで手書きにしていたものが

デジタル化なったことにより、若干２４条等道路交通法に伴う改築についてもある程度簡単
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に直せる。より正確な道路台帳図の作成ができるということになります。 

また、委員の方からご指摘があったように、地図の方に情報を載せていくわけですので、

今後いろいろな道路の状況だとか橋の状況だとか、地図上の上に重ね合わせて内容を取る。

また、情報を取り込む。そういった形での事務等の簡略化、正確化が図られるというもので

ございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ９番 梅津 博委員。 

○９ 番（梅津 博委員） 直播システムに関しては、私の読み違いもあったようでございます

し、順調に増えているという認識も申しました。その中で、２９年度までの事業ということ

で、今年も概ね予算の消化と言いますか、予算と同程度の業績、申し込みがあるのかと思い

ます。 

お聞きしたいのは、瑞穂の郷づくり事業に関して、３年間ということで時限的に区切って

当初やられたということです。３０年以降について、また考え直す必要もある、あるいは継

続ということも含めまして、事業の内容を検討すべき時期なのかと私は思っております。 

今まで２７年、２８年、あるいは今年２９年の今までの実績を含めて、この事業全体の効

果というものもお聞きしたいと思います。それを受けまして、ポスト瑞穂の郷づくり事業と

いうものについて、どのような方向性を持っているのか、その辺を伺いたいと思います。 

それから、生産調整に対して、なかなか協力してもらえない未実施農家戸数として３戸の

方がいらっしゃると。なかなかこの数字も動かないようであります。ただ、周辺の皆さんの

深掘りというものの協力によりまして、県が掲げた数値には至ってはいなかったと思います

けれども、若干なりにその深掘りができたという判断だと思います。 

これについても、非常に大きな課題として我々も捉えていますが、先程課長の答弁の冒頭

にもありましたが、３０年以降の生産調整について、今の時点で町としてどのような取り組

みをなされるのか。農業者の方々も非常に気になるところだと思いますし、その辺について

の基本的な見解を求めます。 

それから、観光協会の件であります。答弁の中では協会の理事、あるいは会員の協力体制

のもとに実行委員体制の中で順調に進んでいるという答弁がございました。ただ、残念なが

ら私に聞こえてくる内容はそうではなくて、２８年度に関してはそのようになったのかもし

れませんし、あるいはそれ以前の話は分かりませんが、今年２９年度の納涼祭に関しては、

実行委員の方々、あるいは実行委員長という方が非常に苦労したと。要するに、実行委員の

協力体制が築くことができなかったというようなこともおっしゃっていました。 

実行委員として数回の検討を重ねながらそのイベントを実行していくと、その中でやはり

理事なり会員の方々も同じようなスタンスで活動していける。そういう全体で動ける体制を

いかに築いていくかということが、今後のこういった観光関係のイベントについては、私は

重要なのではないかと思っています。すると、先程の商工係の２名で対応していますという

ことでしたが、この２名の方に過大な負担がかかりすぎているということも、私は懸念をし

ております。 

どのようなイベントをするかに関して、ある程度のアイディアを持ちながら準備体制を整
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えていく。これは事務局たる商工の係の役目かと思いますが、それを具現化するというのは

実行委員、あるいはその観光協会の役員たる、あるいは会員たる人が担うべき仕事ではない

かと。役割分担を持ちながら、こういったイベントを築き上げていく、進めていく。これこ

そがまさに協働のまちづくりの基本かと思いますし、そういった体制作りを改めて見直すと

ころにきているのかと思いますので、もう一度、今後の方針について見解を求めます。 

それから、町道の管理についてＧＩＳ方式ということで、情報を地図上に載せていくこと

ができると。すると、まさに先程申した修復すべき箇所・程度・内容についてここに盛り込

めるということを、どんどん進めていきながら次年度の予算に反映すべきかと。今回の定例

会の冒頭にありました補正予算のときも私は申し上げましたが、やはりこの道路というもの

が延長も進んでおりますし、傷みも年々に進んでいるという状況は、我々もつぶさに見てい

るわけです。そうした中で、当初予算というものを、ある程度必要な枠を取りながら進める

べきかと。そのために、こういったシステムが有効に使われるべきと思いますし、来年以降

の予算編成に向けて、考え方を伺いたいと思います。 

それから、かわまちづくりに関しては、先程答弁の中で、国との協議が必要だということ

がありました。当然そうだと思います。ただ、桜並木の整備は町の単独事業だということも、

私は認識しております。そういったことも含めまして、やれるところからやる。それから、

桜並木に関しては、もう植えることができる状況になっているということも含めて、あるい

は桜自体が植えてすぐ鑑賞に堪えるものでありません。時間もかかるということも含めまし

て、これは早急に進めるべきかと思います。もう一度お願いします。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） まず瑞穂の郷づくり事業のいろんな形でご質問いただき、

また答弁もしてまいりましたが、２７年度にスタートしまして３年事業という位置づけで、

集中してやるんだということで、２９年度が最終年という形になります。 

事業設計当初、単年度でのものではなく、ある程度時間を使いながら確実にやっていこう

ということと、もう一つは、瑞穂の郷づくりの内容に入れましたこだわりの米作り。この部

分についても、必要な施策とたくさんある中で絞り込んでいこうということが２点目でした。

そして、３点目が、絞り込んだ上で、その成果を土台にしながら次に確実に進めていこうと

いうような事業設定の三つの視点でありました。二つ目の視点の中で、何を描いたかという

ことで、具体的な数字を出しながら５年目、１０年目という形で、数字を確認しながらいこ

うということで二つほど上げておりました。これは直接的ではないのですが、担い手農業者

への農地集積です。最終的には１０年後には８０％という形で描いて、それに対してその推

移を見たところ、今７０％を超えたということでございます。県内でも上位となっておりま

す。 

もう一つの柱が、国内トップレベルの有機栽培、それから特別栽培米。こうした、いわゆ

る地球に優しい、人に優しい農作物の生産が、町面積の半分を占める。５０％そういった農

地にするということで示しました。これについても、ほぼ達成してきております。 

踏まえて、その大きな二つのものを具体的に見ていくために、色彩選別機等、手法として
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三つのメニューで取り組みを進めてきたところであります。 

その中の細かな一項目としては、具体的に直播き栽培面積もどのように増えたかと言えば、

３年間で７０町歩増えるというような驚異的な数字にもなっておりますし、ある程度大きく

なったがゆえの課題も出てきておりますが、あの進みは確実なものになっているかと評価を

しております。 

この３年の事業について、実は今年度も取組者の方々にご案内しまして、意見交換会を先

月行いました。その中でも、ステップをしながら、さらに瑞穂の郷づくり事業をやっていっ

たらどうかというような声もいただいております。また、先行して取り組んだ人を見ながら、

では、私もこれから向かいたいという人も出てくるという声もいただきましたので、いわゆ

るポスト瑞穂の郷づくり事業、ポストと言いますか、継続というようなことも検討していく。

そういった声を参考にしながら考えていく必要があるだろうというふうに思っております。 

それから２点目の生産調整の件でございます。長い取り組みの歴史の中では、米価をとに

かく支えると。支えるということは、いわゆる米作り農業経営を崩壊させてはだめなわけで

すから、何とか経営を維持し、強化し、米価が下がらないように、コメあまりの中で取り組

んでいこうということでやってきているわけでございます。その方向については、町も先の

取り組みについてのご説明にもありましたとおり、県を中心に山形県として、また県内の市

町村全体として生産調整は取り組んでいこうということで、方向性は定まっております。具

体的なものという部分については、これまで生産調整でやっている手法、やり方については

大きく変わらず、まず３０年産に向けて向かうという方向で、今調整をしているところであ

ります。 

町としても、その方向の中で取り組みを進めたいと思っております。９月、１０月にその

方針が示されますので、それをいち早く農業者の方に伝えながら、来年度に向けて進めてま

いりたいと考えております。 

それから、未実施者については、実施しないことも認められているので、あくまでも協力

をお願いするということで、向かいたいと思います。残念ながら、個人レベルだけでなく全

国レベルの中でも、他県については取り組まないということもございまして、そういうマク

ロの部分でも課題を抱えております。それを捉えながら個人についても、町としては協力と

いう姿勢でお願いしていきたいと思っております。 

それから、最後の３点目です。観光協会の関係でございました。納涼祭が開催されて、そ

の実施した実行委員長を含めた関係者の方が大変だったという部分は、私も聞いておりまし

た。やはり実行委員会形式でやるという形で、１人でも多くのいろんな方々から参画しても

らって、そのイベントを準備し、当日を迎え片付けもするというのは本当に大変なことです。

ですが、第一義的には、課題をたくさん抱えている中でも、実行委員会に参加している人た

ち、各種団体組織グループの代表者とか、そのメンバーが来てくれているのですが、やはり

まだまだ一体感が足りないというところが、ごく一部の人に負担感が出ているかと思います。

この部分は課題ですが、やはり手作り、自分たちでやるという部分を前提に向かっている限

りは、その課題をなるべく負をなくしていくような努力をした上で、あとは別の時限にはな
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りますが、観光協会も先程来言われております、将来的なことを見据えての方針。この辺の

ことについては、本当に検討していく時期にきているのではないかと捉えております。以上

です。 

○委員長（町野昌弘委員） 黒田建設環境課長。 

○説明員（黒田 浩建設環境課長） １点目の道路維持費の当初予算の考え方ということであり

ました。道路維持費につきましては、大きく二つの要素がございます。 

一つは応急修繕的なものと、それからもう一つは予防保全的なものにかかるものというこ

とです。本町においては、道路特性に応じた管理水準を今後共維持していく必要があること

から、ある程度大規模な修繕、改良、舗装事業、こういったものに関しましては、有利な財

源であります補助金等を活用して、年次的に計画を持って進めているところであります。た

だし、残念ながら交付金の措置率がなかなか低くて、どうしても完成するまでに当初計画よ

りも時間を要しているということは否めないわけでございます。 

応急修繕的なものについては、特に道路の安全確保を図る上で無くてはならないと申しま

すか、すぐに必要な予算でございますので、この辺については、十分道路の管理水準に合わ

せた、そういった予算について確保してまいりたいと考えております。 

それから、２点目のかわまちづくり整備事業における桜並木の整備を早急に行ったらどう

かといった質問でございました。これについては、先程も申し上げましたが、事業効果、そ

れから全体的な事業のスケジュール、これは国とも合わせて、そういったスケジュールの中

で判断をしているわけでありますが、今後かわまちづくり推進協議会も開催されます。そう

いった方々からの意見も始め、広く意見を頂戴して、樹木の選定も含めまして、来年度以降

の計画に反映させてもらいたいと考えているところであります。 

○委員長（町野昌弘委員） 暫時休憩します。            （午前１１時５８分） 

○委員長（町野昌弘委員） 再開します。              （午後 １時００分） 

○委員長（町野昌弘委員） 引き続き審査を続行します。 

○委員長（町野昌弘委員） ３番 佐藤栄市委員。 

○３ 番（佐藤栄市委員） 事業報告書で説明します。７８ページ。農業者年金について伺いま

す。 

9,300 万円という１億円に近い金が、受給者ということで三川町に入っているという捉え

方をしておりますし、年々少しずつ下がっているようです。それで、受給者数が 347人とあ

ります。私が聞きたいのは、農業者年金の集い。これはずっと私が知る限り２０年以上前か

らやられているはずですが、今回の参加人数に関して伺いたいと思います。 

同じページの農地集積・集約化対策事業があります。これは事務費として補助されるもの

だと理解をしておりますが、２８年度は前年の６割くらいしか入っていないようです。これ

の基準はどのような形で交付されるものなのか、伺いたいと思います。 

それから、７９ページの農業振興費です。 

経営体育成支援事業ということで、追加的信用供与事業というのは、融資の際の保証料と

いうことだと理解しておりますが、それでいいのかどうか一つ。 
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それから、融資主体型補助事業３件とあります。これは、機械導入などの補助というふう

に理解しておりますが、この内容について教えていただきたいと思います。 

それから８３ページ。農業経営基盤強化促進費ということで、認定農業者の状況が出てお

ります。この中で新規５件、更新７０件とありますが、否更新が５件あります。これの主な

理由をお伺いします。 

それから９４ページ。三川町プレミアム付き商品券発行事業が載せられております。以前

も聞いたのですが、未換金の部分が３２万、今回もあります。それの処理、考え方を説明し

ていただきたい。 

それから、次の９５ページの消費者行政。なかなか三川町は庄内支庁が近くにあるせいか、

力の入らない部分ではありますけれども、リーフレットの購入があります。小中学校の配布

に関しては、学校をとおして配布されているのだろうという捉え方をしておりますが、高齢

者向けに配布とあります。どのような形でやられているのか伺います。 

それから、101 ページの橋梁維持費。町は橋梁の橋の長寿命化計画を以前作って、それを

もとに工事が毎年進められています。２８年度のこの工事もその中の一つだというふうな捉

え方をしていますが、それでいいのかどうか。 

それから、橋梁の長寿命化計画の進捗状況を一つお伺いしたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤農業委員会事務局長。 

○説明員（齋藤仁志農業委員会事務局長） １点目の農業者年金の集いについては、例年１回開

催しておりますが、概ね５０名ほどになります。１１月１１日に開催しまして４８名の参加

をいただいております。 

それから、農地集積・集約化の部分です。ご指摘のとおり、これについては、農地中間管

理事業等の土地の集積等に関わる経費として提示されて、それを活用させていただいており

ます。 

金額が少なくなったことはどうしてかと、基準的なものはどうかということでございまし

たけれども、細かな基準等については今確認できておりませんが、毎年提示された金額をもっ

て経費に充てております。 

それから、経営体育成支援事業等での追加融資ということでございますが、これは保証協

会の方に補助金として出すものでございます。いわゆる農業者が機械を購入するといった場

合に融資を受けます。そうした場合に、保証という形で保証協会の保証等が必要になるわけ

ですが、人によってはその部分の枠組みがないという方がある場合に、この事業をもってそ

の枠組を表現としては、増やすと言いますか、そのための補助金で、保証協会の方に支出す

るものになってございます。 

それから、もう１点。経営体育成支援事業の３点ございました。個人での申請ですが、内

容的にはトラクター、田植え機、パイプハウス１棟、この三つが承認になりまして実施をし

ております。 

それから商工の方、プレミアム付き商品券発行でございます。２８年度に実施の部分の上

で、券自体は完売しておりますが、その券を買われた方の中に、いわゆる使わなかった、還
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元できなかったという部分があります。この部分については、町の補助の考え方からして、

その部分を除いた形で、委託料、補助金を支払うという形になっておりますので、未使用の

部分については除かれた形になっております。 

それから、最後に消費者行政への対応でございます。これも県の基金から提示された経費

が消費者行政として三川町でも使っておるわけでございます。主にリーフレット等、印刷等

をしまして配布するという形になってございます。 

委員のご指摘のとおり、町でそういった消費者関係の相談事があった場合については、庄

内支庁の方に専門のセンターがございますので、その方にご紹介するという流れをあえて

作っております。専門的な知識等を当然勉強しなければいけませんが、やはりそういった専

門的な部分については、的確な判断等が必要だということも踏まえて、そういった県の専門

機関と連携を取りながらやっていくというのが三川町の状況でございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 黒田建設環境課長。 

○説明員（黒田 浩建設環境課長） 橋梁維持費にかかる橋梁長寿命化対策にかかる質問でした。 

まず初めに、平成２８年度に行った青山橋の補修につきましては、この橋梁長寿命化対策

事業にかかる計画のうちの一つでございます。 

それから、現在の進捗状況というご質問でありましたが、本町には町が管理する橋としま

して、２ｍ以上の橋梁で本町が管理すべき橋が７４橋ございます。その内、架橋後５０年以

上経過した橋梁が本年の４月現在で２５橋、率にしますと３４％ございます。 

こういった経過した橋梁、さらには状況等に応じて目視点検等で早期の補修が必要となっ

たものについては、随時国の交付金を活用しながら行っているところであります。１５ｍ以

上の単独の管理橋で本町が補修すべき橋としては、この青山橋と、それから青糸新橋、でん

もん橋、この三つがすべて青山地区になるわけでございます。ただ、青山橋が架橋５０年を

経過して、点検等においても非常に早期の補修が見込まれるということで、昨年度、それか

ら本年度の２ヵ年にわたって補修を実施するところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤農業委員会事務局長。 

○説明員（齋藤仁志農業委員会事務局長） ２点ほど答弁漏れがございました。申し訳ございま

せん。 

１点が認定農業者の状況についてでございます。これにつきましては、菅原農業委員会事

務局長補佐よりご答弁申し上げます。 

それからもう１点、消費者行政の部分でリーフレット等の配布に関わる高齢者にどのよう

に対応するかということでございました。これにつきましては、今野商工観光主査よりご答

弁申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原農業委員会事務局長補佐。 

○説明員（菅原洋輔農業委員会事務局長補佐） 事業報告書８３ページ、認定農業者の申請状況

についてご説明申し上げます。 

否更新５件の内容でございます。これにつきましては、更新時に５年後の更新ということ

で、こちらの方でご案内を差し上げるわけですが、それにつきまして更新をしないと答えら
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れた方が３名ございます。あと１名は所得要件にどうしても満たないというような状況で１

件。あとは、青色申告ということで、こちらの方で条件を付していているわけですが、そち

らの方にどうしても移ることができないというような意見で更新されなかった方が１名。合

計５件という状況でございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 今野商工観光主査。 

○説明員（今野 徹商工観光主査） リーフレットの配布について、高齢者向けにつきましては、

社会福祉協議会を通じまして老人クラブ連合会の会員の方に配布しております。また、小・

中学校に配布という記載をしておりますが、こちらについては、町のＰＴＡ連合会でメディ

ア関係についていろいろ活動されているということですから、町のＰＴＡ連合会の会議の方

で、こちらの方から提案させていただきまして、小学校を通じ配布したところであります。

以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ３番 佐藤栄市委員。 

○３ 番（佐藤栄市委員） 最初に、農業者年金の集いは毎年続けられているということで、大

変ですがやってくれていて良かったなと思います。私はまだ貰っていないので、農業委員の

ときにお手伝いで出させてもらったことがあります。そのときはもう少しいたかなというふ

うな感じはもっていたのですが、だいたい５０人前後が来ているのかと。今５０人という答

弁もありましたので、５０人くらいがずっと続いているのかどうか、これだけ確認したいと

思います。 

それから、農地集積・集約化の事務費ですが、今年９３万円ですよね。去年の事務費が 152

万円です。事務費のどういう形の中での計算の仕方、割り振りなのかということをお伺いし

たかったので、もう少し詳しくお願いしたいと思います。 

認定農業者の件で、更新しない人が３人いるという話でした。それをもう少し詳しく。農

業を辞めて更新をしないとか、いろいろあると思いますので、もう少し話せる範囲の中で教

えていただきたいと思います。 

橋梁の件に関して、計画的に長寿命化をやられていますよという答弁であったという捉え

方をしていますが、予算のつき具合もあるのですが、目標というのは何年くらいにおいてい

るのか。その点を伺いたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤農業委員会事務局長。 

○説明員（齋藤仁志農業委員会事務局長） 農業年金者の集いでございますが、会食を設けなが

ら集いを行っております。楽しみにされる方も多くいらっしゃる中で、５０人前後という部

分については続いているものと認識しています。 

それから、事務費が前年度よりかなり減額になっているという部分でございますが、これ

については、菅原農業委員会事務局長補佐よりご答弁を申し上げます。 

合わせて、認定農業者未更新の３名の方の具体的な理由についても、菅原農業委員会事務

局長補佐の方からご答弁申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原農業委員会事務局長補佐。 

○説明員（菅原洋輔農業委員会事務局長補佐） ７８ページの農地集積・集約化対策事業費９３
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万 3,918円。昨年度に比べ減額した主な要因ということでございます。それにつきましては、

この事業費の中身に関しまして、農業委員等の資質向上の活動費という項目も設けられてい

るところでございます。これにつきまして、今年度の９３万円の内訳の中で、２８万円ほど

の金額を出しているところでございます。昨年度につきまして、大幅にこの部分、活動費に

つきまして見直しがあって減らされたというようなことになっているところでございます。 

あと、認定農業者の否更新の部分の内容でございますが、３名の方曰く、認定農業者のメ

リットがあまり見えないというようなことを言われました。ナラシ対策につきましては、認

定農業者でないと加入できないという旨はお話したのですが、そういったことも踏まえまし

て、今回は更新しないという回答であったという状況でございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 黒田建設環境課長。 

○説明員（黒田 浩建設環境課長） 橋梁の長寿命化対策における目標、年次的なものはいつな

のかというご質問でした。この計画そのものについては、あくまでも橋梁の長寿命化を図る

という観点で、従来の橋梁の架け替えではなくて、さらに架け替え時期を延長するための措

置ということであります。 

具体的なそういった計画に基づく目標等については、加藤建設環境課長補佐よりお答え申

し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長補佐。 

○説明員（加藤直吉建設環境課長補佐） それでは、私の方からただいまの橋梁長寿命化修繕計

画関係について、お答えしたいと思います。 

三川町橋梁長寿命化修繕計画については、平成２３年度に事業計画を行ったところです。

その後、国の方の社会施設の整備点検マニュアル等の変更がございました。それに伴いまし

て、２７年度に点検業務を行い、２８年度にそれに基づいた修繕計画を組んでいるところで

す。社会資本総合整備というものにつきましては、今後とも使っていくということで、目標

を年次というのはございません。国の方の点検のマニュアルにいたしましては、５ヵ年ごと

に施設をすべて点検することとなってございます。 

また、橋の要件といたしまして、橋長２ｍ以上のもの。以下のものについては、橋の要件

をなすもの。また、ボックスカルバートについては、除くということになります。改修によっ

て除かれますと、自ずと橋梁の数も減ってまいります。また、年数が経って腐食が激しくなっ

てくるということになりますと、また修繕計画の見直しが必要になってまいります。ですの

で、進捗状況と申しましても、一概に述べられるところではないところとなっております。 

ただ、橋梁の補修につきましては、２３年度に計画をした後、現在７橋ほど改修は終わら

せております。今後長大橋と呼ばれる１５ｍ以上の橋梁の修繕に向かって、現在進んでおる

ところとなっております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ２番 志田德久委員。 

○２ 番（志田德久委員） 事業報告書に沿って質問したいと思います。 

９３ページの若者定着奨学金返還支援事業。地方創生枠と市町村連携枠で１名と８名がお

りますけれども、この人数の制限はあるのか。そして、申込みの人数をお聞きいたします。 
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続きまして９８ページ、９９ページになりますが、町道助川三本木線、横川横山線の植栽

管理業務委託。それと同時に、同じ路線の除草等管理が各町内会へ依頼しておりますが、お

互いの仕事の範囲はどこまでなのか。植栽の下の除草等ですので、それも含めて上も含むの

か。業務委託の方が下の除草も行ったのか伺います。 

続きまして、107 ページの町民いこいの広場池改修工事であります。この目的と工事内容

を伺います。 

そして、107 ページと 108 ページにありますけれども、袖東公園の遊具です。遊具を撤去

して新たにスプリングの遊具をやっております。この場合、新たな遊具について補助等があっ

たのか伺います。 

そして、109 ページの団地でありますが、今回横山団地の方でトイレの換気扇を取り付け

で、恐らく数から見ますと、すべての部屋に取り付けたと思います。今まで換気扇の要望が

なかったのかと今まで取り付けなかった理由、２８年度に取り付けた要因を伺います。 

そして、109 ページに北田団地と横山団地も風呂釜の交換ということで、同時期に同一業

者が行っておりますけれども、これは横山団地と北田団地の風呂の構造が違うのか。単価が

違いますので伺いたいと思います。 

そして、同じ 109ページに団地管理人の謝礼とあります。周り番でやっているところもあ

るようですが、留守宅もあったり、いろんなものの通知とかお金の回収等をやっているよう

で、本当に苦労があると思います。ずっと 6,000 円でいっておりますが、このような 6,000

円の根拠と言えばいいか、私が見た限りではもう少し謝礼を弾むべきではないかと印象を持

ちましたので、その結果と考えを伺います。 

そして最後に、北田団地の雪囲いの設置ですけれども、今回新たな資材購入等があったの

か伺います。 

○委員長（町野昌弘委員） 齋藤産業振興課長。 

○説明員（齋藤仁志産業振興課長） 若者定着奨学金返還支援事業に関わるご質問ですが、今お

話がありましたとおり地方創生枠と市町村連携枠の二つの枠がございます。これについては、

山形県が基金を造成しまして、それを使いながら各市町村とも若者定着に対する支援を行う

わけですが、県から地方創生枠については三川町では１名ということで、一応枠組みの配分

がございました。 

それから、市町村連携枠につきましては、当初５名というような配分があったのですが、

改めてこれについては、町の方でも１０名ということで申請をいたしました。結果、その１

０名が枠として認められたものでございます。ただ、その１０名枠に対して実際に申請のあっ

た方は８名ということで、この８名分について、先程の地方創生の１名と市町村連携の８名

分を補正で出捐金としてお願いしたところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 黒田建設環境課長。 

○説明員（黒田 浩建設環境課長） ３点ほどご質問がありました。 

１点目事業報告書９８ページから９９ページに記載の助川三本木線、それから横川横山線

にかかる植栽管理、それから除草等管理の区分の違いがあるのかという点。それから、２点
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目の事業報告書 107ページ、町民いこいの広場の工事内容等に関するご質問。この２点につ

きましては、加藤建設環境課長補佐よりお答え申し上げます。 

それから、３点目の事業報告書 108ページにかかる袖東公園のスプリング遊具の更新にか

かって補助金があったのかというご質問でありましたが、こちらについては、まったくの町

の単独事業費であります。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤建設環境課長補佐。 

○説明員（加藤直吉建設環境課長補佐） それでは、私の方から２点ほどご質問にお答えしたい

と思います。 

初めに道路維持費の補償費及び業務委託の関係でございます。同じところの名称であり、

一つは除草等管理、また一つは植栽管理ということになっております。これにつきましては、

町内会からのご協力をいただき、植樹桝等、下の方の草刈り、主にごみ拾いをお願いしてい

るところでございます。 

また、もう一方の助川三本木線植栽管理業務ですが、素人では手に負えないような部分と

いうことで枝の払い、また消毒。こういったものを業者に年１回お願いをして、樹木の管理

状況、植栽状況について管理をしていただいているものでございます。 

次に 107ページの方の町民いこいの広場の工事でございます。こちらの方につきましては、

今現在ある公園の中にあります池などでありますが、池について、長年池の形状のまま排水 

が取られず、腐食した土及び水が溜まっている状況でございました。環境の悪化をまねいて

いたところ、ここを解消するということで、現在土を全部取り除いて、なおかつ水が溜まら

ないような形で、排水の水抜きを作り直してございます。景観も考えながら少し青系の砂利

等を利用しながら安く上げているところでございますが、維持管理上不快を招かないような

形ということで整備をいたしたところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 遠藤環境整備主幹。 

○説明員（遠藤淳士環境整備主幹） 報告書の 109ページ、いわゆる町営住宅の管理に関するご

質問でございます。上から順次申し上げますと、２の報償費の管理人の方々に対する謝礼に

つきましては、月 500円ということでの年間 6,000円ということで、本当に些かではござい

ますが謝礼という形で出させていただいているというものでございます。 

お願いしております業務の内容につきましては、先程ご質問の中でも触れていただきまし

たように、いろいろな配布物を配っていただく作業、それから共益費にあたる部分の納付、

また、共有部分についての管理というようなことです。確かにご質問のとおり、多岐に渡っ

ている話ではございますが、善意を持って年間 6,000円という謝礼で引き受けていただいて

いるというところでございます。 

続く北田団地の雪囲い設置作業の際に、資材を追加購入されたかどうかという部分につい

ては、今手元に資料がございませんので、後程確認いたしましてご報告させていただきたい

と思います。 

一番下にあります工事関係につきましては、基本的にガス釜については、北田団地、それ

から横山団地については、型式等は異なるものでございます。たまたま故障した時期が同じ
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時期であったというようなことから、交換工事時期が同一期間で執行したというものでござ

います。 

続くトイレの換気扇については、ご質問のとおりに確かに２８年度になって、横山団地す

べてのトイレの換気扇の設置ということです。本来であれば、通常一般家庭においても、ト

イレに換気扇は普通一般的に付いているものということでございましたが、これまで横山団

地には付いていなかったということから、長年の要望に答えて２８年度に取り付けをしたと

いうものでございます。 

申し訳ございません。今の説明の中で、説明誤りがありましたので修正させていただきま

す。工事費のガス釜の設置工事でございますが、これは定期更新ということで設置したとい

うものでございます。お詫びのうえ訂正させていただきます。 

○委員長（町野昌弘委員） ２番 志田德久委員。 

○２ 番（志田德久委員） 袖東の遊具でありますが、107 ページにあるように撤去して、その

後も更新のスプリング遊具と思われます。これは逆に点検等で緊急性が出て、撤去せざるを

得なくて新たな遊具を入れたと。普通ならば各町内会で事前に申し込んで、いろんな企画課

等の補助をお願いして遊具を、この百何十万クラスを入れているわけであります。これは緊

急のために、こういう補助、申請等の措置を取らなかったのか。知っているとおり、各町内

会では、このクラスでも 100万円以上の補助というような形で遊具を導入しているわけです

ので、この計画性はどうだったのかを伺いたいと思います。 

そして今回、ガス釜等は定期交換ということでありましたが、すぐに交換とか、いろいろ

あります。町の公共施設等の総合計画でも建物自体がコンクリートの場合、使用年数を６０

年とするということでなっておりますが、北田団地も横山団地も相当年数がかかっておりま

す。これからの行政展開としては、こういう公共施設の改築等をどのように捉えているのか。

このようにお金がかかっていきますと、費用対効果もあろうかと思われますので、その全体

的な考えが町長あればお願いします。 

○委員長（町野昌弘委員） 黒田建設環境課長。 

○説明員（黒田 浩建設環境課長） 袖東公園のスプリング遊具の更新にかかるご質問でありま

したけれども、袖東公園につきましては、町内会公園ではなくて、町の都市公園であります

ので、そういった施設の維持管理、整備等については町が直接行っているものであります。 

それから、遊具についての補助金等については、こういった小規模のものについてはそう

いった補助金制度はございません。 

それから、老朽化の部分については、確かに毎年１回遊具の点検の中で危険との指摘もご

ざいましたので、早急に更新を行ったところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 阿部町長。 

○説明員（阿部 誠町長） 本町においては、公共施設の長寿命化計画に基づき、今後の施設の

維持管理、あるいは更新というような両面において考えていかなければならないと思ってい

るところであります。 

取りわけ町営住宅については、今後の長寿命化計画とともに、いつまで町営住宅の耐用年
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数等を踏まえ、現状の大規模な修繕を図りながらいけるかというような部分と、さらには今

後の町営住宅のあり方という両面に渡って検討していくと考えているところであります。 

○委員長（町野昌弘委員） 暫時休憩します。            （午後 １時３８分） 

○委員長（町野昌弘委員） 再開します。              （午後 １時５０分） 

○委員長（町野昌弘委員） 先程２番志田德久委員に対して、答弁漏れがございましたので答弁

を許します。 

○委員長（町野昌弘委員） 遠藤環境整備主幹。 

○説明員（遠藤淳士環境整備主幹） それでは、改めまして事業報告書 109ページの町営住宅北

田団地に関わります役務費の雪囲いの請求内容のご説明を申し上げます。 

事業報告書に８万 5,025円ということで、業務を委託したその内訳といたしまして、材料

費等３万 584円の請求がございました。確認しますところ、樹木の雪囲いに使用する木材等

が新たに追加購入されている状況でございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 以上で、第二審査区分の審査を終了します。 

次に、第三審査区分の審査を行います。 

第三審査区分として、９款消防費、１０款教育費、１１款災害復旧費、１２款公債費、１

３款予備費、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、農業集

落排水事業特別会計及び下水道事業特別会計について審査を行います。 

○委員長（町野昌弘委員） 質疑を許します。 

○委員長（町野昌弘委員） ７番 田中 晃委員。 

○７ 番（田中 晃委員） 私の方から事業報告書に基づいて質問いたします。 

118 ページです。教育課題研究推進事業費ということで上げられておりますが、前に学力

向上研究業務委託料４０万円というのがあったのですが、それがなくなった要因は何なのか

お聞きします。 

それから、事業報告書 121ページと 123ページにまたがっておりますが、小学校、中学校

の教育振興費の扶助費。いわゆる就学援助費ですが、小学校、中学校における要保護児、準

要保護児が何人くらいいるのかお聞きしたいと思います。 

それから 124ページです。幼稚園費の中の業務委託状況で、清掃等業務の方で三川町のシ

ルバー人材センター７８万円ほどの予算から３８万 8,000円ほど増加となった要因をお聞か

せください。 

それから 127ページです。地域交流・子育て支援施設整備事業をされる中で策定検討委員

会検討部会視察等とあります。視察先として４ヵ所 9,800円となっております。その４ヵ所

の視察内容についてお聞かせください。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋教育課長。 

○説明員（髙橋誠一教育課長） それでは、４点の質問にお答えいたします。 

１点目の教育課題研究推進事業費の中で、２７年度と２８年度を比較して、１点なくなっ

た事業につきましては、それぞれ例年教育研究所の方にお願いしている業務もあるわけです

が、年度毎にそれぞれ課題と思われる内容を特化して、当該年度に実施する事業もございま
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すので、その辺の差異と言いますか、年度でやった年度、やらない年度が出てくるわけです

けれども、詳しい詳細につきましては、渋谷教育課長補佐よりご答弁申し上げます。 

２点目の小学校、中学校のそれぞれにおける教育振興費の扶助費につきまして、こちらの

内容につきましては、加藤教育課長補佐よりご答弁申し上げます。 

３点目 124ページ、幼稚園費の業務委託におけます清掃業務等の平成２７年度と対比して

の増額の要因であります。こちらにつきましては、やはり保育士または幼稚園教諭等、日々

の業務が繁忙を極める中で、一部先生方が清掃を担う部分もございました。そういったとこ

ろの軽減負担というところも踏まえまして、２８年度に一部をシルバー人材センターの方に

これまでお願いする業務に加えて、委託したところの結果として表記の決算額になったとこ

ろでございます。 

４点目 127ページにつきまして、視察等の４ヵ所につきましては、渋谷子育て支援整備係

長よりご答弁申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 渋谷教育課長補佐。 

○説明員（渋谷 譲教育課長補佐） 私の方から、学力向上研究等業務委託料がなくなったとい

うことについてお答えしたいと思います。 

学力向上については、推進するにあたり大きく二つの面からアプローチをしていきました。

一つは一般的に学力を向上させるための指導法やその改善についての研究。もう１点は、学

習する集団として皆で学べる状態になっているかという実態把握。大きく二つあります。後

者の方の実態把握につきましては、三川町でこの業務委託料を使いまして、学級集団の特性

を検査によって知るＱＵテストというものを行っております。この検査を行うことで、検査

をしていく中で、学習状態を知るものだけではなくて、クラスの中での居場所や、その子の

状態からいじめにかかわっての判断、そういうものも考えられて生徒指導上必要不可欠に

なったという観点から、一般予算に入れた形になっております。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤教育課長補佐。 

○説明員（加藤善幸教育課長補佐） それでは、私の方から 121ページ、それから 123ページの

扶助費についてお答えいたします。 

三川町の扶助費におきましては要保護、それから準要保護、特別支援教育就学奨励費とい

うことで括弧書きになっておりますが、このうち準要保護、それから特別支援教育就学奨励

費分相当の方の内容となっております。なお、小学生につきましては、準要保護としまして

８名、それから中学生につきましては、準要保護として１４名がいらっしゃるということで

理解しております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 渋谷子育て支援施設整備係長。 

○説明員（渋谷 淳子育て支援施設整備係長） お答えいたします。 

視察先でありますが、遊佐町子どもセンターわくわく未来館、新庄市民プラザ、山形市の

べにっこひろばであります。 

こちらの記載の方には、「視察等」という記載になっております。視察の方は３ヵ所いっ

ておりまして、もう１ヵ所の方は、プロポーザルをしたわけでありますが、そちらに対して
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県の技術センターの方に１ヵ所という形になっております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ７番 田中 晃委員。 

○７ 番（田中 晃委員） 教育課題研究推進事業費の４０万円は、一般会計の方で別途という

ことで、非常に子どもたちの居場所も含めて、学力向上に繋がっていることが分かりました。 

就学援助で準要保護の方が小学校に８名、中学校に１４名いらっしゃるということで、要

保護の方はいらっしゃらないのかということ１点確認します。 

それと、2017年予算では、要保護の就学援助費のうち、新入学児童生徒の準備費用の国の

補助単価が今年度、小学校が２万 470円から４万 600円、中学校では２万 3,550円から４万

7,200 円と２倍に引き上げられたわけですが、この引き上げた額が、これから先の方向とし

て準要保護にも適用の考えがないかという点。 

今までも何度か質問したのですが、準要保護の児童生徒についても、クラブ活動費、生徒

会費、ＰＴＡ会費などの充実の方向についてお聞きしたいです。 

もう１点、新入学児童生徒学用資金の入学前の支給についての見通しということで、前の

一般質問では、中学校の方は何とか検討してくれる方向ですが、このことについて再度お伺

いしたいと思います。 

それから、幼稚園費の中の業務委託の三川町のシルバー人材センターの方の増加というこ

とは、とにかく保育士、幼稚園の先生たちが増えているということで、そのためにシルバー

人材センターの額が上がったということで分かりました。 

それから、地域交流子育て支援施設で、遊佐町・新庄市・山形市・それから県の技術セン

ターを視察したということで了解しました。 

それから、事業報告書 135ページになります。学校給食費のことであります。 

現在県内で、１２市町村で何らかの学校給食費の軽減を進められているということです。

鮭川村では、小中学校を始め、保護者負担が全額助成というところもあったり、様々な形で

子育て世帯、あるいは保護者負担を進めている状況があると思います。それで、三川町もこ

れからの方向として、何らかの給食費負担の考えはないかということをお聞きしたいと思い

ます。 

それから、144ページです。国民健康保険特別会計の方になると思います。 

特定健康診査と事業費の委託についてということで、特定健診（集団）と特定健診（施設）

と特定保険指導が山形県の国保連合会から鶴岡地区医師会、または他４医療機関に移行され

た要因はなぜなのかをお聞きしたいと思います。 

それから、149 ページになります。介護の方の一般管理費ですが、地域密着型サービス事

業者等への指導・監査等実施状況ということで、地域密着型サービス事業所指定状況とあり

ます。地域密着型介護老人福祉施設が横山下に１ヵ所あります。夜間対応型訪問介護が横山

中に１ヵ所、それから地域密着型通所介護が猪子に１ヵ所あります。それぞれの役割がある

と思いますが、３ヵ所増となった要因はなぜか。それと、３ヵ所の運営状況はどうなのかと

いうことをお聞きしたいと思います。 

それから、150 ページになります。介護認定審査会費の中ですが、認定申請等の状況とし
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て、区分変更申請が４６件とあります。私が聞きたいのは、内容として改善されての区分、

変更あるいは介護度が進んでしまったのかという様子。区分変更の中の内容について伺いた

いと思います。 

それから、151 ページにあります特定入所者介護サービス等費、施設介護サービス受給者

数ということで、介護老人福祉施設に受給されて方が 563人となっているということです。

2015年から特別養護老人ホームの方に入所するのが原則要介護３以上となりました。それで、

現在 563人の中で要介護１、２でも勘案事項ということで該当すれば、市町村の適切な介護

のもと、特例入所ができるということで、現在特例入所されている方は何名いるのかお聞き

したいと思います。 

それから、関連して 2015 年８月から所得 160 万円以上の人を対象に医療料が２割に引き

上げられたのです。それから、介護施設の部屋代や食事代、国が補助をする補足給付の縮小

が図られたと思うのですが、その影響についてお聞きしたいと思います。 

最後になりますが、156 ページです。任意事業費ということで、家族介護者交流会事業の

開催回数が３回から２回に減った要因についてお聞きしたいと思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 田中 晃委員に申し上げます。 

先程の質問で新入学用品費の件については、一般質問の答えを求めているということで、

決算の審査にはなりませんので、その質問は排除いたします。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋教育課長。 

○説明員（髙橋誠一教育課長） 教育振興費におけます要保護・準要保護の扶助費についてのご

質問でありました。本町の場合ですと、こちらに記載のものについては準要保護の児童生徒

の援助費になります。要保護については、制度上でどうしても県の方の支給となりますので、

記載の分については、準要保護ということになります。 

質問にございました生徒会費等につきましては、クラブ活動費はこれまでも答弁してきた

内容で、制度上課題も多いということから、こちらについては支給を行っていないところで

ありますが、生徒会費なり児童会費については、支給をしているところであります。 

それから、新入学用品の支給時期につきましては、こちらも先の答弁でもお答えいたしま

したが、中学生についての課題がありますけれども、小学校で対象となっております児童の

保護者の状況等を踏まえて、実施できるのではないかということで、現在検討しているとこ

ろであります。 

もう１点、給食費についてのご質問でありましたが、こちらにつきましては、委員ご質問

にありましたとおり、その無償というところに取り組んでおる市町村もあるようであります

が、現時点では受益者負担等も踏まえまして、現行の制度での維持というもので考えておる

ところであります。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） ご答弁申し上げます。 

事業報告書 144ページ、上段のところの委託状況というところについてでございます。特

定健診の集団、特定健診の施設につきまして、委託先業者名ということで、国民健康保険連
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合会ではないのかというお問い合わせでした。この特定健診を委託しているというところに

つきましては、集団は鶴岡地区医師会。特定健診につきましては、この健康管理センターの

他に四つの医療機関ということで委託をしているというところは、今までと変わりがないと

ころでございます。国民健康保険連合会といいますのは、この医療機関への健診の支払いを

国民健康保険連合会を通じてしているというところでございます。 

続きまして地域密着型サービス事業所の状況というところで、事業報告書 149ページのと

ころであったと思います。この中段以降に、地域密着型サービス事業所指定状況とございま

す。その四つ目の地域密着型介護老人福祉施設と申しますのは、ユニット型の小規模な介護

老人福祉施設ということで、事業所といたしましてはユニット型地域密着型介護老人保健施

設なの花荘でございます。こちらは小規模な介護老人福祉施設ですので、地域密着型サービ

スの方に分類されているというところでございます。 

その下の夜間対応型訪問介護でございますけれども、これは夜間対応型訪問介護ホームヘ

ルパーステーションなの花荘が事業所でございます。昨年度の１０月にシニアハウスけやき

がオープンしたわけですけれども、その中に事業所を構えまして、夜間の訪問介護に対応す

るという事業であります。これも地域密着型サービスの中に位置づけられているというもの

でございます。 

一番下の地域密着型通所介護ですけれども、こちらはデイホームのんきという事業所でご

ざいます。有限会社和が運営しております通所介護事業所ですけれども、これは以前からあ

りましたが、県指定の居宅介護の事業所でありましたけれども、法改正により、小規模な１

８人以下の受け入れの通所介護事業所につきましては、県指定ではなく町指定の地域密着型

サービス事業所に変わったということで、昨年の４月からこちらの方に移っているというと

ころでございます。 

運営状況というところでございましたけれども、地域密着型サービスにつきましては、地

域の方々、そして利用している利用者の方、またそのご家族の方。保険者という構成で、２ヶ

月に１回運営推進会議というものを開催しております。町の方でも保険者として、この運営

推進会議に出席しておりまして、その運営状況というのはそこで報告をいただいております。

また、６年に１回の指定の更新というところもありますので、そういう必要な書類について

は、町の方に出していただきながら、更新について内容を確認したうえで、更新の認定をし

ているというところであります。 

また、地域密着型サービスにつきましては、地域密着型サービス運営協議会という組織が

ございますので、そちらの方にも随時状況を報告しながらご意見をいただいているというと

ころでございます。 

続きまして、事業報告 150ページの上段にあります認定申請等の状況の区分変更申請とい

うところでございました。これは、今受けている認定の程度が変わったということで、いつ

でも区分変更の申請を出すことができるという申請です。これが平成２８年度では４６件

あったというところでございます。 

続きまして 151ページの施設介護サービス受給者数でございます。確かに今は施設サービ
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スを利用できるという方は要介護３、要介護４、要介護５の重度の方が利用するということ

になっております。その方の状況というのは、例え３ほどの重さはなくても家庭の状況等と

いうことで、特例入所というところにつきましては、施設の求めに応じて町の方で意見を申

し述べまして認めていただいているという方はいらっしゃいます。今現在何人いますかとい

うところにつきましては、今手持ちの資料にありませんので、確認をしまして後程お答えさ

せていただきます。 

続きまして、利用料の２割負担になった方の人数につきましても、今手持ちの資料がござ

いませんので、後程お答えしたいと思います。 

部屋代につきましては、補足給付が少なくなったということの影響というところでござい

ますけれども、それは補足給付が縮小されて、対象から外れたというのは、所得とか収入が

あったということでありますので、外れたのでそれが大きな影響というところでは受けとめ

ていないところであります。 

また、事業報告書 156ページの任意事業費におきまして、家族介護者交流会事業というこ

とで、確かに平成２７年度は３回開催しておりました。平成２８年度は２回開催になったと

いうことで、減った要因でございますけれども、これは社会福祉協議会に委託をして実施し

てきたという事業でございます。概ね３回開催している中で、だいたい参加者の方が決まっ

てくるということと、内容についての検討が必要だということでありまして、昨年度見直し

をしたことにより、１回目の開催が遅くなってしまったということでありまして、２回になっ

たというところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ６番 芳賀修一委員。 

○６ 番（芳賀修一委員） 私の方からは事業報告書をもとに五つほど質問させていただきます。 

最初に 127ページ予算の方になりますが、地域交流・子育て支援施設整備事業の委員の謝

礼の件で、視察先については説明がありました。それと、基本設計策定検討委員会が１３名

の４万円、分科会が２３人の９万円ですが、会議の回数を教えていただきたいと思います。 

それから、次の128ページの公民館費の中の放課後子ども教室推進事業の総額４９万2,000

円とありますが、町内会の居場所づくりの補助金額が分かればお願いしたいです。決算書の

方には講師謝礼という格好でしか区分されていませんでしたので、その点について伺いたい

と思います。 

同じですが、129 ページの生涯学習活動実践事業の文化伝承事業についての内訳が分かり

ましたらお願いしたいと思います。 

それと、介護保険の関係で、154ページの一次予防事業費です。これに関して言いますと、

高齢者の一般の方を含めたいろんな予防事業があるわけですけれども、筋肉トレーニングの

ような「楽らく貯筋塾」というものがありますが、社会福祉協議会の共同募金事業でやられ

ている筋肉トレーニングの事業も確かあると思います。 

それで、社会福祉協議会の事業に対して今どうのこうの言っていいのか分からないのです

が、ただ、筋肉トレーニングに関しては、共同募金の費用を使うのではなくて、一次予防事

業として一本化した方がいいのではないのかと思っておりまして、その辺について伺いたい
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と思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋子育て支援施設整備主幹。 

○説明員（髙橋誠一子育て支援施設整備主幹） ３点ご質問ございました。 

１点目の地域交流・子育て支援施設整備事業の内、謝礼の検討委員会、それから検討委員

会の中に設置した分科会、それぞれの回数につきましては、渋谷子育て支援施設整備係長よ

り答弁させます。 

次に２点目、それから３点目。２点目の放課後子ども教室推進事業の内、町内会の居場所

づくり。合わせまして、生涯学習活動実践事業の文化伝承事業、こちらそれぞれの事業の内

訳等につきましては、鈴木社会教育主査より答弁させます。 

○委員長（町野昌弘委員） 渋谷子育て支援施設整備係長。 

○説明員（渋谷 淳子育て支援施設整備係長） それでは、お答えいたします。 

策定検討委員会についてですが、１０月から１２月の間に行っておりまして、回数として

は３回となります。 

次に分科会の方でありますが、こちらの方については１１月から１２月の間にかけまして

回数としては３回行ったところです。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木社会教育主査。 

○説明員（鈴木武仁社会教育主査）  

それでは、私の方から町内会居場所づくりの謝礼の支払いの件をお話したいと思います。 

まず、すみよし町内会の方には 7,980円ほどのお支払をしております。三本木町内会の方

は、計算できなかったので、あとで時間をください。申し訳ございません。 

それから、文化伝承事業に関しましては、横山小学校の方では獅子舞ということで、７回

の活動をしております。それから、同じく横山小学校で神楽ということで、２回の活動をし

ております。それから、東郷小学校の方では、凧作りということで、縄ないから始まりまし

て、凧あげまで５回の活動をしているところです。合わせて凧作り研修会ということで、そ

ういったものも含めますと、合計７回の活動を行っております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） ご答弁申し上げます。 

事業報告書 154ページにあります、一次予防事業についてでございました。 

社会福祉協議会では共同募金の配分金を利用しまして、高齢者の方々への支援ということ

で筋力トレーニング事業、うさぎコースと亀コースを実施してきました。昨年度ですけれど

も、地域包括支援センターと社会福祉協議会で委託する事業の内容とか、社会福祉協議会の

事業との調整をやりまして、今年度から今まで社会福祉協議会の共同募金の配分金を利用し

て行っておりました筋力トレーニング事業のうさぎコースと亀コースにつきましては、この

介護保健の一次予防事業として実施していくということで、今年度より変更になったという

ところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ６番 芳賀修一委員。 

○６ 番（芳賀修一委員） 先程の検討委員会の回数をお聞きしまして、先程の委員長の話で一
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般質問と関連するのを聞いていいのか判断していただくしかないのですが、実は同じような

設備で最近出来上がりました大石田町の虹のプラザですけれども、あそこに行って話を聞い

てまいりました。あそこは子育て支援施設よりも多目的ホールの方が規模的に大きいし、総

事業費も３１億円ということで、かなり大きいわけなので比較にはならないかもしれません。

ただ、大石田町そのものは三川町と同じ人口比で、財政規模もほぼ同じというふうに思いま

すが、そこの多目的ホールの担当者の方に聞きますと、基本設計の検討委員会は全部で７回

したということでありました。これからまだ基本設計から実施設計まで期間がありますので、

委員も含めまして、これから十分に回数を重ねていくべきだということを申し上げたいと思

います。 

それから、視察先の関係です。多目的ホール関係でいきますと新庄市の文化会館を参考に

なされたのかと思いますが、ここが一番それこそ身の丈と言われまして、どこが身の丈か私

自身も迷いましたが、それほど特別でかいものとか今更変更しようがありません。要するに

設備の問題なので、そういう意味では、羽黒町のコミュニティセンター等、櫛引の農村セン

ターは同じ予算で作ったものがありますが、あの二つはかなり設備的に古い建物ですが、基

本的にはあの規模で十分だと私は思っております。ですから、そこもぜひ参考になさってい

ただきたいと思います。 

それから、公民会費の中の町内会居場所づくりですが、押切音読会も解散しましたので、

予算規模はない。ただ、それぞれどれぐらいの金額を補助されたのか。関心があってお聞き

したのですが、ただ、子どもたちにしてみれば、学童保育に行っている子はいいのだけれど

も、学童保育に行かないで放課後どうするかという意味では、結構音読会をやっている担当

の人の家に遊びに行ったりして、同じように使っている経過があります。それで、そういう

子どもたちの居場所を少し考えないといけないと思いましたので、質問させてもらいました。

その点、どのようにお考えかお伺いしたいと思います。 

あと、文化伝承事業ですが、これも予算の関係はあとで結構ですが、横山地区は地域と学

校が一生懸命密接に伝統を守るために課外授業などをやっておられますが、実は押切の方も、

文化事業の継承が非常に困っている実態があります。何とか学校で取り組んでもらえないか

というような話しがあったりしております。これは予算だけの問題ではありませんので、実

際の学校の対応等の関係もあると思いますが、一応その辺も何とかならないかということで、

検討できないかを伺いたいと思います。 

それから、最後の第一予防事業が共同募金の方から一本化されたということで、それは非

常に結構ですし、一次予防事業としてきっちりとした位置づけで、これからも拡大していく

べきだと思います。 

実は、共同募金の使い方に関してはかなり批判がありまして、せっかく年末に皆が 500円

ずつ集めて募金をするのに、お年寄りの筋肉トレーニングに使われていたということが非常

に頭にきている人がおりました。私もその 1人でした。そういう意味では正常化されたと思っ

ております。共同募金は共同募金なりにきちっとした使い方をすべきと思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋教育課長。 
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○説明員（髙橋誠一教育課長） ３点再質問いただきましたけれども１点。それぞれ検討委員会

なり部会の回数の比較ということで、委員もおっしゃっていましたが、その中身を構成する

機能というところも少しその回数には反映になっているところもあるのではないかという感

もございます。 

合わせてご提案いただいた既存施設、周辺近い施設、参考となる施設を十分に新しい施設

の中でも取り入れられるものは取り入れて、現在の公民館・多目的ホールの機能を下回らな

い形で、整備の方を十分取り組んでいきたいと考えます。 

２点目の居場所づくりについてであります。おっしゃられますとおり、これまで広域的な

中で押切地区の上・中・下という３町内会を主な対象として活動していただきました会が、

諸事情により解散したということで残念なところではあります。ただ、公民館といたしまし

ては、解散にはなりましたが、これまでもそれぞれの地域の中で町内会公民館を使ったり、

様々な形で居場所づくりだったり、その支援、協力について呼びかけております。そうした

中で、必ずしも高齢者ということにはならないかと思いますが、その地域の中で居場所づく

りに協力していただける方はもとより、中心となっていただける方、リーダーの育成という

のも必要ということで、その辺も踏まえて、新たな居場所づくりについて取り組むというこ

とで、現在進行させております。 

３点目、文化伝承についてであります。各小学校区で伝承すべき・伝承される芸術文化が

あろうかと思います。こちらも委員がおっしゃられますとおり、押切小学校の方でそういっ

た対象となるものありましたら、私の方でも、既存の文化伝承事業の中で、学校、それから

地域と協力しながらと言いますか、そういった場面を作っていただきながら、連携してこの

事業をさらに充実させるよう取り組んで行きたいと考えます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） １番 鈴木重行委員。 

○１ 番（鈴木重行委員） 私の方から５点ほど質問させていただきます。 

初めに決算書９８ページの９款１項１目、常備消防事務委託事業とあります。１億 7,500

万円ほど上がっておりますが、前年度から 2,000万円ほど減額になっております。この算出

の根拠的なものがあればお知らせいただきたいと思います。 

２点目 101ページになります。９款１項４目の中に機械器具購入費というものがあります。

事業報告書を見ると、放送用機器と防災トイレ６台の購入とありますが、防災用トイレ既存

のものと合わせてどのぐらいあるのかお聞きしたいと思います。 

次に 105ページ。１０款の２項１目の学校プール監視人雇上賃金とありますけれども、予

算では４０万円ほどありますけれども、２４万円の計上です。この要因についてお聞きした

いと思います。 

続きまして 109ページ。中学校費の中の３項２目ですけれども、県大会以上出場選手派遣

費助成金とあります。予算を上回るほどの支出ということで、大変喜ばしいことかと思いま

すけれども、どのぐらいの方に適用になったのか。またその適用範囲。コーチ、監督等が同

行するものと思いますけれども、選手のみなのか、その辺詳しくお聞きしたいと思います。 

最後に 117 ページ。保健体育費の中のスポーツ少年団育成費補助金とありますけれども、
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現在活動している団の数と、登録している指導者の数をお聞きしたいと思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） ２点の質問がございました。 

１点目の常備消防の委託料の減額理由につきましては、木村危機管理係長より説明申し上

げます。 

２点目の防災トイレの件でございますけれども、これにつきましては２８年度に購入いた

しまして、６基購入しております。２８年度が初めてでございますので、全部で６基という

形でございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 木村危機管理係長。 

○説明員（木村 功危機管理係長） 常備消防の委託料の減についてご説明申し上げたいと思い

ます。常備消防の委託料につきましては、２８年３月に鶴岡消防の北分署の方が完成してお

りまして、その分の救急費については５０％が委託料に反映されていたところです。その分

が２８年度におきましては、なくなったものですから、その分で 2,000万円ほどの減になっ

ているところです。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋教育課長。 

○説明員（髙橋誠一教育課長） ３点ご質問いただきました。 

１点目のプール監視人の当初予算に対します決算額の減についてであります。当初予算に

つきましては、それぞれ小学校になりますけれども、プールの監視人に必要な日数に賃金を

掛けまして積算をしておりますが、なかなか早くから募集をかけても一定の人数等を確保で

きない中で、学校の協力を得ながら実施した結果、当初予算に満たない決算額というふうに

なっているものでございます。 

あと、県大会の出場等につきましては、委員がおっしゃられますとおり、選手以外にもコー

チ等も対象として、派遣費の方は支出しているところであります。 

３点目のスポーツ少年団。こちらは決算ではありますが、現在というところでしょうか。

昨年度のスポーツ少年団の団、それから団員数につきましては、鈴木社会教育主査より答弁

申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木社会教育主査。 

○説明員（鈴木武仁社会教育主査） それでは、私の方から平成２８年度のスポーツ少年団の登

録状況について説明をさせていただきます。 

まず、スポーツ少年団の団は１１団体ございます。２８年度の登録状況は小学生が 184名、

中学生が２９名、合計 215名となります。指導者の登録者数は合計で５４名となります。以

上です。 

○委員長（町野昌弘委員） １番 鈴木重行委員。 

○１ 番（鈴木重行委員） 常備消防の事務委託料については、経費の負担分が減ったというこ

とで減額になったということだったわけですけれども、今後は変わらずにこのままのペース

と言いましょうか、同額の推移をたどるのかどうか。もしお分かりになればお願いしたいと

思います。 
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先日のごみ処理委託料と委託する側としては、どうにもできない部分かもしれませんけれ

ども、財政的にも何とか軽減ということが重要になってくるかと思いますので、その辺の考

え方についてどう考えているのかお聞きしたいと思います。 

防災用のトイレということで６基ということでありました。先日の一般質問でもお話をし

ましたが、洪水の際には各小学校が避難所となりうるということで、これからももっと増や

して整備するつもりなのか。これでトイレは大丈夫だとするところなのか、少しお聞きした

いと思います。 

学校プールの件であります。監視人がなかなか確保できないというお話でありましたけれ

ども、なかなか夏休み中にプールの開放日が少ないと、もう少し利用日を増やしていただけ

ないかという声がある中で、今後対応策についてどのようにするかお聞きしたいと思います。 

中学校の県大会の出場派遣ということで、コーチ・監督にも適用するということでありま

した。少し違うかもしれませんが、高校生の場合、インターハイやら全国大会等、国体等の

全国大会等の出場もあると思いますけれども、その辺の支援については、事業報告書の 133

ページに全国大会等出場補助金というものがありますけれども、これが該当するのかどうか

確認したいと思います。 

スポーツ少年団の育成費補助金ということで１１団体、また指導者については５４名とい

うことでありました。団によっては、週に２度ほどの練習、土日は対外試合等を含めますと、

約 100日の活動ということになってくるのかと思います。仕事しながら指導をいただいてい

るということで、大変忙しい思いをして指導いただいていると思うわけでありますけれども、

町としての支援ということで７６万円という支援ではありますが、指導員は技術講習、ルー

ルの講習等を様々勉強しながら指導いただいていると思います。その辺の費用にかかる支援

といったものへの考え方等をお聞きしたいと思います。 

もう２点ほどお願いしたいと思います。９９ページの消防費の中で、団員確保対策交付金

というのがあります。団員を確保するための費用だと思いますけれども、条例では消防団員

の定数は 300名となっている中で、ここ数年ずっと十数名が欠員状態ということになってい

ると思います。これからどんどん住民が減少していくという中で、欠員という形ではなくて

定数を減らすといった見直しの考え方はないのか、お聞きしたいと思います。 

それからもう１点。114 ページの１０款５項２目でありますが、町内会公民館等整備事業

というものがあります。老朽化や住民の高齢化に対応したスロープや手すり等の修繕。また、

いろんな箇所の修繕に使われたと思われますけれども、２８年度で終わりの事業のように思

いますけれども、これですべての町内会からの要望は応えられたのか。その辺の考え方をお

聞きしたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 最初に常備消防の委託料の件でございます。先程木村危機管理

係長が説明申し上げましたけれども、２７年度に北分署を作った際に、その負担金というこ

とで、北分署から救急隊が出動し、三川町民が一番その救急車を利用するということで、そ

の救急分が入ったわけでございます。２９年度の予算についても１億 8,000 万円くらいと
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いった意味では、今この消防の算出方法が、三川町の基準財政需要額を根拠にしておりまし

てパーセンテージで掛けております。常備消防の方が、また新たな施設整備等を三川町に関

することをしない限りはそう大きく変わらないと思いますが、その財政基準額がパーセント

が変わる度に、やはり４００万、５００万は動きますので、そういった意味では増減の要素

はあるのかというふうに考えております。 

防災トイレにつきましては、３小学校を避難所として位置づけている関係もございまして、

各小学校に２基ずつということで整備をいたしました。２９年度はさらにトイレのテントと

申しますか、覆いを整備していくということで考えております。 

特に災害時には通常の施設のトイレが使えないことは十分に想定されますので、そういっ

たハードな面については、町がやはりやっていかなければいけないので、そういった整備を

今後、今の庄内北部定住自立圏の中で、３１年度まで予算的な形もございますので、その中

で整備をしていきたいというふうに考えております。 

それから、団員確保の件につきましては、定員が 300名に対して充足していない状況にあ

りますけれども、これについては、今の消防団長の方ともいろいろ話しをしているわけでご

ざいます。団員確保対策ということで、それぞれの基本的には班が、後継者を見つけながら

現在の規模を維持しているわけでございます。やはり新たな入団者が出たときに受け入れを

するという意味では、300 名になっていると受け入れることができませんので、空きがある

という面については、消防団としては問題視はしていないようでございます。そういった意

味では、定員を減らしてその分の幅を少なくしてしまうことにもなりますので、団としては

現在の定数のままでやっていこうというような話し合いをしているところであります。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋教育課長。 

○説明員（髙橋誠一教育課長） まず１点目のプールの開放日の拡大についてでございます。そ

ういったニーズがあるということであれば、やはりただ、ニーズに則したということではな

くて、学校現場の先生方とも、開放にあたっては十分協議しながら、そういった要望に応え

られる場合であれば、どのような形で応えていけばいいのかということについては、今後話

し合いをもっていきたいと思います。 

２点目、３点目を一括でお答えいたしますが、高校生の全国大会出場等への支援、またス

ポーツ少年団の指導者等への支援ということでございました。そちらにつきましては、決算

書でいきますと 117ページ、教育費の保健体育費の保健体育総務費１０款６項１目になりま

すけれども、生涯スポーツ推進事業というのが３番ということでございます。その中で高校

生等の全国大会への出場は、社会教育係の所管で、この全国大会等出場補助金ということで

支援をしているところであります。 

また、スポーツ少年団の指導者等、一般の資格を取得するということで、何級審判とかと

いうことで、競技でそれぞれあろうかと思いますが、そういった資格を取る際も、この社会

教育団体指導者等育成補助金を活用していただき、支援をしているところであります。 

そして、もう１点ございました。町内会公民館に対する支援についてであります。この事

業につきましては、毎年、今年度でいきますと９月になりますけれども、先の町内会長会議
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において、次年度の町内会公民館の整備等についての要望調査を依頼したところであります。

各町内会におきましても、緊急の場合と言いますか、突発的な修繕につきましては、先の補

正予算等でも議決いただきましたが、計画的に、また町内会負担もあるということで、計画

年的に行われているものと考えておりますので、各町内会公民館等とも場合によっては経年

劣化というのも認められるところもあろうかと思いますので、今後も引き続き要望等に応え

る形で取り組んでいきたいと考えております。 

○委員長（町野昌弘委員） ４番 佐久間千佳委員。 

○４ 番（佐久間千佳委員） 私からも数点質問させていただきます。 

先程同僚委員の質問にもございましたけれども、まず初めに決算書の９９ページの消防団

員報酬ということで 300名。定員としてはこのくらいの欠員は妥当と考えているという当局

の回答でありましたが、事業報告書と合わせて見ますと 117ページに各消防力の現況という

ことで、詳細な人数が載っております。第１分団横山、第３分団押切の方で欠員が大きく出

ているようですけれども、そのバランス等を踏まえて全体的にどう捉えているかというとこ

ろをお聞きします。 

それと合わせて増員対策というところが、各班に相談しているということでしたが、町と

しての考えは、班に完全に投げて増員対策を考えているという解釈でいいのかどうか。現在

の 287名で町は十分対応できているというふうな認識でいるかというところも、説明願いま

す。 

同じ９９ページでありますが、９款１項３目の中で、消防施設費の修繕料として 300万円

が計上されております。事業報告書によりますと、修繕料の中で消火栓が３ヵ所。成田２ヵ

所、落合１ヵ所修繕しているということでありました。その要因、どういった理由で修繕に

いたったかというところを説明求めます。 

続きまして 102ページ。１０款１項１目の中で、外国語活動推進事業とあります。その中

で英語指導助手給料と英語指導員雇上賃金というふうに計上されております。まずは、本町

におけるこのＡＬＴ指導員の役割についてどう捉えているかというところと、他市町村です

ね、近隣市町村との給料が妥当なのかというところ、この給料を算定する基準を説明いただ

ければと思います。 

もう１点ですが、先程の同僚委員もありました 105ページの学校プール監視人の件で、私

からも質問があります。先程の説明の中で、学校の方に協力を求めるということでした。そ

れは、教員に監視人の仕事もしてもらっているという認識でいいのか。だとすると、教員に

お願いするという場合は、そちらの負担になると思いますので、その辺の経費の計上はどう

出てくるのかというところ。やはり監視員が少ないという話は私も聞いております。成り手

もいなくて困っているというような状況だと思われますが、やはりしっかり確保するのが児

童の安全に繋がるというふうに思います。その対応策をどのように取っているかと、確保策

をどのように取っているかというところをお伺いします。 

続きまして 113ページ。１０款５項２目の中で放課後子ども教室推進事業。事業報告書の

中を見ますと、わくわく体験塾の方が開催されているようです。このわくわく体験塾は年４
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回開催されておるようですが、４回で 106名の児童が開催を受けているということでした。

定員に対してどのくらいの応募があるのかというところと、再受講率。同じ人がまたそこを

受けたいと思っているのかどうかというところがもし分かれば、教えていただきたいと思い

ます。 

最後になります。次の 114ページであります。６の青少年自然体験事業です。事業報告書

の 129ページですが、フェスティバルざっこしめということで、参加者の状況ですね、町内

の地区の割合などを把握しているのか。また、町外からどのぐらいの方が来たか。２８年度

の事業の総括などが分かれば、説明願います。 

○委員長（町野昌弘委員） 暫時休憩します。            （午後 ２時５８分） 

○委員長（町野昌弘委員） 再開します。              （午後 ３時２０分） 

○委員長（町野昌弘委員） 先程６番芳賀修一委員におきまして、答弁漏れがございましたので、

答弁を許可します。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋教育課長。 

○説明員（髙橋誠一教育課長） 先程のご質問の中で、事業報告書 128ページにあります放課後

子ども教室推進事業の内、町内会の居場所づくり。それから同じ事業報告書の 129ページに

あります５番生涯学習活動実践事業の内、文化伝承事業。この二つの事業にかかります事業

費につきましては、鈴木社会教育主査より答弁申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木社会教育主査。 

○説明員（鈴木武仁社会教育主査） それでは、最初に事業報告書 128ページ、放課後子ども教

室推進事業の町内会の居場所づくりの謝礼の内訳についてご説明いたします。 

先程お話しましたように、すみよし町内会の方には 7,980円、三本木町内会の方にも同じ

く 7,980円、押切音読会の方には１４万 4,930円の謝礼をお支払しております。 

それから事業報告書 129ページ、文化伝承事業の謝礼ですが、こちらの方は１万円を支払

いしております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 続きまして、７番田中 晃委員の質問に答弁漏れがございましたの

で、答弁を許します。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 後程お答えいたしますと申し上げました点について、ここ

でご答弁申し上げます。 

第１点が、特例入所した人数についてのご質問がございました。平成２７年４月から２７

年度、２８年度の２年間において特例入所で入所された方はいらっしゃらないところでござ

います。 

また、自己負担２割となっている方の人数でございますが、この介護保険のサービスを利

用したときの自己負担の割合につきましては、毎年８月で見直しを行っているところでござ

います。平成２８年８月から自己負担が２割となった方につきましては、２４人でございま

す。 

もう一つでございますが、介護保険負担限度額の認定につきまして、どの段階に該当する



- 92 - 

かというところにつきまして、本人が非課税かどうかというところだけでなく、配偶者が住

民税非課税であるかどうか。また、本人と配偶者の預貯金の金額がいくらかというところで、

介護保険負担限度額がどの段階に該当するかというように制度が改正されたわけでございま

すけれども、その改正後にこれについての苦情申し立てがあったとか、そういう方はいらっ

しゃらなかったというところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 引き続き審査を続行します。 

○委員長（町野昌弘委員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 消防に関しまして、２点の質問がございました。 

２点目の事業報告書 114ページ、消火栓の修繕の内容につきましては、木村危機管理係長

よりご説明いたします。 

１点目の団員確保。事業報告書 117ページの消防力の現況のところで、団員の確保につい

ての質問でありました。先程の質問の中でも、団員の確保について班ごとにという話しもさ

せていただいたわけでございますが、基本的にそれぞれの町内会において、初期消火活動を

どのように確保するのかという観点で、資機材、そして班をそれぞれ整備しているわけでご

ざいます。その資機材、その班を運営するためには、どのぐらいの人数が必要なのかという

ことで、この現況にもありますとおり、すべてが定員を充足しているわけでもございません

し、逆に定員を超して実人数の方が多い班もございます。そういった意味では、その町内会

における班の数。あるいはその班における団員の数については、それぞれで違いがあろうか

というふうに思っております。そういった意味では、その団員の確保がまずは班ごとである

というふうにお話をさせていただきましたので、班に任せているという意味ではございませ

ん。町としては、その班から成りたったのが、三川町消防団だというふうに認識していると

ころでございます。 

この団員が地区ごとに違いがあるという話しもございましたが、班という単位で考えてお

りましたので、地区というふうに置き換えても、これはそれぞれの地区ごとの町内会の数で

あったり、そういった違いがございますので、町としてはその地区の違いについては特に意

識していないところでございます。ただ、幹部になりますと、それぞれの分団ごとにという

形になりますので、そのバランスは多少あろうかと思いますが、まずは団員の確保という意

味では、その班が上手く円滑に運営していただける方法を探すべきと思っております。 

ただ、そういった意味では団員が少ない、日中が不在であるということも踏まえまして、

消防団の活動協力員という制度を設けまして、消防団ＯＢの方にその協力員になっていただ

いて、団活動、初期消火活動の手伝いをしていただこうというふうにしているところであり

ます。 

○委員長（町野昌弘委員） 木村危機管理係長。 

○説明員（木村 功危機管理係長） 私の方から消火栓の修繕に関わる回答をさせていただきま

す。消火栓の修繕料につきましては、成田新田２ヵ所、落合１ヵ所 190万円ほど支出してお

ります。これの経緯につきましては、毎年１１月に消防三川分署の方で、冬期の消火栓の水

抜きと合わせまして、消火栓の点検を行っているところでございます。その点検結果につき
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まして、町の方に報告がありまして、主に消火栓とホースを繋ぐ部分について不具合がある

ということで修繕が必要だとなったところです。 

また、現物を見ましてもかなり老朽化が見られたものですから、早晩破裂も考えられると

いうことで、交換修繕にさせていただいたところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋教育課長。 

○説明員（髙橋誠一教育課長） 初めに外国語活動推進事業におけます英語指導助手、それから

英語指導員に関するご質問でございました。それぞれの給与につきましては、英語指導助手

につきましては、本町のみならず、いわゆるＡＬＴを配置する際に全国で支援をいただいて

います。本町もそうですが自治体国際化協会、ここで定められました給与の規定に基づきお

支払をしているところであります。 

そして、英語指導員につきましては、他市町村の情報は得ております。ただ、それぞれの

市町村において、その英語指導員が担う役割等に違いがございますので、一概にこれを比較

するということは、またそれを比較して賃金を増減ということではなく、あくまでも参考と

して捉えながらも、本町の他の臨時職員の方とか、そういう賃金も踏まえながら、その賃金

設定と言いますか、給与については考えているところであります。 

なお、それぞれの役割につきましては、渋谷教育課長補佐よりご答弁申し上げます。 

次に、プール開放日におけます学校の先生方の配置等に関するご質問でありましたが、監

視指導員、アルバイト等を雇用いたしましてその経費はお支払しているわけです。学校教員

の場合は勤務日ということになっておりますので、特段賃金のお支払というのは発生しない

ところであります。そうした中で、先生の勤務も踏まえながらアルバイトによります監視員

講習も受けてもらって、監視にあたってもらっていますが、その中で、展開しているところ

であります。確保が困難ということで、場合によっては高校生、地元の大学生、応募いただ

いた学生の方にさらに、その方を起点に声かけをしていただくとか、またこれまでも、一部

高校生は自家用車なり、交通手段をもっておるかと思うのですが、高校生はなかなか難しい

ので、その辺の交通費も踏まえた形で賃金に反映させ、その改善と言いますか、他のアルバ

イトと比較する中で、見劣りのしない賃金設定を行いながら監視員の確保に努めているとこ

ろであります。 

次に３点目、わくわく体験塾についてであります。昨年度４回の内、平均しますと８８％

強になるようであります。回数によっては、定員そのままに参加をいただいた事業もござい

ますが、４回平均いたしますと、先程申し上げました９割弱の参加ということの状況でござ

います。 

また、参加者のリピートと言いますか、再参加につきましては、それぞれ事業ごとにその

事業に参加しての感想、また意見等も最後に振り返りということで出していただいておりま

す。その中では、もちろん事業楽しかったと、また参加したいという意見等が多いわけです。

ただ、日程の関係で必ずしも再参加に繋がっているか、また具体的に１回目、２回目、また

通年４回通して参加したかどうかについては、集計をしておらないところであります。 

４点目、青少年自然体験事業、フェスティバルざっこしめにおけます町内外の参加者とい
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うことですと、昨年度については子ども 110人の内、町外から参加いただいた人数は１６名

でありました。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 渋谷教育課長補佐。 

○説明員（渋谷 譲教育課長補佐） 私の方より英語指導助手と英語指導員の役割についてお話

させていただきます。英語指導助手は三川中学校に１名配属され、週に２７時間のコマがあ

りますが、そのうち９時間授業をしております。中学校の英語の教科担任の補佐をし、英語

学習における授業の支援を行っております。 

詳しく言いますと、中学校の英会話授業の支援、それから英語学習における各種活動支援。

例えば、英語弁論大会の指導助手、指導補助等をしております。そして、残りの時間につい

ては、小学校や幼稚園の授業に参加をしております。小学校の外国語活動や英語活動の８割

はＡＬＴが参加しているということで、小学校の授業が充実しているというふうになってお

ります。 

英語指導員につきましては、現在２名。横山小学校と東郷小学校で１名。押切小学校で１

名という形で配置しております。小学校５、６年生は年間３５時間の外国語活動。３、４年

生は年間１５時間程度の英語活動。１、２年生は１０時間。それから幼稚園も年間１時間か

ら４時間程度指導にあたっております。 

英語指導員の役割としましては、幼児については英語遊びを通じて楽しさを感じさせると

ともに、小学校の外国語活動への繋がりを助けています。それから、小学校につきましては、

小学校担任の補佐をして、低学年、中学年の英語教育。高学年の外国語活動の授業を支援し

ています。 

その他に、校長が必要と認めた英語教育に関する事項としまして、例えばクラブ活動の支

援、それから英語劇を行うにあたっての支援などをしております。そして、それと同じくら

い大きな仕事として、三川町国際交流事業の計画支援及び通訳等をしているのが現状です。

以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ４番 佐久間千佳委員。 

○４ 番（佐久間千佳委員） それでは、ただいまの答弁の中で再質問させていただきます。 

まずは、消防団員の定数の件でございますけれども、やはり地区別に差が出てきていると

いうのが、例えば押切地区の場合ですと、水防作業と言いますか、水騒ぎが多いですとか、

どうしても定員に対する仕事の割合というのが、負担がかかってくるという認識をしており

ます。やはり定員というのは、ある程度計算されて出していると思いますので、そこに向かっ

ていくべきだというふうに思います。私としては、例えば、定員割れしているところを再入

団ですとか、１軒から複数名の入団を促すなど、そういう対策をしていくような時代になっ

てくるのではないかと思われますので、その辺の検討をどう捉えるかというところをもう１

点お伺いします。 

事業報告書の 117ページの消防力の現況の中で１点。本部班というのが定員５名に対して

実際２名ということで、幹部に対して３名減というのはどういったことなのかというところ

を１点追加で質問させていただきます。 
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また、消火栓について３ヵ所で 190万円の修繕で、主な原因が老朽化という説明でありま

した。三川町に 260ヵ所の公設・私設合わせた消火栓があると、この現況にも書いてありま

すが、老朽化で３つの修繕で 190万円かかるということで、今後例えば、消火栓設置された

時期を見越して、どのぐらいの消火栓の修繕にかかっていくか。この辺を見通されているか

どうかということろをお伺いします。 

外国語教育ですが、私としましては、中学校にＡＬＴを１名配置しているということです

が、果たしてこれからの時代に、その１名で足りているのかどうかというところを、今後学

習指導要綱案を改定されましたけれども、それに対応するべくこのＡＬＴの配置にしたのか

どうか。また、説明では３校の小学校に指導員が配置しているという説明でしたが、こちら

の事業報告書の中には、横山小学校と押切小学校に２名配置しているということでした。ど

ちらが正しかったのかというところを再確認いたします。 

また、英語必修化ということで、英語に力を入れていくわけですが、同時に語学というこ

とで、国語も同時に強化が必要かと思われますが、全体的なところを踏まえて、どう捉えて

いるのかということをお伺いします。 

続きまして、学校プールの監視員の件ですが、どうしても賃金の問題などもあろうかと思

います。学校の先生が役割を担っているということでしたが、賃金面と事故が起きた場合の

保証面も合わせて、やはりもう一度抜本的な見直しをするべきではないかというふうに思い

ます。その見解を伺います。 

続きまして、わくわく体験塾でありますが、８８％の人が再受講していると。再受講の８

８％は定員に対して応募が８８％ということでした。私の子どもも大変お世話になっており

まして、実感といたしましてもの凄くいい政策だと。この政策をさらに拡大するべきでない

かと思います。実際子どもが帰ってきて、一回り、二回り大きくなって帰ってくるのが目に

見えてわかりますので、ぜひ、この政策を拡大して回数等、中身は大変十分な中身だと思わ

れますが、この協力者の方々の負担もありますけれども、この政策を拡大していくべきでは

ないかと思いますので、その検討をお願いしたいと思います。 

最後のフェスティバルざっこしめでありますが、今年ですが、確か炭火焼きの魚を焼かな

かったような感じでした。２８年度はしていたと思いますけれども、やらなくなった要因。

例えば、食中毒とかの問題があるのかもしれませんが、やはりざっこしめというのは、捕ま

えてその場で焼いて食べるまでのすべてが一環として体験だと思います。私も小さい頃に

やった記憶が今でも覚えております。協力者の負担もありますが、ぜひ復活を含めて考えて

いただけないかということを申しまして、私の質問を終わらせていただきます。 

○委員長（町野昌弘委員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 消防に関してです。１点目の再入団、あるいは複数名の加入に

よって団員の確保をするべきではないのかというような質問がございました。これにつきま

しては、再入団を拒むものでもございませんし、複数名については、私の知っている家族は

確か１軒から４人入っていた例もあったかと思います。そういった意味では入っていただけ

る方が活躍していただけることを、私たちとしてもお願いするところでありますので、それ
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ぞれの班ごとで、団員確保については十分に対応していく必要があるのかと思っております。 

また、消防の現況力調査で本部班につきましては、これは女性消防になります。５人の定

員に対しまして現在２人しかいらっしゃらないわけです。これについても、呼びかけはして

いるのですが、やはり消防の行事が土日に多いものですから、土日になかなか出られないと

いうことで、確保ができていない状況があるようでございます。 

最後に消火栓の修繕費の見通しでございます。基本的に団の方から１１月、１２月に冬期

間前に消火栓の水抜きをしていただきまして、その際に消火栓の点検をし、必要に応じて修

繕を行うところでございます。町内全部で 260ほどございますので、その修繕については見

通しという形で、いつまでの更新期限で、予防的に更新という形を取れればいいのですが、

その場対応で１１月、１２月に不具合があったら、翌年度の当初予算に計上して、このよう

に修繕していくというのが現状でございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋教育課長。 

○説明員（髙橋誠一教育課長） １点目の外国語活動推進事業におきまして、英語指導員の配置

についてです。先程の渋谷教育課長補佐の答弁の中で、改めて確認ですが、指導員として配

置しておりますのは、横山小学校・押切小学校にそれぞれ１名ずつ。そのうち、横山小学校

の英語指導員につきましては、担当校として横山小学校と東郷小学校になります。 

それで、ご質問にありました中学校の今後の英語教育方向性を見ながら１名で大丈夫かと

いうご心配の内容のご質問でありましたけれども、今後新たな学習指導要領等の改定等もご

ざいます。１名ということで、多ければそれだけネイティブな英語に接する機会も多くなろ

うかと思いますが、人数だけではなくて、そういった指導、どういった学習内容になるのか、

そういうところも踏まえながら、今後必要な取り組みがあれば、実現に向けて検討・取り組

んでいきたいと考えます。 

また、国語の事業は英語と合わせて大変重要だというお話でございましたが、その内容に

つきましても、母国語である日本語、国語は重要な教科であると認識はしております。そう

いった中で、先程申し上げました新たな学習指導要領との兼ね合いの中で、全体的な教科、

どのように取り組んでいくのかというのは、また今後の新たな課題ということで、現場の先

生方も教育研究所等、また学校内において、新たな要領について学習しながら、今取り組ん

でおります。そういった中で、今後の取り組みについては決定し、推進していきたいと思い

ます。 

次に監視員についてであります。やはり人手が不足ですと危機管理という問題が出てこよ

うかと思います。先程申し上げましたとおり、監視員になっていただく方については、事前

に呼吸法と言いますか、緊急時の対応等について研修を受けていただいております。ただ、

やはり必要な人員の確保といったものが、なかなかこちらで当初描いておる人数・体制等を

とれておりません。委員おっしゃられますとおり、必要な人数をどのように確保していくの

か。それについては、先程取り組みの現状を申し上げましたが、さらに現場の先生方の声を

聞きながら取り組んでいきたいと思います。 

次にわくわく体験塾についてであります。事業の拡大ということでありましたけれども、
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委員おっしゃられていましたが、案に定員を増やしますと、スタッフ確保の中で危機管理と

言いますか、どのように事故等がないように事業を取り組んでいくのかというのが課題にな

ります。こちらの方で事業を組む際は、社会教育推進員の皆さんに協力をいただいておりま

すが、合わせて公民館の職員もスタッフとして加わるわけですけれども、やはり事業内容に

よっては、どうしても見守りと言いますか、危機管理、危険がないようにその事業を遂行す

るうえでは、定員というものの限界がございます。単に一般の方から協力ということでも、

どうしても参加してスタッフとしてなっていただく以上は、責任というものが生じます。そ

ういった方を、社会教育推進員以外一定の研修なり、何らかのスキルを持っていただいて、

そういった養成も今後考え、取り組みながら事業の拡大をできないかについては、検討して

いきたいと思います。 

最後にフェスティバルざっこしめについてでございます。この事業において、現地で捕獲

しました魚については、以前は確かにお借りしております青山町内会公民館の前で、焼いて

食べていたという時期もありました。実は昨年度だけではなくて、その前の年も行っており

ません。と言いますのは、その場で調理する、なかなか調理できる方というのが、協力いた

だいている方は地元の町内会からご協力いただいているのですが、昔は、私の個人的な感想

になるかもしれませんが、参加者も一緒になって捌き方を学びながら調理をして食べていた。

ところがだんだんお子さんが複数いっらっしゃる関係で、いつの間にか地元の協力者だけが

捌いて提供して、またそれを焼いて食べるという衛生上の問題もありますし、時間も非常に

かかるということで、事業全体の中の見直しから、現場で調理して食べるという項目につい

ては現時点では行っていないという状況になったところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 先程消火栓の水抜き点検のところで、消防団がその点検をする

という答弁を申し上げましたが、三川分署の署員が水抜き点検をするという誤りでございま

すので、お詫びして訂正申し上げます。 

○委員長（町野昌弘委員） ９番 梅津 博委員。 

○９ 番（梅津 博委員） １点目、ただいま同僚委員からありました消火栓の件であります。

事業報告書の 117ページ、消防力の現況ということで防火水槽、消火栓、あるいは団員の一

覧表がございます。 

まず１点、私設の消火栓というものについて、地域によって特徴があるんですが、どういっ

た内容で私設の消火栓というものが取り付けられたのか。管理については、当然町でやって

いるかと思いますが、それの確認。 

それから、修繕の部分ですが、先程の 114ページの２８年度においては３ヵ所、それから

資料を見ますと２７年度では５ヵ所をやっているようです。金額も２７年度は大きな金額の

ようです。それで、先程来の答弁の中で、分署の職員が消火栓の状況を確認しながら、修繕

の必要な部分について、次年度に予算を計上しながらやっていると。先程同僚委員もおっしゃ

いましたが、この 260という消火栓について、老朽化も相当進んでいる部分もあるだろうと

思います。まず一つは、分署での点検というもので十分なのか。その辺を伺いたいと思いま
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す。当局も一緒になっての点検というものが、ある意味長期的な修繕計画というものを立て

る中では、必要なのではないかという観点であります。 

そういう視点に基づいて修繕というものを見直すとすれば、この 260というものが、今の

ペースで言えば約 100年近くに渡って一回りするという形になりますので、そういうところ

まではもたないだろうと。あるときに、大量に修繕する必要が出てくる可能性もある。それ

を計画的に行うためにどうすればいいかという観点であります。 

それから、次の 119ページ教育委員会の関係です。学力向上対策事業、先程来から英語の

活動についていろいろ意見が出されておりますけれども、私は三川町の英語活動については、

非常に進んでいる、あるいは熱心に行われているという認識を持っております。そういった

中で、今回２８年度において、学力向上対策事業の中で（２）のニュージーランドからの留

学生４人によるイングリッシュ・サマースクールは非常に画期的な内容だと私は評価したい

と思いますけれども、こういった新しい試みをやられた目的。それから、具体的な内容につ

いて伺いたい。 

それから、参加者は中学生１０人、小学生は１９人、これらの方々が、手挙げ方式だとは

思いますが、どういった参加の募集の中で、募ってきたのか、その辺も伺いたいと思います。 

合わせて、学力向上対策そのもの、三川町公民館における学力向上学習会に関しては、若

干ですが前年から比べますと、参加人数が減っていると。２７年度から比べれば１回あたり

２７年度が３０人、２８年度が２０人ということで、２／３程度になったということで、そ

の内容についてどのような分析を行っているのか、伺いたいと思います。 

次に、事業報告書の 133ページ、１０款６項１目保健体育総務費の中で、社会体育団体活

動費補助金ということで、いろいろな団体に補助金を出しております。この中で、総合型地

域スポーツクラグ活動支援事業費補助金、総合型地域スポーツクラブへの補助になります。

このクラブの活動条件について、どのように捉えているのか伺いたいと思います。 

ｔｏｔｏによって、全国的な展開の中で三川町でも、創設されたという認識を持っていま

す。ただ、２７年度までにｔｏｔｏの支援が終わったということからして、運営も厳しいの

かなと思います。あるいはクラブ員の人数的にも減ってきているということからして、この

クラブについて、どのように運営するべきかと私も思っていますけれども、町としては現状

をどのように捉えているのか伺いたいと思います。 

それから、137 ページの交際費の関係です。交際費に関して一覧表でそこにまとまってい

るわけであります。お聞きしたいのは、いろんな起債の種類がある中で、後年度交付税措置

と言われているものがあるわけであります。例えば、その他の（３）臨時財政対策債。これ

は 100％後年度交付税措置と言われていると私は理解しておりますが、あるいは教育債に関

してもその後年度交付税措置に該当するものも結構あるだろうということで、現在町の方で

捉えている後年度交付税措置になる部分、２８年度末現在で５０億 3,900万円ほどの起債が

残っておりますけれども、この中でどれぐらい国からの交付税によって後年度バックになっ

てくるのか。その辺をどう捉えているのか。そして、その比率というものは、近年の状況は

上がっているのか下がっているのか。その辺の分析をどのように捉えていますか。伺いたい
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と思います。 

それから、次に介護事業の関係です。154 ページ、４款１項２目一次予防事業費というこ

とで内容が記載されております。この中で、２８年度の年度末頃から取り組んだと私は思っ

ていたのですが、いきいき 100歳体操の体験・研修というものがやられております。３月６

日ということですので、２８年度の最終盤でやったのかと思います。２９年度においても、

続いていると、あるいは拡大していると、一生懸命やられているという認識は持っておりま

す。この内容、それから効果についてどのように現状分析しているのか伺いたいと思います。 

それから最後になりますが、農業集落排水事業の 162ページ。それから同じ課題で下水道

事業の 167ページ、年度別の滞納繰越についての質問であります。 

その上の過年度分使用料の調定・収納状況等も合わせて見ますと、農業集落排水において

は、若干過年度分の収納もされているということのようであります。下水道に関しては、ほ

とんど収納がなされていないということで、収納業務に関して、この数字だけを見ますと、

あまり熱心に行われていないのではないかという見方もできます。現状はどのように取り組

んでいらっしゃったのか。あるいは、この結果をどのように受けとめているのか、その辺を

伺いたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） ２点ご質問がございました。 

１点目の消火栓の件でございます。基本的に私設と申しますのは、開発をした際に義務付

けをして消火栓を設置しまして、その設置をした消火栓については、その後町が管理・点検

をするという形になっております。そういった意味では、町が 260を点検するわけでござい

ますけれども、先程申し上げましたとおり、分署の方で消防の水利調査というものを行って

おりまして、その調査の結果が私どもの方に文書でまいります。その不具合がある箇所につ

きましては、当然のように町の職員と業者も一緒に行っていただきまして、その状況の確認

をし、その修繕、あるいは交換修繕、そういった必要があるものについて行うという形になっ

ております。 

長期計画でそれをできないのかということでございますけれども、そうしますと、１基ご

とに当然台帳がございますので、経過年数は分かるわけでございますけれども、一律に経過

年数ごとに交換ということは、これまでもしておりません。それを今後するとなると大きな

財源的なものもございますので、まずはその場対応でやっていくしかないのかなと考えてお

ります。 

２点目の交際費に関しては、事業報告書の 168 ページからその町債の現在高の一覧表が

載っているわけでございます。この中で一般単独事業というふうになっているものについて

は、ほとんどが交付税の範囲でございません。それ以外につきましては、３割、５割、７割

というふうに、あるいは 100％もございますので、この額がどうなっているのかについては、

交付税の算定の際に数字としては出てまいりますけれども、この表に基づいての抑え方はし

ていないところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋教育課長。 
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○説明員（髙橋誠一教育課長） 学力向上対策事業についのご質問でありました。 

まず１点目の事業報告書には（２）ニュージーランドからの留学生についての目的と内容

等についてであります。こちらにつきましては、参加者については小学生ですと高学年、中

学生はすべて、募集ということで、こちら参加者を募ったところであります。目的は、外国

語活動推進事業をやっておるわけですけれども、ネイティブな英語に触れていただき、また

異文化との交流によって、地元の文化なり歴史等を学び直すと言いますか、そういった効果

を狙いとして行ったところであります。 

こちらの事業は、鈴木教育長の縁もございまして、福岡県の私立高校ではありますけれど

も、そちらの留学生４名を、こちら地元の庄内にお迎えいたしまして、参加者の児童・生徒

と交流をしていただいたというところであります。 

来ていただいた際に、本町の小中学生からは、広く庄内の観光でありますとか、そういっ

た歴史なり文化、そういったものを英語で紹介するような形で活動をしていただいたところ

であります。そうした中で、より子どもたちが身近に英語を感じ、また英語に対する活動意

欲・学習意欲も向上したものと捉えております。 

次に、三川町公民館において行っております学力向上学習会についてであります。こちら

の参加の減についてのご質問でありましたが、こちらは２７年度から、それまで中学生も対

象としておりましたけれども、昨年度も２７年度と同様、小学校５年生、６年生を対象にし

て、いわゆる手挙げ方式で募集を実施したところであります。一定の基準等があっての学習

会ではございませんので、町が設定した学習会に参加してみたいという意欲と、意欲と言っ

たら語弊があるかもしれませんが、あくまでも参加者の希望によっての学習会の人数となっ

ていますことをご理解いただきたいと思います。 

２点目の社会体育におきますスポーツクラブについてのご質問でございました。委員が

おっしゃられますとおり課題としては、会員数の減等もあるわけでありますが、昨年度はそ

ういった会員の伸び悩みも含めまして、スポーツクラブのみならず関係します体育関係団体

等とも、膝を交えたと言いますか、いろんな話し合いの場を持ち、それぞれの団体組織等の

活動充実、そしてスポーツクラブの会員の増、活動の充実について話し合いを進めてきたと

ころであります。町民が広くスポーツに取り組むきっかけ作り、また継続ということで、ス

ポーツクラブにはその一翼を担っていただいておるわけですけれども、そういった昨年度の

話し合いの中から、会員増の施策の一つではありますが、会員についてはアスレなの花のト

レーニングルームについての無料化などの提案も出され、今年度から実施しているところで

あります。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） 事業報告書 154ページに記載しております介護予防研修会

ですけれども、平成２８年度は２回開催したところでございます。その２回目ですが、３月

６日に講演・実技「いきいき 100歳体操を体験してみよう」という内容で研修会を行ったと

ころでございます。老人クラブや民生委員など各団体へ呼びかけ、また町民の方々にも参加

を呼びかけながら実施をしました。内容等につきましては、山形県で推進をしている「いき
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いき 100歳体操」のご紹介をしたところでございます。手首・足首におもりを付けて、ＤＶ

Ｄを見ながらゆったりとして体を動かす。これが筋力向上に大いに貢献すると言いますか、

そういう内容で、県の推進員の方から来ていただいて研修会をしたところでございます。 

平成２８年度は、この研修会を通じて住民の方々にいきいき 100歳体操を知っていただく。

いきいき 100歳体操は 1人でやるということではなくて、４人以上のグループで、どこか公

民館などの会場に集まって行う。そこに設備として、イスとＤＶＤプレーヤーやテレビなど

の必要な物品の準備ができ、３ヵ月程度、週１回以上実施が可能なグループということで、

２９年度からはその実際のグループでの活動が始まっているというところでございます。そ

のように自主的にやってみようという方々が発生したという意味では、２８年度の研修会の

効果の現れだと思っているところだと思います。 

また、さっそく４月から取り組みますという町内会もありました。今年の６月１５日の広

報ではいきいき 100歳体操を始めてみませんかということでご紹介もしたところであります。

その中に書いてありますが、今年の５月末現在で五つの団体が取り組んでいる。今も増えて

いるというような状況でございますので、来年度の事業報告ではその効果。また、体力測定

も１回目と３ヵ月が経過したときの体力測定等もやっておりますので、そのところも踏まえ

た報告ができるかと思っているところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 遠藤環境整備主幹。 

○説明員（遠藤淳士環境整備主幹） 農業集落排水特別会計、また下水道事業特別会計それぞれ

の、いわゆる使用料の滞納繰越に関するご質問でございました。現在、基本的に２０年度以

降のそれぞれの使用料につきましては、上水道と一緒になって、鶴岡市を通じて収納してい

ただいているという状況にございます。 

本町におきまして精力的に取り組みますのは、この資料でいきますと１８年、１９年度に

かかる滞納繰越に対する徴収活動ということでございまして、まずは少人数ながらも精力的

な徴収活動を続けているところでございます。基本的には５年で時効を迎えるという性質の

ものでございますが、それぞれ誓約書、もしくは一部納付をいただきながら貴重な財源確保

ということで、滞納繰越扱いになっているものではございました。一部不納欠損ということ

で、２８年度それぞれいくらかの数字が載っておりますが、いたしかたがなく時効到来、交

付要求を行った結果、配当がなかったということでの消滅というような要因のものでござい

ます。 

今後それぞれの事情等をさらに分析しながら、なかなか徴収に結びつかない滞納繰越につ

きましては、何らかの処置を講ずるということも視野に入れているところでございます。通

常の日ごろの徴収活動につきましては、担当の丸山建設環境課長補佐より説明させていただ

きたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 丸山建設環境課長補佐。 

○説明員（丸山誠司建設環境課長補佐） それでは、私から日常的な農業集落排水事業の使用料

並びに下水道事業の使用料の滞納分の徴収についてご説明いたします。 

基本的に滞納分の徴収につきましては、一つは電話の督促、また文書による督促、また訪
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問による督促という方法があります。訪問による督促におきましては、当然その使用者との

面談をしまして、話し合いによりその場でお金をいただくということもありますし、次回の

訪問日を決めてそのときにいただくということもございます。 

不在による場合につきましては、不在の方に対して訪問したということが分かるような紙

を置いて帰ってまいります。どうしても督促をしても約束の日に納付していただけないとい

う方については、その都度また電話や訪問によって納付を促していくという方法を取ってお

ります。並びに、役場にたまたま来られたという場合におきましても、その場をとらえまし

て話をさせていただくというようなことはあります。 

先程のご質問の中で、下水道事業の２８年度におきまして、１８年度並びに１９年度の収

入済額がゼロというようなご指摘があったわけですけれども、２７年度の決算におきまして

は、１８年度分の収入済額が２万 4,800円というような実績があります。こちらにつきまし

ても、いろいろご家庭の事情によって納付できないといったようなことをお聞きしておりま

すけれども、できるだけ納付していただくような形での説明をいたしながら、町の収入にな

るような滞納事務を行っているところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） ９番 梅津 博委員。 

○９ 番（梅津 博委員） 丁寧な答弁をいただきました。 

消火栓に関してです。長期的な計画というものに関して、要するに公共施設の長寿命化と

いうものを含めながら、町で上げている公共施設等の総合管理計画、この中では、道路等も

橋梁等も含めて予防管理型ということで、壊れる前に計画的にやっていった方が年間の経費

が安く上がるということで、道路も橋梁もこれから進められる計画があるのだと思います。

同じように、消火栓についても公共的な施設という認識であれば、同じような取り組みがな

されて妥当かなと私は思っております。その辺の考え方、見直すつもりはないのか、もう一

度伺いたいと思います。 

それから、学力向上対策。英語の活動についての経過も分かりましたし、学力向上学習会

についての状況もある程度分かりました。 

教育長に伺いたいのですが、このイングリッシュ・サマースクール。ご縁があって、こう

いったことができたと。ある程度単発的なものではなく、継続的なものということを望むわ

けですが、その辺の可能性をどう捉えているのか。 

それから、学力向上対策の中で学力向上学習会に関して、手挙げ方式で意欲のある人たち

をサポートしていくということなわけで、これは非常に素晴らしい内容だと思います。今ま

でやられてきた内容について、いろんな変遷はありましたけれども、概ねどのような効果が

あったのか。それを踏まえて、今後の対応について伺いたいと思います。 

それから、スポーツクラブに関して、会員の特典も含めて対応したということであります

が、体育関係の活動の組織について、このスポーツクラブに限らず、いろんな団体を含めて

三川町のスポーツと体育活動というものをどうすればいいのか。その中でのスポーツクラブ

の位置づけということを整理しないと、このクラブの創設以来の経過だけにとらわれている

と、少し中身の方向性は違うのかと思っております。要するに、このクラブだけに 150万円
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という多額の金額がいっていると。これをどう捉えるか。他から見ればなぜあそこだけとい

う話しに当然なってくるので、体育活動全体での位置づけなり、今後の方向性についてもう

一度伺いたいと思います。 

あと、交際費に関して、交付税の算定で出てくるという答弁でした。では、実際計算上出

てくる２８年度の償還分。例えば、臨時財政対策債だけで１億 2,400万円ほどの返済はして

いるわけです。交付税の算定で出てくる部分は、その臨時財政対策債以外の部分、要するに

交付税措置になるであろうというものに比べてどうなのか。ぴったり一致するのか、あるい

はこれより低いのかということは、国からそれだけ十分な交付税措置がなっていないという

証拠ですので、その辺の現状はどうなのか。 

それから、いきいき 100歳体操に関して、非常に今の流れでいい方向に進んでいることは

理解しました。この県から出てきた内容ですけれども、これをぜひ一過性に終わらせないで

拡大していくと。要するに、一次予防、介護にならない体を作っていくということが一番重

要だと思います。これを通して家から外に出る機会を増やす。あるいは、他のこととも組み

合わせながら健康な介護がいらない体を作っていくという流れに繋げてもらいたいと思いま

す。今後の拡大の計画について、伺いたいと思います。 

それから、最後の滞納部分については、丁寧な説明を受けましたので、再質問はしません。

今後とも努力されまして、少しでも滞納分を収納するということで努めてもらいたいという

ことを要望したいと思います。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） １点目の消火栓に関しまして、公共施設の総合管理計画の話が

出ましたけれども、この公共施設の総合管理計画の考え方、根底には施設の長寿命化という

ことで、４０年ごとに建て替えると 120年には、２回建て替え、３回分が出ると。それを、

途中で手を加えることによって６０年に１回にすることができれば２回で済む。トータルコ

ストとして安くなるからこれをやりましょうと進めているわけです。 

一方、消火栓に関しましては、例えばそれを早めにやったとしても、では長く延ばせるの

か。例えば、開閉バルブを早めに取り替えるとか、一部分のものはあるかと思いますが、本

体そのものが経年劣化して割れるといったときには、消火栓としての機能が損なわれるわけ

でございます。そういった意味では、やはり目視で点検をして、その都度修繕をしていくと

いう考え方。長い目で見たときには、長持ちしたと考えることができるかと思っております。 

２点目の交付税措置につきましては、これは約束、ルールでございますので、ルール通り

交付税が算定されていると私は信じております。ただ、交付税算定はそれ以外に、いろいろ

な形がありまして、年度ごとに係数が出てまいります。その係数でなぜか「えっ、増えるは

ずなのにな」と思うようなことは当然あるわけでございます。ただ、委員が質問されている

部分については、約束でございますので、その通り入っているというふうに信じております。 

○委員長（町野昌弘委員） 鈴木教育長。 

○説明員（鈴木孝純教育長） ニュージーランドからの留学生４人を迎えてのイングリッシュ・

サマースクールの開催ということで、実はニュージーランド、イギリス系は高校を卒業した
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あとに１年間社会奉仕するということで、大学にすぐに行かないでボランティアをする。そ

ういうふうなシステム。これがギャップイヤーなわけです。 

ちょうどニュージーランドから私の知っている学校に４人来ていると。幼稚園と高校を

もっているのですけれども、幼稚園の子どもたちに英語を教えたり、なかなかいい子たちだ

ということで、やはり英語を大人が教えるのではなくて、子ども同士の交流ということで、

高校生上がりですから、小学生・中学生にはもってこいだなと。ただ、主旨としては、英語

を学ぶのではなくて、こちらの子どもたちが庄内の文化とか観光を案内するという設定のも

とで企画しました。２９人いるわけですけれども、非常に子どもたちも喜んで来年もぜひやっ

てほしいというふうに言われて、その効果としてはラジオ局、それからテレビはＹＢＣ・Ｙ

ＴＳの２局で放映されました。 

ただ、私が試しにやったのですが、今度は二泊三日で向こうからの交通費を入れて、３０

人に対してそれだけの費用対効果があるかどうか。ということで、予算化もしませんでした。

その辺の主旨は、今委員から言われたとおり、非常に良かったと言われたのですが、いかん

せんお金の方の、予算的なものをどういうふうにするかということは考えないといけないと

いうことで、今年はペンディングした次第です。 

それから、三川町の公民館における学力向上学習会。今まで中学生がやっていたのですが、

中学生はクラブ活動もあり、なかなか難しいということで、２年程中学生でやったあとに、

今度は中学生の代わりに小学５年生を入れて、ちょうど６年生になったら全国学力テストも

あるし、５年生のうちから希望者を集めてということで、現在小学校５年生・６年生を対象

にやってきております。ただ、でこぼこがありまして、あるときは多いのですが、あるとき

は少ないということで、少し参加者の延べ人数がその年によってはでこぼこします。今年も

これよりは下がるかもしれません。６年生は多かったのですが、５年生が少ないということ

で、でこぼこするかもしれません。 

効果ということでは、中学校に向けての学習週間をつけさせるということで、自分でいろ

いろ疑問に思ったこと、そういうふうなものを自らも解決する、あるいは興味と関心を持た

せるというふうなことで、小学校の内容よりは少し難しいものを与えながらということで取

り組んできました。ところが、教える方、指導者というのは公益大学の学生が来るのですが、

やはり学習塾に行った経験がない。そういうふうな形で指導に関しては、子どもたちの前で

指導するには少し経験不足かなと。元教員の方にもお願いしたりしてやりましたが、指導者

の方も対応するメンバーは少ないということで、手薄になっている次第です。 

内容的には子どもたちも一生懸命やって、それの効果は上がったと思います。それが中学

に結びついてくれればいいのですが、やはり今度中学の勉強のやり方はどんどん違ってきま

すし、私は効果ありと思いつつも、ではそれが中学まで影響しているかというと、それをな

かなか伸ばしてくれないと言うと中学校に責任を押し付けるわけではないのですが、その辺

培ったものを伸ばす。あるいは、三川町の子どもたちは非常に素直な子どもたちが多いです

から、そういうふうなものをやはり自らある程度手を差し伸べながら、何をやるべきかとい

うことをもっと丁寧に、中学校あたりでももっとやって欲しいなというのは、私のお願いご
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とみたいな感じです。 

毎年同じことを繰り返すのではなくて、その生徒に合った、それから授業の延長で少し子

どもたちがアップ、アップしないような形ということで、その学年・年に応じた形で教材を

用意して実行しているという次第です。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋教育課長。 

○説明員（髙橋誠一教育課長） 総合型地域スポーツクラブにつきましては、本町ですと全町と

いうことで一つのクラブなわけです。それぞれ市町村なり、特定のエリアに応じて活動内容

よりその体制というのは異なるというふうに承知しております。そうした中で本町において

は、スポーツ振興、体力・健康の増進については、例えば、体育協会ですと競技力の向上。

スポーツ少年団については、小さいうちからスポーツに親しんでということで、場合によっ

ては中学生も含めるような形で活動しております。そういった競技力なり、子どもたちへの

スポーツの振興と合わせて、先程申し上げました広く町民がスポーツできる機会づくり、そ

れから継続して取り組んでいただく取り組みといったものが、本町の総合型地域スポーツク

ラブに求められているところだと思っております。 

そうした中、先程関係します体育団体等と今後本町のスポーツ振興について、また合わせ

ましてそれぞれの活動組織が充実するような取り組みということでは、繰り返しになります

が、それぞれ課題を持ち寄りまして、その解決について協議をしたところでございます。 

先程、里山歩きの話も出ておりましたが、そういった一見スポーツとは関係しないところ

の健康づくりについてもこのスポーツクラブが関わってございます。また、先の行政評価に

おいては、例えば健康診断の結果から、日常的に運動するということでの連携と言いますか、

きっかけ作りもこのスポーツクラブということで、町との連携を図ってはというご意見もい

ただきました。 

そういったところを含めて、このクラブが担う、また今後活動できるものは、いろいろ考

えればあろうかと思いますので、さらに話し合いと言いますか、このクラブ活動の工夫といっ

たものもクラブだけではなくて、当然町も関わりをもちながら、よりその活動内容が充実し

会員の増に繋げていきたいというふうに考えております。 

○委員長（町野昌弘委員） 菅原健康福祉課長。 

○説明員（菅原和子健康福祉課長） いきいき 100歳体操につきましては、介護予防の場という

だけではなく、仲間づくりの場であり、通いの場であり、住民の方々が自主的に運営する場

でもあると認識しているところであります。介護予防とともに自分たちでその地域を支え合

いながら作っていくというような、そういう地域づくりという視点もあるのかなと受けとめ

ているところでございます。 

実施条件の中に、３ヶ月程度、週１回以上自主的に実施可能なグループとはしているとこ

ろですけれども、３ヶ月というところではなく、今始まったところなわけですけれども、長

く続けていってほしいと思っているところであります。 

先程体力測定の話もしましたけれども、１回目と３ヶ月経過したときは、地域包括支援セ

ンターの職員が出向きまして測定をいたします。そのプログラムにつきましては、今のとこ
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ろ３ヶ月のプログラムということで想定をしているのですが、もっと長く続けていただきた

いというとき、どのような包括支援センターとして、支援ができるかというようなところは

続けていっていただくための一つの課題と思っておりますので、十分今年度検討していきた

いと思っているところであります。 

○委員長（町野昌弘委員） 暫時休憩します。            （午後 ４時３０分） 

○委員長（町野昌弘委員） 再開します。              （午後 ４時４５分） 

○委員長（町野昌弘委員） 本日の決算審査特別委員会は終了するまで、時間を延長いたします。 

引き続き審査を続行します。 

○委員長（町野昌弘委員） ３番 佐藤栄市委員。 

○３ 番（佐藤栄市委員） 簡単に質問します。事業報告書でまた質問させてもらいます。 

112 ページの三川町消防団活動協力員数について伺います。２７年度と同じ数字で出てい

ますが、町内会の人数等も前年と同じなのか伺います。 

それから、163 ページの下水道特別会計について伺います。２番目の最上川下流流域下水

道庄内処理区維持管理負担金の内訳というのがあります。一般排水基本水量分ということで、

流量と単価が出ております。この単価の算出根拠を伺います。 

○委員長（町野昌弘委員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 消防団活動協力員の人数ですが、２７年度が５８名。２８年度

も５８名でございます。うち東郷地区が２７年度の１９名が２８年度に１８名。押切地区が

１名増えて２０名という形になっております。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 遠藤環境整備主幹。 

○説明員（遠藤淳士環境整備主幹） 最上川下流流域下水道庄内処理区維管理費にかかる負担金

の単価の算出についてということでございました。基本的には、この庄内処理区におきます

維持管理費にかかるものを流入されてきます。つまりは、本町を含め鶴岡市・庄内町等々か

ら流れ込みます下水道に基づいて、その管理費を捻出するための単価が算定されるという考

え方でございます。 

○委員長（町野昌弘委員） ３番 佐藤栄市委員。 

○３ 番（佐藤栄市委員） 最初に消防団の協力員ですが、先程から議場の中で議論されており

ましたけれども、協力員というのは消防団員の経験者であるということと、初期消火が大切

というお話はされておりました。そういう意味では、全町内会にいた方がいいということと、

それが必要な体制だということで、町も進めてきたのだと思っておりますが、全町内会いな

いはずです。前年と同じで、人数が１人増えたり減ったりはあったようですけれども、２８

年度に全町内会にするために努力はしたと思いますので、そのやり方等、どういうことをやっ

たのかを説明していただきたいと思います。 

それから、下水道に関してです。単価が 102 円 55 銭ということで、流れてくる流量によ

るものだけではないのではないかと。維持管理費なので、建物や管路も計算に入っているの

かと思いますし、その点も一つ。 

それから、近年ずっと 102 円 55 銭できているようです。この単価を決めるには、何年に
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１回に見直しとか、そういうルールがあるのかどうかを伺います。あと、その二つ下に、前

年度一般排水超過水量分というのがあります。流量も単価も斜線で引いてあって、金額だけ

に数字があります。昨年もこういう形で数字が出てきておりますが、一昨年までは流量も単

価も出ていての金額でした。流量も単価もなしで、空欄でもゼロでもなく斜線での金額設定

というのはどういうことなのか、説明願いたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 消防団の活動協力員のお願いにつきましては、この協力員制度

のそのものが平成２４年の１月から発足したわけでございます。２月頃に町内会長にお願い

をいたしまして、新年度の協力員の活動の継続の是非をお伺いしていただき、さらに新たに

協力員となっていただける方を推薦していただき、４月に辞令交付式等の際に、また協力員

をお願いしているところでございます。 

そういった意味では、先程の質問の中にもありましたとおり、初期消火、あるいは後方支

援活動、そういったものでは、その活動協力員というものが必要だということで制度化して

いるものでございますので、引き続き町内会長を通してお願いをしていきたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員） 遠藤環境整備主幹。 

○説明員（遠藤淳士環境整備主幹） ご質問がありました単価の見直しにつきましては、３年に

一度見直すという方針で、これまで運営されてきております。平成１０年の供用開始から始

まりまして、その単価については一時期 129円という、ある意味高額な単価に設定したうえ

で負担金を収めていたという経過がございます。ご質問にありましたとおり、平成２３年以

降は現在の 102円５５銭という数字に収まっているところでございます。 

ご質問にありましたとおり、基本的には先程ご説明いたしました、庄内処理区の運営管理

費に関わる経費ということで、それぞれ市町から負担金を求められるというものでございま

す。これが質問にありましたとおり、管路それから処理施設等々に関わります、いわゆる投

資費にかかる負担金については、当初各市や町の負担が増額になるということから、据え置

いてきたという経緯がございます。結果的には、２５年度においてそれまで設定しておりま

した単価での負担金を求めますと、運営管理費の採算が合うというようなことから、それ以

降におきましては、処理費に関わる維持管理費、そして資産資本費ということで、これまで

の資本投下してきた部分についての回収が始まったという状況でございます。ちなみに、流

入負担金として 102円５５銭の内訳といたしまして、管理費関わるものについては、これま

でですと７９円９５銭とか、８０円程度が運営費ということでございまして、残りの２２円

等については、これまでの資本費に充当しているというような積算内容になっております。 

ご指摘ありました、この事業報告書の４項目が斜線になっているという部分につきまして

は、担当の丸山建設課長補佐より説明させていただきます。 

○委員長（町野昌弘委員） 丸山建設環境課長補佐。 

○説明員（丸山誠司建設環境課長補佐） こちらの斜線の書き方につきましては、以前の精算の

計算方法と変わったということで、以前よりも複雑な計算になったため、一概にこの表に当

てはまるような書き方ができなくなったということで、斜線表記にさせていただいたという
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ことであります。 

こちらにつきましては、このような表記の方法でない方法を検討するということで、今後

考えていきたいと思います。 

○委員長（町野昌弘委員）２番 志田德久委員。 

○２ 番（志田德久委員） 今日は奇しくも東日本大震災から６年とちょうど半年であります。 

116 ページの特設公衆電話でありますけれども、これはホームセンターから求めているよ

うですけれども、分かるとおり、この特殊公衆電話というものは、災害時の場合に採用する

ということで、普段は買ってＮＴＴの機材がきたら使うというものであります。ＮＴＴから

確認等を取って、この機種を買ってストックしているのか伺いたいと思います。 

それから、災害用備品毛布ですけれども、東日本大震災のときも三川町に避難してきた方

がおります。あのとき、３月１１日以降はずっと寒かったわけですけれども、三川町には薄

い毛布しかなかったということを記憶しております。それで、今回これは冬用の厚い毛布を

購入したのか伺いたいと思います。 

次に 122 ページの中学校のエレベーターが防災工事ということで、エレベーター工事を

やっております。その内容等、目的等を伺いたいと思います。 

続きまして、136 ページの奨学金の件であります。平成２５年と２６年は６人で、２７年

と２８年は対象者が５人であります。先程若者定住ということで、市町村枠が１０人のとこ

ろに８人しか申し込みがなかったということでありますが、これにも本来は６人応募できた

のに５人で留めているのか伺いたいと思います。 

次に 143ページ。国民健康保険になりますけれども、出産育児一時金４２万円、７件あり

ます。今はこの制度のおかげで出産入院しても、言い方があれですけど、安心して退院でき

ると。前はお金を払ってから退院ということでしたけれども、これは入院中にお金が入ると

私は解釈しております。社会保健等で住民が７０名近く出産していると私は認識しておりま

すけれども、この場合はどういう制度で行っているのか。 

同じく 143ページの方では、葬祭費として１回あたり５万円がなっておりますが、147ペー

ジの方では後期高齢者医療９９件、同じ単価の５万円ということで、合計 109件になろうと

思います。この他に葬祭費の対応があるのか、この 109人でよろしいのか、確認の答弁をお

願いします。 

○委員長（町野昌弘委員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 事業報告書 116ページの特設講習電話用電話器の購入に関して

であります。これにつきましては、ＮＴＴと共同で行っている事業でありまして、町内の避

難所として想定される９ヵ所において、ＮＴＴがモジュラーを設置いたします。そこはＮＴ

Ｔの負担で行い、電話器そのものは発信専用として、電話器を町が購入して準備しているも

のでございます。そういった意味では、ＮＴＴと歩調を合わせて対応を行っているところで

ございます。 

毛布でございますが、東日本大震災の方に、私が担当としてその対応をいたしまして、あ

るのが真空パックした毛布しかありませんでした。寒かったので、町の皆さんにも呼びかけ
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まして、社会福祉協議会の事務局を窓口といたしまして、布団の提供もしていただいたとこ

ろでございます。 

それ以降でございますが、２８年度の毛布を購入する際につきましても、難燃性の燃えに

くいマイクロファイバー毛布ということで、厚さはここに記載はありませんが、通常に毛布

について、やはり同じように保存の観点がございますので、圧縮した形で保存し、購入して

いるところでございます。 

○委員長（町野昌弘委員） 髙橋教育課長。 

○説明員（髙橋誠一教育課長） １点目の三川中学校エレベーター防災工事、この防災という文

言が入っておりますが、この工事の目的につきましては、加藤教育課長補佐より答弁いたさ

せます。 

２点目の奨学金のご質問でありました。広く周知もしているところでもありましたが、実

際に応募が５名で、実際の奨学金の貸付決定についても５名という実績でございます。以上

です。 

○委員長（町野昌弘委員） 加藤教育課長補佐。 

○説明員（加藤善幸教育課長補佐） それでは、私の方から三川中学校エレベーター防災工事の

内容についてご説明いたします。 

この三川中学校エレベーター防災工事につきましては、平成２１年９月施工の建築基準法

施行令の一部改正に伴いまして、エレベーターの安全基準等が制度化されております。エレ

ベーターの安全基準に合致するようにということで、三川中学校に存在しておりましたエレ

ベーターの耐震対策を行ったところでございます。以上です。 

○委員長（町野昌弘委員） 五十嵐町民課長。 

○説明員（五十嵐礼子町民課長）  出産育児一時金であります。社会保険等におきましても、同

様にこの給付はあるものと認識しております。 

また、葬祭費ですけれども、国民健康保険、そして後期高齢者医療保険の方を合わせて 109

件でございます。社会保険等に加入している方については、ここに含まれておりませんので、

そういった方については、そちらの方から給付があるというふうに考えております。 

○委員長（町野昌弘委員）２番 志田德久委員。 

○２ 番（志田德久委員） 今回新たに毛布を購入したわけでございますが、避難所に設置して

おくのか、町で 1ヵ所にストックして災害の場合に避難所に配布するのか、伺いたいと思い

ます。 

そして、中学校の防災のエレベーター基準ということになりますけれども、同じ防災面で、

この報告書には出てきておりませんけれども、この庁舎のエレベーターも防災対策の基準に

なっているのかを伺います。 

○委員長（町野昌弘委員） 本間総務課長。 

○説明員（本間 明総務課長） 毛布の保管場所につきましては、現在は水防倉庫の方に保管し

ておりまして、避難所を開設した際に、その必要な箇所に必要な枚数を運びこむということ

で、計画をしております。 
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○委員長（町野昌弘委員）志田德久委員に申し上げます。役場のエレベーターは２款の方に入っ

ておりますので、区分外ということであります。 

○委員長（町野昌弘委員） 進行にご協力をお願いします。 

○委員長（町野昌弘委員） 以上で、第三審査区分の審査を終了します。 

○委員長（町野昌弘委員） これをもって、平成２８年度各会計決算の審査を終了いたします。 

○委員長（町野昌弘委員） これから本委員会に付託された議第３７号から議第４２号まで、以

上６件を採決いたします。 

この採決は、１件ごとにそれぞれ区分して行います。 

○委員長（町野昌弘委員） 最初に、議第３７号「平成２８年度三川町一般会計歳入歳出決算の

認定」の件は、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の委員の起立を求めます。 

（起立 ９ 名 不起立 ０ 名） 

○委員長（町野昌弘委員） 起立全員であります。したがって、議第３７号は原案を可決すべき

ものと決定しました。 

○委員長（町野昌弘委員） 次に、議第３８号「平成２８年度三川町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算の認定」の件は、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の委員の起立

を求めます。 

（起立 ９ 名 不起立 ０ 名） 

○委員長（町野昌弘委員） 起立全員であります。したがって、議第３８号は原案を可決すべき

ものと決定しました。 

○委員長（町野昌弘委員） 次に、議第３９号「平成２８年度三川町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定」の件は、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の委員の起

立を求めます。 

（起立 ９ 名 不起立 ０ 名） 

○委員長（町野昌弘委員） 起立全員であります。したがって、議第３９号は原案を可決すべき

ものと決定しました。 

○委員長（町野昌弘委員） 次に、議第４０号「平成２８年度三川町介護保険特別会計歳入歳出

決算の認定」の件は、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の委員の起立を求

めます。 

（起立 ９ 名 不起立 ０ 名） 

○委員長（町野昌弘委員） 起立全員であります。したがって、議第４０号は原案を可決すべき

ものと決定しました。 

○委員長（町野昌弘委員） 次に、議第４１号「平成２８年度三川町農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算の認定」の件は、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の委員の

起立を求めます。 

（起立 ９ 名 不起立 ０ 名） 

○委員長（町野昌弘委員） 起立全員であります。したがって、議第４１号は原案を可決すべき

ものと決定しました。 
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○委員長（町野昌弘委員） 次に、議第４２号「平成２８年度三川町下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定」の件は、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の委員の起立を

求めます。 

（起立 ９ 名 不起立 ０ 名） 

○委員長（町野昌弘委員） 起立全員であります。したがって、議第４２号は原案を可決すべき

ものと決定しました。 

 

○委員長（町野昌弘委員） 以上で、本委員会に付託された事件の審査を終了いたします。 

 

○委員長（町野昌弘委員） これをもって、決算審査特別委員会を閉会します。 

 

（午後 ５時０９分） 
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 三川町議会委員会条例第２６条第１項の規定により、 

ここに署名する。 

 

 

 

平成２９年９月１１日 
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